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はじめに!

はじめに

春夏秋冬が明瞭な我が国では、季節の移り変わりを楽し

もうとする趣が街角で目につき、暮らしの中にも生きてい

ます。その中でも、秋田市は、自然が生活のすぐ隣にあり、

四季の移り変わりが鮮やかに感じられる緑あふれる美しい

まちです。

しかし今日、世界では、地球環境問題として、地球温暖

化、オゾン層破壊、酸性雨などが人類の将来にもかかわる

重大な問題として認識されてきており、この秋田において

も、ここ数十年にわたり年間の平均気温が確実に上昇して

きていることや酸性雨が観察されていることなどから、地

球環境問題の影響が出始めてきているのではと危惧してお

ります。

良好な環境は人類存続の基盤であり、人の活動は環境と

調和するように行わなければならないため、私たちは、こ

の恵まれた環境を損なうことなく、よりよいものとして将

来の世代に引き継いでいかなければなりません。

本市では平成11年に制定した秋田市環境基本条例のも

と、平成13年に環境基本計画を策定し、市民や事業者の皆

様との連携と協力の下で推進を図ってまいりました。さら

に、よりよい環境づくりに取り組むとともに、先人から引

き継いだ恵み豊かな環境を将来の世代に残していくため

に、平成16年７月には、市民、事業者、行政などの参加と

協働による「環境都市あきた宣言」を行ったところです。

美しい郷土の自然を守り、次世代に伝えて行くのは私た

ちの責務です。この豊かな秋田の自然に触れ合い、かけが

えのない大切なものであることを感じ、守り、育んでいこ

うとする取り組みへとつなげていくことが重要です。

この計画は良好な環境の保全と創造を目指す環境行政の

基本指針を示すものですが、環境都市あきた宣言にありま

すように「秋田から よりよい環境を 地球へ 未来へ」と受

け継いでいけるよう、多くの市民、事業者の皆様のご理解

とご協力をお願いいたします。

終わりに、本計画の改定にあたり、ご審議いただいた秋

田市環境審議会委員の皆様、貴重な意見をいただきました

市議会や市民、事業者の皆様に深く感謝申しあげます。

平成19年３月

秋田市長　佐竹 敬久
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1 計画策定の背景と目的

（１）計画策定の背景

本市の大気や水質等の身近な環境は、近年、各種法令等による規制や指導、公共下水道等の社

会基盤の整備などにより、国の基準等に照らして概ね良好な状況で推移してきています。また、

本市の環境は、まだまだ多くの豊かな自然が残され、都市と自然との調和の中で、四季折々の美

しさの際だつ街を形作ってきております。

しかし一方、世界に目を向けると、地球温暖化問題やオゾン層の破壊、有害化学物質問題など

地球的規模での空間的な広がりや、将来世代への影響という時間的な広がりを持つ人類の生存基

盤そのものに関わる問題が発生してきており、本市への影響も懸念されてきております。

これらの環境問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済活動の拡大や、世界的規模

での急速な人口の増加などにより、環境への負荷が著しく大きくなったことに起因しており、こ

れまでの特定の工場への規制や指導、開発規制区域の設定による自然環境の保全といった個別対

策だけでは根本的な解決が困難なため、世界的な規模で新たな対策が取り組まれるようになって

きています。

本市としても、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる恵み豊かな環境を確保し、

将来の市民に引き継いでいくため、地球環境をも視野に入れた環境への取り組みを行っていく必

要があり、市・事業者・市民が情報の共有化を図るなど共通の認識に立ちながら、環境問題に取

り組んでいくことが求められています。

（２）計画策定の目的

今日の環境問題を解決するためには、環境へ過大な負荷を与えている現在の社会経済活動のあ

り方やライフスタイルを、地域の活力や生活の質の維持との調和を図りながらも、循環を基調と

した環境への負荷が少ないものへと転換し、持続可能な社会を築いていくことが必要です。

それが、現世代が果たすべき将来世代に対する責任でもあります。

こうしたことから、本市では、市（行政）、事業者、市民が共通の理念と問題意識を持ち、相

互に協力し合いながら、それぞれの立場で環境の保全と創造を推進するための規範となる秋田市

環境基本条例（以下「環境基本条例」という。）を制定するとともに、環境都市あきた宣言を行

いました。

この秋田市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）は、環境の保全と創造に関する長期的

な目標と施策の方向などを示し、環境に係る施策を総合的・計画的に推進することにより、環境

基本条例および環境都市あきた宣言で示された基本理念の具体化を図っていくためのものです。
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2 計画の役割と性格
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（１）計画の役割

環境基本計画は、環境基本条例第３条に掲げられた基本理念と環境都市あきた宣言の理念の具

体化に向けて中心的役割を担うものであり、同条例第８条の規定に基づき策定されたものです。

【環境基本条例の基本理念】

第３条　環境の保全および創造は、市民が、健康で安全かつ快適な生活を営むことのでき

る恵み豊かな環境を確保し、その環境を将来の市民に引き継いでいくことができ

るように、適切に行われなければならない。

２　　環境の保全および創造は、人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵

みを受けていることを認識して、人と自然とが健全に共生していくことを旨とし

て、行われなければならない。

３　　環境の保全および創造は、環境の持つ復元力には限界のあることを認識して、資

源の適正な管理および循環的な利用等の推進により、環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が公平な役割分担

の下に主体的かつ積極的にこれに取り組むことによって行わなければならない。

４　　地球環境保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっているとの認識の下にあ

らゆる事業活動および日常生活において、積極的に推進されなければならない。

【環境都市あきた宣言の理念】

１　　清らかな水とさわやかな空気のもと、健やかなくらしを守ります。

１　　多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、豊かな心をはぐくみます。

１　　知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします。

１　　世代や地域を越えてともに語らい、環（わ）となって取り組みます。

１　　一人ひとりが秋田を知り、地球に学び、未来を想い、行動します。

※　環境基本条例と環境都市あきた宣言の全文を資料編（P190～P194）に載せています。
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この役割を担うため、環境基本計画に次の事項を定めています。

○ 望ましい環境像、基本目標

長期的展望にたち、第11次秋田市総合計画に掲げる将来都市像、市民の環境に関する

ニーズ等を踏まえ、条例の基本理念と環境都市あきた宣言の理念を具体化して、「望まし

い環境像」の実現を図るための目標を設定しています。

○ 施策の方向とリーディングプロジェクト

本市を取り巻く環境の現状と課題を踏まえ、上記に掲げる目標の達成に向けた施策の

方向を体系的に示すとともに、先導的・重点的に取り組む事業をリーディングプロジェ

クトとして示しています。

○ 市民・事業者に望まれる行動例

市民の日常生活、事業者の事業活動における環境配慮の取組（環境行動）の例を示し

ています。

○ 地域別環境配慮の基本的方向

地域によって自然的・社会的条件が異なるように、環境から受ける恵みや人間の活動

が及ぼす環境への影響も地域によって異なることから、市域を構成する各地域ごとに、

環境に配慮したまちづくりを進めるにあたってのガイドラインを示しています。

○ 計画の推進方策

計画の着実な推進を図るため、計画の推進体制や進行管理方策等を示しています。
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計画の役割と性格

（２）計画の性格

環境基本計画は、秋田市の環境面で、最も基本となる計画です。

環境基本計画では、長期的・総合的観点から市の環境に係る各種計画間の連携・調整を図ると

ともに、各種施策や事業に横断的に対応し、市、事業者、市民が一体となって環境の保全と創造

に取り組んでいくことで、平成19年度からスタートする第11次秋田市総合計画を環境面から実

現していく役割を担います。

秋田市総合計画 

環境基本計画 

事  業  者・市  民 

分野別基本計画 分野別基本計画 

将来都市像　　しあわせ実感　　緑の健康文化都市 

分
野
別
実
施
計
画 

分
野
別
実
施
計
画 

分
野
別
実
施
計
画 

分
野
別
実
施
計
画 

支援 参加 

‥‥‥ 環境基本計画の位置づけ ‥‥‥ 
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3 市、事業者、市民の基本的な役割

環境基本計画を効果的に推進するためには、市、事業者、市民が相互に連携し、それぞれの役

割を果たすことが必要です。

（１）市の役割

本市の環境の保全と創造を担う責任主体として、本計画に掲げるリーディングプロジェクトお

よび施策を総合的・計画的に実施していくものとします。

また、率先して自らの事務・事業に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、事業者、市民

の自主的な環境保全活動に対して多方面から支援していくものとします。

さらに、広域的な取組を必要とするものについては、国、県および関係する地方公共団体と協

力して行うよう努めるものとします。

（２）事業者の役割

事業活動が環境に与える影響を認識し、環境への負荷の低減や良好な環境の保全と創造など自

主的な取組に努めるとともに、市が実施する環境施策への協力をはじめ、地域を構成する一員と

して、地域における環境保全活動への一層の参加に努めるものとします。

（３）市民の役割

日常生活において環境に与える影響を認識し、自ら積極的に環境への負荷の低減に努めるとと

もに、市が実施する環境施策への協力をはじめ、地域における環境保全活動への積極的な参加に

努めるものとします。
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4 計画のめざすもの

（１）望ましい環境像

第11次秋田市総合計画では、めざす将来都市像を「しあわせ実感　緑の健康文化都市」とし

ており、こうしたまちづくりの基本方針や環境の保全に関する基本理念、環境都市あきた宣言を

踏まえ、環境基本計画でめざす望ましい環境像を、”人にも地球にもやさしいあきた”としてい

ます。

しあわせ実感　緑の健康文化都市 
【秋田市総合計画】 

人にも地球にもやさしいあきた 
【秋田市環境基本条例】 

秋田から　よりよい環境を 
地球へ　未来へ 

【環境都市あきた宣言】 

・豊かで活力に満ちたまち 
・緑あふれる環境を備えた快適なまち 
・健康で安全安心に暮らせるまち 
・家族と地域が支えあう元気なまち 
・人と文化をはぐくむ誇れるまち 

・恵み豊かな環境の確保 
・人と自然との共生 
・環境負荷の少ない持続的発展が可能な 
　社会の構築 
・地球環境の保全 

・清らかな水とさわやかな空気のもと、 
　健やかなくらしを守ります 
・多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、 
　豊かな心をはぐくみます 
・知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを 
　大切にします 
・世代や地域を越えてともに語らい、 
　環（わ）となって取り組みます 
・一人ひとりが秋田を知り、地球に学び、 
　未来を想い、行動します 

人にも地球にもやさしいあきた 人にも地球にもやさしいあきた 
望ましい環境像 望ましい環境像 
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8!秋田市環境基本計画

（２）基本目標
環境基本計画のめざす環境像を具体化していくために、次の５つの基本目標を掲げます。

基本目標 ① 

清らかな水と 
さわやかな空気のもと、 

健やかな 
くらしを守ります 

基本目標 ③ 基本目標 ② 

知恵と工夫で、 
限りある資源と 
エネルギーを 
大切にします 

多様な自然をとうとび、 
身近な緑に親しみ、 

豊かな心を 
はぐくみます 

基本目標 ④ 

世代や地域を越えて 
ともに語らい、 
環（わ）となって 
取り組みます 

基本目標 ⑤ 

一人ひとりが 
秋田を知り、 

地球に学び、未来を想い、 
行動します 

人にも 
地球にも 

やさしいあきた 
望ましい環境像 

人にも 
地球にも 

やさしいあきた 
望ましい環境像 

■環境像を支える５つの基本目標
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計画のめざすもの

清らかな水とさわやかな空気のもと、健やかなくらしを守ります基本目標①
市民が健康で安全に暮らせることが必要です。
人の健康の保護と安全の確保にとどまらず、環境面での安心の確保をめざします。

● 本市は、全国的にみても、大気や水などの汚染の少ない良好な環境を維持しています

が、先に市が実施した環境に関する市民アンケートの結果は、「公害の防止を求める」と

の回答が高率を示しました。こうしたことから、大気環境と水環境を良好な状態に維持

達成し、一層の向上を図るための取組を推進します。

● 事業活動はもとより、日常生活の中においても、様々な化学物質が取り扱われており、

各種法令等による指導や規制を行うことにより、人の健康の保護と安全の確保を図ります。

● 都市・生活型の環境問題に対応するため、市民ニーズの変化の把握に努めながら、騒

音や悪臭などの防止を図り生活環境の保全に努めます。

多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、豊かな心をはぐくみます基本目標②
自然の浄化能力・再生能力が適切に発揮され、生態系が健全に維持されていることが必要です。
人間も生態系の一部として、自然から多くの恵みを受けていることを認識して、人と自然
との健全な共生をめざします。

● 本市の豊かな自然は、良好な状態で将来に引き継いでいくべき、市民共有の財産です。

市民ニーズにも配慮しながら、自然の適切な保全と活用を図ります。

● 市域面積の８割を占める農地や森林は生産機能に加え、水資源の涵養、災害の防止、

景観の形成など様々な公益的機能を持っており、これらの機能を持続させるための取組

を推進します。

● 市民が気軽に利用できる公園の適正配置や歴史的景観の保全、都市河川の親水性の向

上など、身近な水辺や緑の創出についても検討し、都市の発展方向との調整を図りなが

ら、人と自然が健全に共生していくための取組を推進します。
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10!秋田市環境基本計画

知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします基本目標③
環境への負荷が適切に抑制され、自然の健全な循環が保たれていることが必要です。
資源やエネルギーの循環的・効率的な利活用が図られる社会をめざします。

●　廃棄物が適正に処理され、環境汚染の未然防止が図られるよう、監視・指導に努めます。

● 家庭や事業活動から排出される廃棄物のより一層の削減を図るため、市民、事業者の

協力を得ながら、資源が循環する社会を創っていくための取組を推進します。

● 化石燃料や天然資源に依存したエネルギーや資源の大量消費は、地域環境だけでなく、

地球環境へも大きな負荷を与えることから、市民と事業者の理解と協力を得ながら、資

源の循環利用やエネルギーの有効利用、新エネルギーの活用のための取組を推進します。

世代や地域を越えてともに語らい、環(わ)となって取り組みます基本目標④
市（行政）、事業者、市民のパートナーシップのもとに、ともに連携し合い協力して取り組
んでいくことのできる社会が形成されることが必要です。
環境に対する共通の認識の下に、全ての営みにおいて適切な環境配慮が実践される社会づ
くりをめざします。

● 今日の環境問題は、市民一人ひとりが加害者であり、被害者でもあるという構図に変

化してきていることから、環境問題の解決に向けた一人ひとりの自発的な取組が必要で

あり、それぞれの立場と役割に応じた環境保全活動を促進します。

● 自然の豊かさや特性を活かしたまちづくりを進めていくためには、環境への負荷をよ

り小さくし、事業の実施効果をより高められるような適正な環境利用のあり方を検討し

ていくことが必要です。日常生活や事業活動において、市民や事業者がそれぞれの立場

で、あるいは協働で、環境への配慮を実践していくことが必要であり、そのための手法

や仕組みづくりに努めます。
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計画のめざすもの

一人ひとりが秋田を知り、地球に学び、未来を想い、行動します基本目標⑤
本市の環境の状況はもとより、地球規模の環境も視野に入れながら、環境教育・環境学習を推
進し、環境に対する共通の認識の下に、適切な環境配慮が実践される社会づくりをめざします。

● 市民生活に密着した環境情報を提供するなど、身近なところから環境問題の解決に向

けた一人ひとりの自発的な取組がなされるよう、環境教育・環境学習を推進します。

● 環境教育・環境学習の推進にあたっては、全ての市民が本市の豊かな環境を慈しみ、

将来に大切なものとして引き継いでいく必要があります。

● 地域の環境の改善にとどまらず、地球規模の環境も視野に入れた、環境教育・環境学

習の推進に努めます。
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5 計画の対象

（１）計画の対象地域

環境基本計画は、秋田市全域を対象地域としますが、広域的な取組の必要性から近隣地域との

関係も考慮しています。

また、地域環境に配慮した良好な環境づくりを行うため、総合計画をはじめとする各部門別計

画との整合や、自然的条件、歴史的条件、幹線道路や鉄道などの交通軸、日常生活上の交流の範

囲などの社会的条件を考慮し、地域区分を設定しています。

（２）計画の対象とする環境の範囲

先に掲げた環境像、基本目標の達成に向けた施策の方向の提示にあたっては、基本目標を支え

る次の環境の分野（以下「環境項目」という。）を対象としています。

（３）計画の対象とする期間

計画の期間は、平成19年（2007年）度から平成27年（2015年）度までとしています。

なお、環境問題への対応は、長期的視点に基づいた継続的な取組が必要であることから、計画

を定期的に更新していきますが、今後、環境に関する基礎的条件や社会経済情勢等の変化に対応

し、さらに必要に応じて見直しを行います。

基本目標

清らかな水と
さわやかな空気のもと、
健やかなくらしを守ります

○澄みわたった空、さわやかな大気を守ります。
○清らかで豊かな水環境を守ります
○健やかでやすらぎのあるくらしの環境を守ります

環境目標 環境項目

○大気環境
○水環境
○生活環境

多様な自然をとうとび、
身近な緑に親しみ、
豊かな心をはぐくみます

○多様な自然を守り、ふれあいの場を充実します
○身近な緑と水に親しみ、雪と向き合いともにくらす
まちづくりを進めます
○自然の恵みを持続的に得られる環境づくりを進めます
○先人の遺産と知恵を活かし、豊かな心をはぐくみます

○自然環境
○身近な自然

○自然の公益的機能
○歴史的・文化的環境

知恵と工夫で、
限りある資源と
エネルギーを大切にします

世代や地域を越えて
ともに語らい、
環(わ)となって
取り組みます

一人ひとりが秋田を知り、
地球に学び、未来を想い、
行動します

○循環型都市を目指し、廃棄物等の発生抑制やリサイク
ルの推進、適正処理を進めます
○知恵と工夫で、エネルギ－を大切に利用します

○市、事業者、市民の協働により、環境にやさしい行動
を進めます
○環境特性を活かしながら、活性化に向けたまちづくり
を進めます

○自らすすんで環境保全活動に取り組む人づくりを進め
ます
○地球環境への認識を深め、地球温暖化防止など、地域
から行動を進めます

○廃棄物

○エネルギー・水資源

○環境保全活動

○環境配慮対策

○環境教育・環境学習

○地球環境問題
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6 計画の構成

これまでに述べてきた環境基本計画の基本的な考え方に基づき、本計画の構成を次のとおりと

しています。

（１）計画編

先に掲げた環境像、基本目標の達成に向けた施策の大綱を示しています。

施策の大綱の提示にあたっては、環境項目ごとに目標及び指標を設定し現行の施策に加え、計

画の期間を見据えた新たな施策の方向も示し、施策間の合理性と効率性、各主体間の連携に留意

し、体系化を図っています。

さらにこれら施策の方向の中から、先導的・重点的に取り組む事業を明らかにし、リーディン

グプロジェクトとして提示しています。

（２）行動編

環境問題は、市の取組だけではなく、市民や事業者の自主的な取組が不可欠であることから、

市民の日常生活、事業者の事業活動において望まれる環境配慮に向けた行動例を示しています。

（３）地域編

先に掲げた環境像の実現を図っていくためには、地域の環境特性に応じた適切な配慮が必要と

なることから、地域区分ごとに、施策や開発事業などの検討や実施に際して、適切な環境配慮を

行っていくための基本的なガイドラインを示しています。

（４）推進編

計画の推進体制の整備や調査研究・監視体制の充実、環境配慮の推進、計画の進行管理など、

本計画を的確に実施、評価、管理していくための推進方策を示しています。
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計
画
の
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成
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民
の
協
働
に
よ
り
、
環
境
に
や
さ
し
い
行
動
を
進
め
ま
す
 

（
環
境
配
慮
対
策
）
環
境
特
性
を
活
か
し
な
が
ら
、
活
性
化
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
 

（
環
境
教
育
・
環
境
学
習
）
自
ら
す
す
ん
で
環
境
保
全
活
動
に
取
り
組
む
人
づ
く
り
を
進
め
ま
す
 

（
地
球
環
境
問
題
）
地
球
環
境
へ
の
認
識
を
深
め
、
地
球
温
暖
化
防
止
な
ど
、
地
域
か
ら
行
動
を
進
め
ま
す
　
　
　
　
　
　
　
 

大
気
環
境
の
監
視
体
制
の
整
備
等
 

工
場
・
事
業
場
対
策
の
充
実
等
 

自
動
車
排
ガ
ス
対
策
の
充
実
等
 

水
環
境
の
監
視
体
制
の
整
備
等
 

工
場
・
事
業
場
対
策
の
充
実
等
 

生
活
排
水
対
策
の
充
実
等
 

生
活
環
境
の
監
視
体
制
の
整
備
等
 

工
場
・
事
業
場
対
策
の
充
実
等
 

生
活
環
境
の
保
全
対
策
の
充
実
等
 

ま
ち
の
中
の
緑
の
保
全
と
創
出
 

親
し
み
や
す
い
水
辺
の
保
全
と
創
出
 

雪
と
向
き
合
う
ま
ち
づ
く
り
の
実
践
 

森
林
の
公
益
的
機
能
の
保
全
と
活
用
 

農
地
の
公
益
的
機
能
の
保
全
と
活
用
 

海
の
公
益
的
機
能
の
保
全
と
活
用
 

廃
棄
物
等
の
発
生
抑
制
 

循
環
資
源
の
再
使
用
・
再
生
利
用
 

廃
棄
物
の
適
正
処
理
 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
と
利
用
効
率
の
向
上
 

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
促
進
 

水
資
源
の
保
全
と
有
効
利
用
 

市
民
の
環
境
保
全
活
動
の
促
進
 

事
業
者
の
環
境
保
全
活
動
の
促
進
 

市
、
事
業
者
、
市
民
の
連
携
の
促
進
 

環
境
情
報
の
整
備
と
共
有
化
 

環
境
配
慮
に
係
る
し
く
み
の
整
備
 

環
境
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
実
践
 

環
境
情
報
の
収
集
と
提
供
 

環
境
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
整
備
と
機
会
の
充
実
 

人
材
の
育
成
と
連
携
の
促
進
 

地
球
温
暖
化
の
防
止
 

 地
球
環
境
保
全
対
策
 

多
様
で
貴
重
な
自
然
の
保
全
 

 自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
の
創
出
 

歴
史
的
・
文
化
的
遺
産
の
継
承
と
活
用
 

 歴
史
的
・
文
化
的
環
境
を
活
か
し
た
活
動
の
支
援
 

Ⅰ
 

Ⅱ
 

Ⅲ
 

Ⅳ
 

Ⅴ
 

1
日 常 生 活 ・ 事 業 活 動 に お け る 環 境 配 慮 指 針  

地 域 別 環 境 配 慮 の 基 本 的 方 向  

計 画 の 推 進 方 策  

市
民
 

中
央
地
域
 

東
部
地
域
 

西
部
地
域
 

南
部
地
域
 

北
部
地
域
 

河
辺
地
域
 

雄
和
地
域
 

事
業
者
 

　
健
全
な
大
気
環

境
、
水
環
境
の
維

持
 

1　
雪
と
向
き
合
う

ま
ち
づ
く
り
の
実

践
 

2　
グ
リ
ー
ン
・
ツ

ー
リ
ズ
ム
の
推
進
 

　
循
環
型
社
会
構

築
の
た
め
の
計
画

的
整
備
 

1 1 　
環
境
教
育
・
環

境
学
習
の
推
進
 

2　
地
球
温
暖
化
防

止
に
向
け
た
取
り

組
み
 

　
協
働
に
よ
る
環

境
に
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り
 

1　
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
推
進
と
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
導
入
 

2



計画編 環境の保全と創造に向けた施策の展開

第１部
環境施策の方向
第１章　清らかな水とさわやかな空気のもと、健やかなくらしを守ります
第２章　多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、豊かな心をはぐくみます
第３章　知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします
第４章　世代や地域を越えてともに語らい、環（わ）となって取り組みます
第５章　一人ひとりが秋田を知り、地球に学び、未来を想い、行動します

第２部
リーディングプロジェクト
!健全な大気環境、水環境の維持
!雪と向き合うまちづくりの実践
!グリーン・ツーリズムの推進
!循環型社会構築のための計画的整備
!省エネルギーの推進と新エネルギーの導入
!協働による環境にやさしいまちづくり
!環境教育・環境学習の推進
!地球温暖化防止に向けた取り組み
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第1部 環境施策の方向

第１部では、環境項目（計画の対象とする環境分野とその全てに共通する取組）ごとに目標と

環境施策の方向、市民・事業者との協働の方向を示します。環境施策は多岐にわたることから、

それぞれの環境項目ごとに次の記述方法により簡潔に整理しています。

【環境項目説明】それぞれの環境項目についての簡単な説明を載せています。

２　目　標　課題の解決に向けた目標を定めます。

【環境目標】達成すべき目標をイメージできるように示しています。

【数値目標】環境目標の達成に向けた取組の進捗状況を測る目安となる環境指標と対応する

目標値などを示していますが、目標値の定めにくいものについては、文章表現

としています。なお、特に定めにくいものについては、示していません。

３　施策の方向　目標の達成に向けた施策の方針と主な取組を示します。

【施策の方針】具体的取組を進めていくための方針を定めます。

【主な取組】 具体的な事業や制度などの取組と簡単な解説、担当課所室を列記しています。

○印は、現在既に取組中のものです。

●印は、今後新たに取り組んでいくべきものです。

そのため、担当課欄が空欄の場合があります。

Ｗ印は、複数の項目にまたがっているものです。

なお、これらの取組は計画策定時のものであり逐次見直していきます。

４　市民に望まれる主な取組（詳しくは行動編と地域編を参照）

目標の達成に向けて、市民に望まれる取組を示します。

５　事業者に望まれる主な取組（詳しくは行動編と地域編を参照）

目標の達成に向けて、事業者に望まれる取組を示します。

１　現状と課題

○環境項目ごとの本市の現状と課題を示しています。
○色が変わっている用語は、用語解説が資料編（P197-P208）にあります。



第１章
第１節　大気環境
第２節　水環境
第３節　生活環境

第１部
環境施策の方向

清
ら
か
な
水
と
さ
わ
や
か
な
空
気
の
も
と
、
健
や
か
な
く
ら
し
を
守
り
ま
す
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大気環境第1節

1 現状と課題

大気は、地球規模で循環し、人間を含めた生物にとってなくてはならないものです。普

段はあまり意識されませんが、いったん大気が汚れると、人の健康や生活環境、自然環境、

建築物、文化財などに被害をおよぼします。

この大切な大気の循環を健全な状態で確保し、さわやかな大気環境を守っていくため、

総合的な汚染防止対策を進めていく必要があります。

人の健康を保護し、生活環境を保全するため、望ましい大気の環境基準が環境基本法に

基づき定められており、本市でも市内各所に測定局を配置し、常時達成状況の監視を行っ

ています。

二酸化硫黄や二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質は、過去10年間にわたり環境

基準を達成しており、おおむね良好な状態にあります。本計画のために実施した市民アン

ケートにおいても、大気（空気）の状態は、９割弱が満足ないしはふつうと感じておりま

す。ただし、光化学オキシダントは、現在環境基準を達成できていないため、揮発性有機

化合物の規制も新たに行っています。引き続き環境基準を達成している項目の維持や向上

に努めていくとともに、達成していない項目の改善を図る必要があります。

また、ベンゼンやダイオキシン類などの有害化学物質は、今後も監視していく必要があ

りますし、様々な新しい汚染物質も問題となってきており、引き続き体制の整備を図って

いく必要があります。

本市では、大気汚染物質の発生源対策として、固定発生源である工場や事業場に対し、

法律および条例による規制や公害防止協定の締結などの対策を進めてきましたが、今後も

引き続き行っていく必要があります。

さらに、本市の道路交通量の増加により、移動発生源である自動車による大気汚染の進

行が懸念されており、環境への負荷の少ない車種への転換などの対策を進めていく一方、

自転車や歩行者の場からの道路整備など、まちづくりの面からも取組を進めていく必要が

あります。
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計
画
編
　
１
章

○
環
境
施
策
の
方
向

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

澄みわたった空、さわやかな大気を守ります

環境目標

① 大気汚染物質に関する目標値を維持達成します。〈目標年度＝平成27年度（2015年）〉

数値目標

環境指標

二酸化窒素

浮遊粒子状物質

光化学オキシダント

二酸化いおう

ベンゼン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ダイオキシン類

二酸化窒素
(自動車排ガス)

一酸化炭素
(自動車排ガス)

環境基準の維持達成(１日平均値の年間98％値が0.06ppm以下)

環境基準の維持達成(１日平均値の年間２％除外値が0.10mg/!以下)

環境基準の達成(１時間値が0.06ppm以下)

環境基準の維持達成(１日平均値の年間２％除外値が0.04ppm以下)

環境基準の維持達成(１年平均値が0.003mg/!以下)

環境基準の10分の１の値の維持達成(１年平均値が0.02mg/!以下)

環境基準の10分の１の値の維持達成(１年平均値が0.02mg/!以下)

環境基準の維持達成(年間平均値が0.6pg-TEQ/!以下)

環境基準の維持達成(１日平均値の年間98％値が0.06ppm以下)

環境基準の10分の１の値の維持達成(１日平均値の年間２％除外値が１ppm以下)

目標値

② 周辺の生活環境を損なう稲わら等燃焼の苦情件数を削減します。

＜平成17年（2005年）度＝30件＞→＜平成27年（2015年）度＝件数半減＞

※目標年度の（ ）内は西暦

2 目　標
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大気環境の現状把握に努め、固定発生源である工場・事業場対策の充実や移動発生源で

ある自動車排ガス対策の充実を図り、空が澄みわたる、さわやかな大気環境の維持に努め

ます。

澄みわたった空、 
さわやかな大気を 

守ります 

【環境目標】 

工場・事業場対策の充実等 

自動車排ガス対策の充実等 

【施策の方向】 

大気環境の監視体制の整備等 

（１）大気環境の監視体制の整備等

【施策の方針】

・ 常時監視システムの見直しなど、必要に応じて監視体制の整備を図ります。

・ 大規模な工場に対して、常時監視システムによる監視体制を整備します。

・ 自動車排出ガス測定局の増設など、地域の実情に応じた監視網の整備を行います。

・ 大気中のダイオキシン類やアスベストなどのモニタリングを行います。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○大気・水質等環境保全事業（Ｗ）
大気測定局での大気汚染物質の常時監視などを行う。

○ダイオキシン類等対策事業（Ｗ）
ダイオキシン類対策特別措置法により大気・水質・土壌の調査を行う。

3 施策の方向

環境保全課

環境保全課
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第1節　大気環境

（２）工場・事業場対策の充実等

【施策の方針】

工場や事業所に対して、以下のような対策を行います。

・ 排出基準の遵守を徹底させます。

・ 公害防止協定を必要に応じて締結や見直しし、環境負荷の低減を促します。

・ 大気環境の保全に関する啓発を行います。

・ 大気汚染につながる化学物質の自主的な管理の徹底と使用の削減を促します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○大気・水質等環境保全事業（Ｗ）
公害関係法令等に基づく届出の審査・立入検査・指導などを行う。

○公害防止協定の締結と運用（Ｗ）
公害防止協定に基づく施設の設置、規模等の変更の協議、確認などを行う。

○稲わら等の焼却防止
重点取組地域を定め、関係課所と連携し焼却禁止の周知徹底などを行う。

環境保全課

環境保全課

環境保全課

（３）自動車排ガス対策の充実等

【施策の方針】

① 普及啓発

・ 環境に配慮した運転（エコドライブ）の普及啓発に努めます。

・ アイドリングストップ運動を他自治体とも協力して展開します。

・ 環境に優しい通勤への転換を図るため、啓発キャンペーンを実施します。

② 発生源対策

・ 環境への負荷の少ない低公害車の普及を促進します。

・ 市の公用車の更新時には低公害車を優先します。

③ 交通量抑制対策

・ バスや鉄道等公共交通機関の利用を促進します。

・ 自転車の利用を促進します。

計
画
編
　
１
章

○
環
境
施
策
の
方
向
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④ 交通流円滑化対策

・ 道路交通流の円滑化を図るため交通流を把握し、その情報を提供します。

・ 交通量の偏りを是正し交通流の円滑化を図るため、時差出勤等の導入を検討します。

・ 渋滞をなくし道路交通流の円滑化を図るため、道路整備などによる交通環境を

整備します。

⑤ 沿道対策

・ 街路樹等による沿道の緑化を推進します。

・ 幹線道路沿線の用途地域の適正指定により住環境との分離を図ります。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○低公害車導入・普及（Ｗ）
公用車への低公害車の導入を進める。

○自転車等駐車場の整備
自転車等駐車場の整備を行う。

○道路改良事業
道路の改良により道路交通流の円滑化を図る。

管財課、
全庁関係各課

生活課

道路建設課

○交差点改良事業
交差点の改良により道路交通流の円滑化を図る。 道路建設課

○幹線道路整備事業・街路事業
道路の整備により道路交通流の円滑化を図る。 道路建設課

○交通安全施設等整備事業(補助・単独)             
道路案内標識、照明灯、反射鏡、防護柵、区画線、歩道等の設置を行う。 道路建設課

○道路緑化整備事業（Ｗ）
街路樹の維持管理による沿道の緑化を推進する。 道路維持課

○エコドライブの推進（Ｗ）
アイドリングストップ等エコドライブの周知・啓発、庁内での取組強化を行う。

環境企画課・
都市総務課交通政策室

○地方バス路線維持対策事業
生活バス路線の維持のため、運行維持が困難な赤字バス路線への補助を行う。

都市総務課
交通政策室

○美の国あきたエコ交通キャンペーン
エコ交通のキャンペーンを実施する。

都市総務課
交通政策室
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第1節　大気環境

・ 徒歩または自転車の利用を図り、自動車の使用をできるだけ控えるように努めましょう。

・ 公共交通機関の利用や相乗り通勤などに努めましょう。

・ 低公害車や燃費の良い車などの環境に負荷の少ない車の優先的な利用に努めましょう。

・ アイドリングストップなど、環境に配慮したエコドライブの実践に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

・ 大気汚染防止対策の充実に努めましょう。

・ 低公害車や燃費の良い車など、環境に負荷の少ない車の導入に努めましょう。

・ 徒歩または自転車の利用を図り、自動車の使用をできるだけ控えるように努めましょう。

・ 低公害車などによる輸送とアイドリングストップなどのエコドライブに努めましょう。

・ 事業所の職員向けに、ノーカーデーを設定し、公共交通機関を利用してもらうことで、

通勤による大気環境の負荷軽減に努めましょう。

・ 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の放出を少なくし、光化学スモックの発生を抑制しましょう。

・ 工事に伴う粉じんの発生防止に努めましょう。 など

5 事業者に望まれる主な取組
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水環境第2節

1 現状と課題

水は、大気中や地表、地下、海を地球規模で循環し、人間を含めた全ての生命を支えて

います。河川や海には、汚れをきれいにする自浄作用がありますが、その能力を超える汚

染物質などによって水が汚れると、人の健康や生活環境、産業、生態系にも悪い影響をお

よぼします。この大切な水の健全な循環を確保し、きれいで豊かな状態で将来の世代に引

き継いでいくため、総合的な対策を進めていく必要があります。

秋田市では、水質の環境基準の達成状況を把握するため、市内の主要河川や地下水など

で、定期的に水質検査を行っています。その結果によると、河川全体では、年々環境基準

の達成率が良くなってきていますが、一部の河川や湖沼などで生活排水などの流入により、

環境基準を超過しているところもあります。地下水は、おおむね環境基準を達成していま

すが、一部に有機塩素化合物や硝酸性窒素などの汚染物質が検出されることもあります。

こうしたことから、環境基準を既に達成している河川や湖沼については、引き続きその

維持と一層の向上に努めていき、達成していない地点については、その達成に努める必要

があります。さらに新たな化学物質による汚染などに対応する体制の整備や充実も図って

いく必要があります。

また、水質汚濁物質の発生源対策として、工場や事業場に対し法律や条例による規制や

公害防止協定の締結などによる対策を進めてきていますが、引き続き実施していく必要が

あります。

さらに、一般の家庭から排出される生活排水も水質汚濁物質の発生源として、大きな割

合を占めていることから、本市では、地域特性に応じて公共下水道や農業集落排水施設、

浄化槽などの整備を進めています。今後とも、生活排水処理施設の普及と意識啓発を図る

必要があります。
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先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

清らかで豊かな水環境を守ります

環境目標

① 水質汚濁に関する目標値を維持達成します。 〈目標年度＝平成27年度（2015年）〉

数値目標

環境指標

環境基準健康項目

環境基準生活環境項目

市内河川のＢＯＤ

ダイオキシン類

環境基準の達成（カドミウム等26項目）

環境基準の達成（pH等７項目、市内河川のBODを除く）

環境基準からさらに引き下げて設定 ※【別表に記載】

環境基準の維持達成（1pg-TEQ／!以下）

目標値

項目 類型 ＢＯＤ（"/#） 該当水域

河
　
川

ＡＡ １以下
旭川上流、旭川中流、新城川上流、馬踏川、太平川上流、
太平川中流、猿田川、岩見川上流、岩見川下流、三内川

Ａ

Ｂ

２以下

３以下

旭川下流、太平川下流、新城川下流、草生津川、雄物川※

旧雄物川

② 地下水に関する環境基準の達成をめざします。 ＜平成27年(2015年)度＞

③ 汚水の処理率を引き上げます。

＜平成17年(2005年)度＝90.8％＞ → ＜平成22年(2010年)度＝94％以上＞

④ 水質汚濁事故（河川への流出）件数の低減をめざします。

＜平成17年(2005年)度レベル＝41件＞ → ＜平成27年(2015年)度＝件数半減＞
※目標年度の（ ）内は西暦

2 目　標

※環境基準については資料編参照

別表　　水環境数値目標（市内河川ＢＯＤに関する数値目標）

※　ＢＯＤ値は、75%値とする。
※　水域区分は、環境基準と同じとする。
※　雄物川の数値目標は、環境基準とする。（国土交通省測定値）
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水環境の現状把握に努め、発生源となる工場・事業場対策の充実や生活排水対策の充実

を図り、清らかで豊かな水環境の確保に努めます。

【環境目標】 【施策の方向】 

清らかで 
豊かな水環境を 
守ります 

水環境の監視体制の整備等 

工場・事業場対策の充実等 

生活排水対策の充実等 

（１）水環境の監視体制の整備等

【施策の方針】

・ 河川、海域（海水浴場を含む）、湖沼、地下水の調査を定期的に実施し、水質の

把握に努めます。

・ ダイオキシン類による汚染状況について調査を行います。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○大気・水質等環境保全事業（Ｗ）
河川等の水質検査による環境基準の確認を行う。

○有害化学物質対策事業（Ｗ）
河川等の水質検査によりダイオキシン類を測定し、環境基準を確認する。

3 施策の方向

環境保全課

環境保全課
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第2節　水環境

（２）工場・事業場対策の充実等

【施策の方針】

工場・事業場に対して、以下のような対策を行います。

・ 排出基準の遵守を徹底させます。

・ 公害防止協定を必要に応じて締結や見直しし、環境負荷の低減を促します。

・ 水質汚濁事故の未然防止と事故時の被害の拡大防止を徹底させます。

・ 水環境の保全に関する啓発を行います。

・ 大規模な工場に対しては、常時監視システムによる監視体制を整備します。

・ 水質汚濁につながる化学物質の自主的な管理の徹底と使用の削減を促します。

・ ゴルフ場に対しては、環境保全協定を適正に運用し、農薬の管理の徹底と使用の

削減を促します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○大気・水質等環境保全事業（Ｗ）
公害関係法令等に基づく届出の審査、立入検査および指導をする。

○公害防止協定の締結と運用（Ｗ）
公害防止協定に基づく施設の設置、規模等の変更の協議、確認をする。 環境保全課

（３）生活排水対策の充実等

【施策の方針】

① 施設の整備

・ 地域の特性に応じた、総合的な生活排水処理施設の整備計画を作成し、効率的な施

設の整備を進めます。

・ 公共下水道の整備、農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及を推進し、公共用水域

の保全やより快適な生活環境の確保を図ります。

② 普及啓発

・ 水環境に親しむ基盤作りを行います。

・ 生活排水による水質汚濁を防止するための処理施設の普及と意識の啓発を図ります。

・ 水洗化に対する融資あっせんや助成金の交付等を行い、下水道などへの接続を促進

します。

環境保全課
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【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○浄化槽設置整備事業
浄化槽の設置促進のための補助金の交付をする。

○浄化槽整備推進事業
公共下水道や農業集落排水事業の計画区域以外の地域で、浄化槽の整備を行う。

○農業集落排水事業
農業振興地域（農業集落）で、生活排水処理施設の整備を行う。

環境保全課

農村振興課

○水洗便所改造資金融資あっせん制度および助成金制度
くみ取り便所や既設の浄化槽の水洗便所への改造資金の融資斡旋や助成を行う。

上下水道局
給排水課

○公共下水道事業
汚水管整備を進め、水洗化の普及拡大を図る。

上下水道局
下水道建設課

○流域下水道建設費負担金
県が事業主体の秋田湾・雄物川流域下水道の事業費を負担する。 上下水道局総務課

○上下水道教室の開催
上下水道事業の内容や水循環、水の大切さ等についての学習会を実施する。 上下水道局総務課

○下水道施設見学受け入れ
下水道の普及と意識啓発のため、施設見学を受け入れる。

上下水道局
下水道施設課

○下水道管渠改築事業
損傷の著しい老朽下水管の改築により、機能延命や管路破損事故を防止する。

上下水道局
維持管理課

第2節　水環境

・河川を汚濁しないよう、家庭からの雑排水の抑制に努めましょう。

・下水道への接続や浄化槽の設置・維持管理により、生活排水の汚濁防止に努めましょう。

・タンクなどからの油流出などによる水質汚濁事故を防ぐため、適正な管理に努めましょう。

・河川や海岸等への汚物やごみの不法投棄はやめましょう。

・河川や海岸などのクリーンアップに参加しましょう。 など

・排水処理施設などの整備と適正管理に努めましょう。

・水質汚濁防止のための排水処理や浄化対策の推進に努めましょう。

・油の流出などによる水質汚濁事故が発生しないよう適正な管理に努めましょう。

・農地やゴルフ場等の農薬の使用量を控えめにしましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組

農村振興課
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生活環境第3節

1 現状と課題

私たちの生活は、大気や水のほか、音や振動、におい、土壌、光、様々な化学物質など

との関わりもありますが、これらは場合によって、騒音や悪臭、土壌汚染、光害、化学物

質による汚染などとして、人の健康や生活環境を損なうことがあります。

市民や事業者の協力を得ながら、豊かな音風景やかおり風景を感じられる快適なまちを

つくっていく必要があります。

音やにおいは、心をなごませることもありますが、騒音や悪臭としてトラブルの原因と

なることもあります。ただし、音の例で言えば、商店街ではにぎわいとして求められ、住

宅地では静けさが求められるように、地域の実情に基づいた対応が必要です。

騒音の発生源としては、自動車をはじめ、工場や建設作業などがあり、沿道対策や規制

措置などがとられていますが、各家庭から発生する音がトラブルを引き起こす場合があり

ます。問題の解決には、沿道対策の実施など、まちづくりのあり方までを含めた総合的な

対策が必要になる場合もあります。

悪臭は、工場や事業場を発生源としたり、近隣間で発生したりする場合などがあり、人

による感じ方の違いもあることから、適切な対策を検討していく必要があります。

また、日常生活や経済活動において様々な化学物質が使用され、私たちは、その恩恵を

受けていますが、極わずかな量でも、長い間に体に蓄積され、ガン、神経障害、生殖異常

などを引き起こすおそれのある有害な化学物質もあるため、これらによる影響が生じない

よう対策を講じ、市民が安心して暮らせるまちにしていく必要があります。
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先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

健やかでやすらぎのあるくらしの環境を守ります

環境目標

① 一般環境騒音に係る環境基準の維持達成をめざします。

＜平成17年（2005年）度＝100％＞→＜平成22年（2010年）、平成27年（2015年）度＝100％＞

② 振動に係る道路交通振動の要請限度以下のレベルの維持達成をめざします。

＜平成17年（2005年）度＝100％＞→＜平成22年（2010年）、平成27年（2015年）度＝100％＞

③ 悪臭の苦情件数の低減をめざします。

＜平成17年（2005年）度＝19件＞→＜平成22年（2010年）、平成27年（2015年）度＝件数半減＞

④ 土壌に係る環境基準の維持達成をめざします。

＜平成17年（2005年）度＝100％＞→＜平成22年（2010年）、平成27年（2015年）度＝100％＞

⑤ 土壌中のダイオキシン類に係る環境基準の維持達成をめざします。

＜平成17年（2005年）度＝100％＞→＜平成22年（2010年）、平成27年（2015年）度＝100％＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

※環境基準については資料編参照

騒音や振動、悪臭やダイオキシン類、有害化学物質などについての現状把握に努め、発

生源となる工場・事業場対策の充実や生活環境の保全対策の充実などを図り、快適でやす

らぎのある生活環境の確保に努めます。

【環境目標】 【施策の方向】 

健やかで 
やすらぎのある 
くらしの環境を 
守ります 

 

生活環境の監視体制の整備等 

工場・事業場対策の充実等 

生活環境の保全対策の充実等 

3 施策の方向
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第3節　生活環境

（１）生活環境の監視体制の整備等

【施策の方針】

・ 騒音、振動、悪臭の調査を定期的に実施し、市域の生活環境の状況把握に努めます。

・ ダイオキシン類や有害化学物質による汚染状況などについて調査を行います。

・ 騒音等の監視設備・機器の充実や、調査データの解析の迅速化に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○生活環境保全事業（Ｗ）
騒音や振動の調査を実施する。

○ダイオキシン類等対策事業（Ｗ）
ダイオキシン対策特別法による大気、水質、土壌等の環境調査などを実施する。

○有害化学物質対策事業（Ｗ）
大気汚染の原因となる有害物質が、環境基準に適合しているか調査を行う。

（２）工場・事業場対策の充実等

【施策の方針】

工場や事業所に対して、以下のような対策を行います。

・ 騒音、振動、悪臭、土壌汚染防止等の規制基準の遵守を徹底させます。

・ 公害防止協定を必要に応じて締結や見直しし、環境負荷の低減を促します。

・ 騒音、振動、悪臭土壌汚染等の防止に関する啓発を行います。

・ 使用している化学物質の適正な取り扱いや自主的な管理を促します。

・ 建設・土木作業に対して、低公害型の工法や建設機械の導入の他、適切な工事時間

帯の選定や遮音などの対策を促します。

・ 深夜営業の飲食店や店舗に対して、周辺の生活環境へ配慮するよう促します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○生活環境保全事業（Ｗ）
公害関係法令等に基づく騒音や振動の調査を実施する。

○道路工事の環境指導
道路工事の施工者に、騒音や振動等、環境への配慮を促す。

環境保全課

環境保全課

環境保全課

環境保全課

建設総務課
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（３）生活環境の保全対策の充実等

【施策の方針】

・ 農地や公園、街路樹、植栽、ゴルフ場等に対する農薬の使用を抑制するとともに、

使用にあたっては毒性の低いものを優先するよう促します。

・ 家庭生活にともなう騒音や悪臭を防止するための自主的な対策や配慮を促します。

・ 日照阻害、電波障害、光害などを防止するための自主的な対策や配慮を促します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

32!秋田市環境基本計画

第3節　生活環境

○生活環境保全事業（Ｗ）
騒音、振動、悪臭の防止を図り、快適でやすらぎのある生活環境を確保する。

○環境配慮指針の普及・啓発（Ｗ）
日常生活や事業活動に伴う環境配慮の事例を普及・啓発する。

○開発行為の指導・許可　　　　　　　　　　
開発行為および建築物による生活環境への影響を防止するための指導を行う。

・ 家庭における騒音や振動（自動車、音響機器等）の防止に努めましょう。

・ 家庭における悪臭の発生防止に努めましょう。

・ 殺虫剤や除草剤などの使用にあたっては必要最小限に抑えましょう。 など

・ 工場や事業所における騒音や振動の防止、悪臭防止対策に努めましょう。

・ 工事に伴う騒音や振動の防止に努めましょう。

・ 飲食店や店舗からの騒音や悪臭や夜間の光害の防止に努めましょう。

・ 化学物質の適正な管理に努めましょう。

・ 社用車両などの騒音や振動の防止を徹底しましょう。

・ 周囲の環境に配慮した事業活動に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組

環境保全課

環境企画課

都市計画課
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34!秋田市環境基本計画

自然環境第1節

1 現状と課題

自然は、人間に様々な恵みを与えていると同時に、その中で人間も存在しています。自

然と人間との健全な共生を確保していくためには、「自然環境の保全」と「環境資源の活

用」の両方の視点から、調和の取れた施策展開を図っていくことが必要です。

わたしたちのまち秋田市は、桜舞う千秋公園をはじめ、夕日にはえる日本海、くれない

に染まる太平山、白鳥のおとずれる雄物川と、四季おりおりの美しさがきわだつまちです。

市の西部には日本海が広がり、長い海岸線に沿ってクロマツの砂防林が造成されていま

す。東部には、太平山等の山地および丘陵地帯が広がっています。東部から西部に向けて、

雄物川、太平川、旭川、猿田川、岩見川等が流れ、下流には秋田平野が広がり、肥沃な生

産力の高い土地となっています。

動植物は、太平山一帯にブナやスギなどの自然植生が広範囲にわたって分布し、国の特

別天然記念物であるニホンカモシカや亜高山帯性の鳥類など野生生物の貴重な生息地とな

っています。また、旭川、新城川沿いにはシロヤナギやケヤキなどの自然植生が分布して

います。

このほか、女潟の植生や、臨海大橋付近のサギ類の集団繁殖地、海岸沿いの砂丘植生な

ど、本市の多様な地形や変化に富んだ豊かな自然環境に対応した様々な生物を観察するこ

とができます。

計画見直しに先だって実施したアンケートでは、市民の自然の状態に対する満足度が高

率となっており、本市の自然の豊かさが感じられます。

こうした動植物や自然環境は、次世代へと引き継ぐべき貴重な資源であり、地域の活性

化へとつながる可能性のある市民共有の財産です。これらの自然環境を守りながら、都市

の防災機能として、また、レクリエーションの対象として適切な保全と活用を図っていく

必要があります。特に、近年、グリーンツーリズムとして、農山漁村地域で、自然、文化、

産業とのふれあいや人々との交流を楽しむ滞在型余暇活動が注目されており、本市域でも

豊かな自然に配慮しながら、そうした活動に取り組んでいく必要があります。

だれもが自然を大切に思う心を育むことができ、自然と親しめるような場や機会を充実

させていくことが重要です。
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■ 秋田市における主要法定緑地等の面積

区　　分 名　　称 面積(ha)
自然公園区域 　　　      太平山県立自然公園  　4,400.50
保安林（平成17年３月末現在）                             1,827.50

                             

  水源涵養保安林     1,139.50
  土砂崩壊防備保安林      108.50
  飛砂防備保安林      551.50
  防風保安林       29.50

風致地区（平成17年３月末現在）                           1,664.50

                                

  城　跡        16.00
  金照寺山       30.70
  高清水       71.00
  手形山      181.20
  勝平山    1,021.80
  焼　山       40.00
  浜ナシ山       10.00
  大森山      129.20
  金　足      164.60

地域森林計画対象民有林等                          36,934.50
史跡・天然記念物                                      98.14
鳥獣保護区                                         7,474.50 
農業振興地域   農用地区域    9,671.40
緑地協定                                         　  428.22
保存樹（面積は推定値：緑の基本計画より）         　   19.80

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

多様な自然を守り、ふれあいの場を充実します。

環境目標

○ 市域の緑地等（農用地、森林、原野、水面・河川・水路）の確保に努めます。

＜平成17年(2005年)度＝83.69％＞→＜平成22年(2010年)度＝未設定＞

＜平成17年(2005年)度＝83.69％＞→＜平成27年(2015年)度＝未設定＞

（※国土利用計画の改定後設定し、当面緑地等の面積の実績把握とします。）

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

計
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36!秋田市環境基本計画

多様で貴重な自然の保全を図りつつ、自然とのふれあいの場を創出し、人と自然との良

好な関係を築きます。

【環境目標】 【施策の方向】 

多様な 
自然を守り、 
ふれあいの場を 
 充実します。 

 

多様で貴重な自然の保全 

自然とのふれあいの場の創出 

（１）多様で貴重な自然の保全

【施策の方針】

・ 自然環境を保全する意識の普及啓発を図ります。

・ 市域に分布する貴重な動植物の実態把握やその保護に努めます。

・ 良好な自然環境や景観等が残る地域は、必要に応じて法令による指定を行うなど適

切な保全を図ります。

・ 鳥獣保護法や種の保存法の適正運用により、野生生物の保護と生息環境の保全に努

めます。

・ 市民や事業者に対し、生態系の調和に影響を及ぼす外来生物などを持ち込まないよ

う啓発に努めます。

・ 国の特別天然記念物のカモシカによる食害被害対策を講じながら、人と野生動物と

の共生のための方策を検討していきます。

3 施策の方向
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第1節　自然環境

（２）自然とのふれあいの場の創出

【施策の方針】

・ 体験学習や自然観察会の実施、グリーンツーリズムなど自然に親しむ機会の充実を

図ります。

・ 公園の適正な管理に努めるとともに、自然とふれあえる公園の整備を図ります。

・ 生態系の保全に十分に配慮しながら自然の活用の場を設け、野山の自然と市民との

ふれあいを深めます。

・ ポイ捨てや貴重な植物の不法採取を行わないなど、自然と共生するうえでのマナー

の徹底を図ります。

・ 自然観察指導員などの養成に努め、野山の自然と市民とのふれあいの向上を図りま

す。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○自然環境現況調査
市内の動植物の生息状況を把握するため、調査を実施する。

○自然緑地整備事業
市内に残る緑豊かな自然緑地を整備し、市民のやすらぎの場とする。

○特別天然記念物カモシカ食害対策事業
特別天然記念物カモシカの保護と農林業被害を防止する。

環境保全課

公園課

文化振興室

○命のつなぎ（種の保存）事業（Ｗ）
秋田に生息する希少動物の保全（種の保存）活動を行う。 大森山動物園

○グリーン・ツーリズム推進対策事業（Ｗ）
自然環境や農林水産資源を活用し、都市と農山村の共生・交流活動を推進する。

○太平山リゾート公園整備事業
太平山リゾート公園の整備を行う。

農林総務課

公園課

○太平山自然学習センター運営事業（Ｗ）
小中学生の宿泊研修や自然体験活動の主催事業を実施する。

太平山自然
学習センター
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38!秋田市環境基本計画

第1節　自然環境

・ 自然環境に関心を持ち、その重要性を認識しましょう。

・ 自然観察会や体験会に参加し、自然とのふれあいに努めましょう。

・ ウォーキングやサイクリングで自然に親しみ、健康にも環境にも配慮しましょう。

・ ごみのポイ捨てをしないなど、自然環境を守るためのマナーの徹底に努めましょう。

・ 鳥や昆虫・植物などの自然に親しみ、保護に努めましょう。 など

・ 自然環境の重要性を認識しましょう。

・ 事業活動を行う際は、自然環境の保全に十分配慮しましょう。

・ 自然の減少につながるような事業活動を行う場合には、植林や他の地域での自然の回

復に努めましょう。

・ 自然環境を保護する事業の支援に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組

太平山自然学習センター　まんたらめ



計画編!39

身近な自然第2節

1 現状と課題

市民にとって最も身近な自然との関わりは、街の中を流れる川や公園、街路樹や各家々

の庭などです。これらは見る人にうるおいとやすらぎを与えてくれるだけでなく、生物の

生息場所、空気の浄化や防音、防災などの役割を果たしています。さらに、これらの身近

な自然と調和のとれた街並みは、景観的にも美しい都市生活空間を与えてくれます。

反面、冬期間の雪や凍結や強風など、避けることができない自然の厳しさとの関わりも

あり、それに向き合いながら、ともに暮らしていく必要があります。

（１）都市環境の中の緑

本市では、市民一人ひとりが、良好な都市環境の創造と保全に努めるとともに、緑の空間が豊

かに活かされた「にぎわいとうるおいのある快適環境都市あきた」を実現し、それを次代の市民

に誇りをもって継承しようという理念のもと、平成14年７月に「秋田市都市環境の創造および

保全に関する基本条例」を定めました。

この条例の理念に基づき、都市緑化の推進の方向性を示した「秋田市都市緑化の推進に関する

条例」や「秋田市都市緑化の推進に関する基本方針」を定め、また市民や事業者と連携した都市

緑化を具体的に展開するため、「秋田市都市緑化推進計画」を策定しました。

本市の公園緑地としては262箇所、2,123.32haが都市計画決定されており、明治29年に開

設された千秋公園をはじめ、大森山公園、一つ森公園などの総合公園、八橋運動公園、広域公園

である県立小泉潟公園などが開設済みであり、平成17年度末で180箇所、520.21haとなって

います。現在、市民一人当たりの公園面積は、15.73!となっており、全国平均の8.90!（平

成16年度末現在）、国の標準目標面積10!をそれぞれ上回っています。

しかし、市の目標都市公園面積である20!にはまだ達していないことなどから、既存公園や

緑地の質の向上のための取組を含めて、全体的な配置のバランスや緑のつながりなどに配慮しな

がら、引き続き計画的な整備を進めていく必要があります。

また、公園の整備推進とともに、民間施設や各家庭での植樹などにより、公園以外の緑地の確

保も進めていく必要があります。
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40!秋田市環境基本計画

■ 公園緑地の整備状況（資料　秋田市都市整備部公園課）

１人当たり面積は、平成18年３月31日現在の人口(330,901人)で計算。

種　　別
平成18年３月 31日現在
箇所数 面積（ha）

 住区基幹公園                    161 051.65
街区公園     153 032.00
近隣公園       7 015.75 
地区公園       1 003.90

 都市基幹公園                      6 205.37
総合公園       5 183.64 
運動公園       1 021.73

 特殊公園                       1 002.34
風致公園      －    　  －
歴史公園       1 002.34

 墓  園 （墓域含む）       2 018.46
 (22.71)

 大規模公園    広域公園       2 196.30 
 都市緑地       4 043.55 
 緑　道       2 002.10
 広  場                   2 000.74 
 合　　計                      180 520.51ha
 １人当たり面積 15.73m２ 

（２）都市の水辺空間

本市には国直轄の一級河川である雄物川のほか、雄物川水系の一級河川が23、二級河川が２、

市で維持管理する準用河川が６あり、その他にも多数の普通河川があります。

また、市内には河川の他に小泉潟や大滝山貯水池などの湖沼やため池も多数あります。

環境基本計画の見直しにあたって実施した市民アンケートでは、水辺の状態に対する不満が４

割に達していることなどから、市街地内を流れる河川の改修時などにおいては、排水機能の強化

とともに、新屋の大川端帯状公園などのように、水に親しむ空間としての機能もあわせて整備し

ていく必要があります。
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第2節　身近な自然

■ 雪についての考え方（平成17年度に実施した市民アンケートの結果）

（３）雪との関わり

秋田地方気象台（秋田市山王）の観測による、積雪の最深値は平年値で41センチメートルで

す。これは、秋田市でも雪の少ない沿岸部の数値であり、内陸部では、さらに多くの雪が降って

います。

そのため、本市では雪対策が不可避であり、冬期間における快適な市民生活の維持を図るため、

道路交通の確保、特に、降雪や路面の凍結によるバス交通など、交通障害の解消が必要であり、

市民と一体となって総合的な除排雪に取り組む必要があります。

本計画の見直しにあたって実施した市民アンケートでは、雪に対し、市民の４分の３以上が不

満を感じており、他の項目と比較して著しく低い評価となっています。また、市民６人のうち５

人は処理に困っており、３人に２人近くが日常生活に支障をきたしているなど、除排雪に対して

の意見も数多く寄せられています。

その一方で、雪に対し、秋田市らしさや季節感があるという意見も約３割あり、雪は冬季の秋

田市を特徴づけるものの一つでもあります。

したがって、克雪・利雪・親雪の観点から、雪対策の充実を図り雪害を克服し、市民ニーズに

応えるとともに、秋田市らしさを創出するため、市民や事業者との協働により多くの市民が参加

する冬のイベントの機会を充実し、観光などの資源として活用していくとともに、エネルギーの

資源としても活用を検討していくことが必要です。

0%

86.2％ 

64.8％ 

31.0％ 

30.7％ 

18.1％ 

17.6％ 

13.1％ 

0.5％ 

雪の処理に困っている 

事業活動や日常生活に支障 

秋田市らしさや季節感を感じる 

農作業や家屋に被害 

観光などに活用できる資源 

エネルギー源として活用できる資源 

その他 

無回答 

20% 40% 60% 80% 100%

◆雪について 

（※３つまで複数回答可として設問しています） 
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42!秋田市環境基本計画

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

身近な緑と水に親しみ、雪と向き合いともにくらすまちづくりを進めます

環境目標

① 都市公園面積の増加をめざします。

＜平成17年(2005年)度＝15.73!／人＞ → ＜未設定＞

（※緑の基本計画改定後再設定し、当面は都市公園面積の実績を把握します）

② 市街化区域内における幹線市道の街路樹整備率を維持します。

＜平成17年(2005年)度＝ほぼ100％＞ → ＜平成27年(2015年)度＝100％＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

郊外と比較して自然の少ない市街地における緑化や水に親しむ空間の整備に努めるとと

もに、本市の特徴のひとつである冬期間の雪への適切な対応を図るなど、緑と水を身近に

感じる、快適な都市空間の創出を図ります。

【環境目標】 【施策の方向】 

身近な緑と水に親しみ、 
雪と向き合いともにくらす 
まちづくりを進めます 

まちの中の緑の保全と創出 

親しみやすい水辺の保全と創出 

雪と向き合うまちづくりの実践 

3 施策の方向
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第2節　身近な自然

（１）まちの中の緑の保全と創出

【施策の方針】

・ 「緑の基本計画」に基づいて、都市公園の整備や緑化の推進を図ります。

・ 市民のニーズ等をふまえながら既存公園・緑地の質の向上を図ります。

・ 公園の設置にあたっては、地域住民の日常的な利用が可能となるような、地域バラ

ンスを踏まえた配置に努めます。

・ 地域の特性を考慮した道路緑化に努めます。

・ 学校などにおける公共施設の緑化を進めます。

・ 緑地協定などにより工場や店舗などの敷地内の緑化を促進します。

・ 社寺林は古くから里地・里山・鎮守の森などとして地域住民に親しまれていること

から、地域住民や土地所有者との連携により維持管理に努め、良好な樹林地として

保全を図ります。

・ 歴史ある樹木、貴重な樹木を保存樹に指定し、その保全に努めます。

・ 市民に生け垣用の苗木を提供するなど、都市の緑化を推進し、あわせて、市民の緑

化意識の向上を図ります。

・ 市民団体や公共施設に対し、花壇用の花苗を提供するなど、うるおいとやすらぎの

空間を創出するため花のある美しいまちづくりを進めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○道路緑化整備事業（Ｗ）
道路の緑化により都市の景観向上や環境保全を行う。

○都市景観形成事業
良好な都市景観の形成に向け、建築行為等への指導・誘導や市民意識の高揚に努める。

道路維持課

都市総務課

○都市公園整備事業（Ｗ）
都市公園の整備を行う。 公園課

○緑化重点地区整備事業
住区基幹公園等の緑化面積率を向上し、併せて施設整備の充実を図る。 公園課

○花のあるまちづくり事業
植栽や花の提供、花と緑の相談所などで花のあるまちづくりの推進を図る。 公園課

○保存樹管理事業
歴史ある樹木等の保存管理に努め、樹木の愛護思想の高揚に努める。 公園課

○緑化普及事業
緑地協定を締結し苗木の交付等により、緑の啓蒙運動の推進に努める。 公園課

○各種建設・改築事業（Ｗ）
各種建設・改築事業において、緑化に努める。 関係課所室
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（２）親しみやすい水辺の保全と創出

【施策の方針】

・ 河川の改修にあたっては、治水機能の向上に努めるとともに、多自然型工法等の導

入を図り、水辺の生物が生息可能な河川環境を保全し、創出します。

・ 市街地を流れる河川の親水性を高めるための施設整備に努め、気軽に水とふれあえ

る河川づくりを進めます。

・ 橋りょうの整備や改修にあたっては、地域住民に親しまれるよう周辺の環境に調和

したデザイン等の工夫に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○内水面生産振興対策事業
放流事業による内水面の維持増殖や、市民の水質保全意識の向上等を図る。 農村振興課

○河川改修事業（普通河川古川）
浸水被害解消のため、川の流下能力を向上させ、洪水及び災害の防止を図る。 道路建設課

○河川環境整備事業（準用河川宝川など）
大雨時の水害防止と環境整備を図る。 道路建設課

○橋りょう整備
老朽化、幅員が狭い、耐荷力や耐震性が劣るなどの橋梁の架替えを行う。 道路建設課
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第2節　身近な自然

（３）雪と向き合うまちづくりの実践

【施策の方針】

・ 冬季における道路交通やバス交通を確保し快適な雪国の生活の維持向上を図るため、

市民と一体となって除排雪に努めます。

・ 出動基準を定め、早期除雪により円滑な道路交通の確保に努めます。

・ 作業の優先順位を定め効果的な除排雪に努めます。

・ 堆雪場の増設により、効率的な排雪作業を実施します。

・ 市民への情報提供と地域実情の迅速な把握に努め、地域との連携を図ります。

・ 歩道や通学路の除排雪に努め、安全な歩行者空間の確保に努めます。

・ 機械貸出制度等を充実し、地域が自ら実施する除排雪作業を支援します。

・ 安全で快適な冬道確保のため、融雪施設付きの歩道の整備を計画的に進めます。

・ 雪に強い交通体系の整備を図るなど、冬期間を考慮したまちづくりを推進します。

・ 下水処理水などを利用した流雪・融雪施設の整備を進めます。

・ 水資源やエネルギー資源としての雪の有効利用について検討します。

・ 多くの市民が参加する冬のイベントやスポーツの機会を市民協働により充実し、冬

を楽しむまちづくりを推進します。

・ バス事業者に対し、バス交通の運行体制の確保を求めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○除排雪対策事業
だれもが安全で安心して通行できる冬期道路の確保を図る。 道路維持課

○雪みち計画（歩道無散水消融雪施設の設置）
歩道無散水消融雪施設を整備し、冬期の安全で快適な歩行を確保する。 道路維持課

○冬みち安全安心対策除雪強化事業
降雪に対する除排雪機械の充実を図る。 道路維持課

○市民向け除排雪支援制度の充実
除排雪機械の貸し出し等の支援を行う。 道路維持課

○公共交通の確保
市民が自家用車以外で移動手段を確保できるよう公共交通の運行確保を図る。

都市総務課
交通政策室
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第2節　身近な自然

・ 生垣の設置や庭木の植栽、鉢植えなどの緑化に努めましょう。

・ 町内で緑化し、美化に努めましょう。

・ 地域の緑化活動や水辺を守る取組への参加と協力に努めましょう。

・ 周囲に配慮した雪かきと地域の除排雪活動への協力に努めましょう。

・ 雪を楽しむ行事を企画したり、参加したりしましょう。

・ 冬期における道路交通やバス交通を確保するため、マイカーでの外出の自粛に努めま

しょう。 など

・ 景観や騒音防止の機能を考慮した植栽など、工場や事業場の緑化に努めましょう。

・ 地域の緑化活動や水辺を守る取組や清掃活動などへの参加と協力に努めましょう。

・ 除雪作業を行うにあたっては、周囲へ配慮するとともに地域の除排雪活動への協力に

努めましょう。

・ 冬期における従業員のマイカー出勤の自粛に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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自然の公益的機能第3節

1 現状と課題

森林、農地、海は、様々な恵みを与えてくれます。森林は、木材生産機能に加え、洪水

や　渇水の緩和、土砂災害の防止、多様な生物の生息地の提供、快適な景観の形成、二酸

化炭素　の吸収や固定など多くの公益的な機能を持っています。

農地や海も同様であり、これらの機能を適切に維持していくことが必要です。

（１）森林の公益的機能の保全と活用

秋田市の森林面積の割合は、県林業統計書によると市域の約７割を占め、その内訳は、国有林

が概ね４、民有林が６の割合となっています。

民有林のうち約６割が、スギを主とする人工林で、今後、森林資源の健全な育生を図るため、

除伐や間伐などの保育作業が必要とされています。

林業の経営状況が厳しい状況の中で、森林の有する多様な公益的機能の持続的な発揮のため、

生産基盤の整備による作業の効率化を図るとともに、市民の森林づくりへの参加や森林所有者と

の協働などの役割分担により、森林の維持保全を図ることが必要とされています。

また、森林浴やレクリエーションを通じて森林をやすらぎや健康増進の場として活用したり、

林業作業の体験や林産物の採取や利用をしたりすることにより、充実感を得たり生きがいづくり

にもつながる場として森林の活用を図ることが必要とされています。
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（２）農地の公益的機能の保全と活用

本市における農地面積は、平成17年農林業センサスによると市域の8.2％となっており、平成7年

と比較すると、平成17年の面積は15.6％の減少となっています。農用地のうち耕地（田および畑）

の面積は、過去10年間で、田耕地で13.5％の減少、畑地で43.2％の減少となっています。減少の

理由は、主に宅地等への転用で、特に市街化区域内での移動が顕著でした。市街化区域内には、全面

積の3.5％にあたる約320haの耕地が残存しており、今後とも都市化の進展に伴って宅地等への転換

が進むものと予想されます。

秋田市における水害・津波危険区域は、雄物川、太平川、旭川、新城川流域に集中していますが、

農地は浸水を未然に防ぐ保水機能を担っています。また、農村集落の原風景は、貴重な文化的資源と

もなっており、こうした観点からの保全と活用も必要となっています。

（３）海の公益的機能の保全と活用

本市の海岸線は、延長約23.5kmにおよびます。北部は秋田港と臨海工業地帯として利用され、南

部の砂浜の一部は、海水浴場など市民のレクリエーションの場として親しまれています。また、海岸

の随所で釣りを楽しむ市民の姿が見られます。

秋田港は、苫小牧、新潟、敦賀を結ぶフェリーの定期航路や、釜山等とを結ぶ外貿定期コンテナ便

などの発着地になっており、日本海沿岸における物流の拠点であるとともに、ポートタワーや覆い付

き緑地が整備され、周辺でイベントが開催されるなど、海と市民を結ぶレクリエーション機能も併せ

持っています。

本計画の見直しにあたって実施した市民アンケート結果によると、海の水質や海岸の状態に対する

不満が約３割ありました。これは海岸部のごみの散乱や外国や船舶からの漂着物によるものと考えら

れ、廃棄物対策なども課題となっています。

海の恵みを損なわないよう適切な保全を図りつつ、一層の快適性や親水性の向上を図っていく必要

があります。
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第3節　自然の公益的機能

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

自然の恵みを持続的に得られる環境づくりを進めます

環境目標

① 市面積に占める森林面積を一定の割合以上確保します。

＜平成17年(2005年)度＝68.3％＞ → ＜平成22年(2010年)度＝68.0％以上＞

→ ＜平成27年(2015年)度＝67.8％以上＞

② 市面積に占める農業振興地域内の農用地積を一定の割合以上確保します。

＜平成17年(2005年)度＝10.67％＞ → ＜平成22年(2010年)度＝10.66％以上＞

→ ＜平成27年(2015年)度＝10.65％以上＞

③ 海については、海と市民がふれあえる水辺の整備に努め、レクリエーション機能の向上を

図ります。

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

木材、農作物、海産物などの生産機能に加え、災害防止、景観形成、レクリエーション

機能など森林、農地、海が有する多様な公益的機能の重要性を認識し、自然の恵みを持続

的に得られる環境づくりを進めます。

【環境目標】 【施策の方向】 

自然の恵みを 
持続的に得られる 

環境づくりを進めます 
 

森林の公益的機能の保全と活用 

農地の公益的機能の保全と活用 

海の公益的機能の保全と活用 

3 施策の方向
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（１）森林の公益的機能の保全と活用

【施策の方針】

・ 森林の適正な管理と活用に努め、水源涵養機能や防災など市民の生活環境を守る

公益的機能の維持を図ります。

・ 森林資源としての松林を保全し、飛砂や風害等から市民生活を守るため、森林害

虫等の防除に努めます。

・ 森林のもつ健康増進効果や、生きがいづくりや、やすらぎの場としての働きに着

目し、森林の新たな活用のあり方を検討します。

・ 森林の保育作業の効率化を図り公益的機能の維持向上を図るため、適切な林道整

備に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○地域防災計画策定事業（Ｗ）
地域防災計画の本編、資料編および防災カルテの修正を行い、公開する。 防災対策課

○民有林振興対策事業
森林の質的向上を図るため、作業道開設や間伐に要する経費の助成を行う。 森林整備課

○市有林経営
森林資源の質的向上を図るため、下刈、除間伐に要する経費の助成を行う。 森林整備課

○県単局所防災事業（Ｗ）
山地崩壊による、公共施設および人家被害を未然に防止する。 森林整備課

○森林病害虫等防除事業
松くい虫被害木の伐採処理とともに、薬剤散布により被害の拡大を防止する。 森林整備課

○ヤマビル被害防止総合対策事業
ヤマビル生息地区の町内会に対し、駆除用の薬剤を交付する。 森林整備課

○林道改良事業・林業舗装事業
林道の改良・舗装により輸送力向上と通行の安全確保を図る。 森林整備課

○林業構造改善事業
森林資源の活用と利用の推進を図る。 森林整備課

○里地里山活用事業（Ｗ）
農地・森林所有者と市民との協働による里地里山の保全活動を支援する。 森林整備課

○市民の森造成事業
市民が森とのふれあいや林業体験、記念植樹を自由にできる場を整備する。 森林整備課
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第3節　自然の公益的機能

（２）農地の公益的機能の保全と活用

【施策の方針】

・ 優良農地の確保を図るとともに、農業経営に伴う各種施設等の整備にあたっては、

秋田市ならではの農村集落の原風景の維持に努めます。

・ 農地はその本来の生産機能に加え、水生生物等の生息地としても重要であること

から、適切な保全と活用に努めます。

・ 休耕田においては、市民農園の整備や農業体験学習の実施などを検討し、市民と

土とのふれあいの機会を創出します。

・ 農薬の散布等による河川への影響が少なくないことから、環境に配慮した農業の

推奨を図ります。

・ 自然環境に配慮したため池の整備を進めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○地域防災計画策定事業（Ｗ）
地域防災計画の本編、資料編および防災カルテの修正を行い、公開する。 防災対策課

○スーパー農園整備事業
区画・設備等で、質・量ともにグレードの高い市民農園を整備する。 農林総務課

○グリーン・ツーリズム推進対策事業（Ｗ）
自然環境や農林水産資源を活用し、都市と農山村の共生・交流活動を推進する。 農林総務課

○農道整備事業・農道舗装事業
幹線的な農道を整備や舗装し、農業生産や農村の環境の改善を図る。 農村振興課

○かんがい排水事業・かんがい排水事業費等補助金
農業用水の安定供給や適切な排水対策を行うため、用排水路整備の促進を図る。 農村振興課

○県単局所防災事業（Ｗ）
山地崩壊による、公共施設および人家被害を未然に防止する。 森林整備課

○市単独土地改良事業費補助金
○県営土地改良施設等整備事業費負担金
○県単小規模土地改良事業費補助金
土地改良事業に対する補助や、県実施の用排水路整備等の事業費を負担する。

農村振興課

○中山間地域等振興対策事業
中山間地域等の適切な生産活動等を通じ、耕作放棄地の防止、農業・農
村の有する多面的な機能等の維持・発展を図る。

農村振興課
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（３）海の公益的機能の保全と活用

【施策の方針】

・ 海水浴場や沿岸海域における水質の監視を行います。

・ 海に流れ込む排水の監視や生活排水対策の推進により沿岸海域の水質の向上を

図ります。

・ 油流出事故などに対し、すばやく対応できる体制を整備します。

・ 海岸におけるマナーの向上や環境の美化を推進します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○大気・水質等環境保全事業（Ｗ）
海水浴場や、海域や秋田港等での水質調査を行う。 環境保全課

○不法投棄強化対策事業（Ｗ）
パトロールや監視カメラ等で、不法投棄の防止及び早期発見に努める。 廃棄物対策課

○定期フェリー便需要拡大推進（Ｗ）
エネルギー利用効率の高い輸送手段として、航路の定着を図る。 港湾貿易振興課

第3節　自然の公益的機能

・ 自然の公益的機能の重要性を認識しましょう。

・ 森林や海辺の自然を損なわないようにしましょう。 など

・ 自然の公益的機能の重要性を認識しましょう。

・ 環境保全型農業や林業の推進に努めましょう。

・ 農業系廃棄物や林業系廃棄物の有効利用と適正処理に努めましょう。

・ 農地や森林などの有効活用に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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歴史的・文化的環境第4節

1 現状と課題

私たちは、これまで先人から受け継いだ恵まれた環境の下に伝統と文化を育み、成長し

発展してきました。これら有形・無形の歴史的・文化的な遺産を将来の世代に適切に継承

するとともに、新たな文化の創造を支援していく必要があります。

秋田市は、奈良時代から平安時代にかけて東北地方日本海側の地方官庁として秋田城、

中世には湊城が築かれ、政治・軍事・文化の中心地となりました。近世には佐竹氏20万

石の城下町として栄え、明治以降も秋田県の行政、経済、文化の中心地として、また、日

本海沿岸の中心都市として繁栄してきました。このため、市内には、秋田城跡の高清水公

園、久保田城跡の千秋公園など歴史と伝統のある多くの史跡、文化財等を有しています。

また、全国に先駆けて秋田市文化振興条例と秋田市文化振興基金条例を制定し、文化の

視点に立った郷土のまちづくり、文化施設の整備、文化遺産の保存に努めています。平成

18年４月４日現在、243件（国指定21件、県指定77件、市指定145件）が指定文化財

となっています。また、美術館等の文化施設や、図書館や公民館等の社会教育施設も整備

されています。

さらに、本市には多くの祭りや伝統行事などがありますが、竿燈まつりには毎年130

万人以上もの観光客が集まり、地域の活性化や経済効果をもたらす可能性を有しています。

これらは、地域の支えや環境の整備があってこそ続けていけるものでもあります。

こうした地域に伝承された有形・無形の歴史的・文化的遺産は、市民の心のよりどころ

となり、郷土愛を育む貴重な資源でもあります。このことから、周辺の自然環境や歴史的

価値のある街並みの保全と活用を図るとともに、創造性豊かな文化の香り高い郷土づくり

を進める必要があります。

■ 秋田市における指定文化財件数一覧表 （資料　秋田市教育委員会文化振興室）平成18年4月4日現在

名　称 総　数

有 形 文 化 財
無 

形 

文 

化 

財

民　俗
文化財 記 念 物

建
造
物

絵
画

彫
刻

工
芸

書
跡
・
古
文
書

考
古
資
料

歴
史
資
料

有
形

無
形

史
跡

名
勝

天
然
記
念
物

国指定文化  　２１  ７  １  １  －  １  ２  １  －  ２  ２  ３  － １
県指定文化  　７７  ２  ５  10  25  11  ７  ６  ２  ３  １  ４  － １
市指定文化  １４５  ９  14  18  20  18  10  18  ２  ５  ９  ９  １ 12
 計  ２４３  18  20  29  45  30  19  25  ４  10  12  16  １ 14
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先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

先人の遺産と知恵を活かし、豊かな心をはぐくみます

環境目標

○　市民が歴史的・文化的環境に触れあう機会の向上を目指します。

＜平成17年(2005年)度＝665,625人＞ → ＜平成22年(2010年)度＝700,000人＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

本市の貴重な歴史的・文化的遺産や祭り、伝統行事などを次世代に引き継ぐとともに、

先人の遺産と知恵を活かしながら、秋田市ならではの新しい文化の創造を支援します。

【環境目標】 【施策の方向】 

先人の遺産と 
知恵を活かし、 

豊かな心をはぐくみます 
 

歴史的・文化的遺産の継承と活用 

歴史的・文化的環境を活かした活動の支援 

3 施策の方向
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第4節　歴史的・文化的環境

（１）歴史的・文化的遺産の継承と活用

【施策の方針】

・ 高清水公園や千秋公園など自然環境と一体となった史跡や景観を生かしたまちづ

くりを推進します。

・ 市民の郷土意識の醸成や文化の振興を図るため、先人から引き継いだ貴重な文化

財の保全に努めます。

・ 竿燈などの郷土の祭りや伝統行事などを伝承し保存していくため、郷土意識の醸

成を図るとともに、必要な自然や街並みの保全と整備に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○都市公園整備事業（Ｗ）
千秋公園等史跡と一体となった公園の整備をすすめる。 公園課

○地蔵田遺跡環境整備事業
国指定史跡地蔵田遺跡を市民参加で復元整備し、郷土学習などに活用する。 文化振興室

○文化財保護活用推進事業
文化財散策会、指定文化財巡りなどを実施する。 文化振興室

○赤れんが郷土館、民俗芸能伝承館
郷土に関する資料の収集・保存・展示・調査・研究や民俗芸能の伝承等を行う。 赤れんが郷土館

○佐竹史料館
佐竹氏・久保田藩に関する歴史資料等の収集・保存・展示・調査・研究を行う。 佐竹史料館

○千秋美術館
美術作品・美術に関する資料の収集・保存・展示・調査・研究を行う。 千秋美術館

○藤倉水源地
「近代化遺産」に指定されている藤倉水源地の見学などを行う。 上下水道局総務課

○竿燈まつり振興事業
国指定の重要無形民俗文化財の竿燈を保存伝承し、竿燈まつりを実施する。 商業観光課

○桜・つつじまつり事業
市内各地の桜まつりや千秋公園のつつじまつりの実施や支援を行う。 商業観光課

○土崎港まつり支援
国の重要無形民俗文化財の「土崎神明社例祭の曳山行事」を支援する。 商業観光課

○史跡秋田城跡環境整備事業　
○秋田城跡史跡公園管理事業　　　　　　　
●（仮称）秋田城跡歴史資料館建設事業
史跡公園の国指定史跡秋田城跡を、郷土学習や観光資源として活用する
ため、土地の公有化や発掘調査・環境整備を行うとともに、情報提供や
イベント等を実施する。また、展示や普及活動の場としての歴史資料館
の建設を検討する。

文化振興室
（秋田城跡調査事務所）
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（２）歴史的・文化的環境を活かした活動の支援

【施策の方針】

・ 秋田の環境・歴史・文化を土台とした、市民の文化活動の支援を行います。

・ 秋田の環境・歴史・文化を生かした、イベント等の創出を支援します。

・ 市民が多様な文化に触れる機会を創出します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○秋田市民交流プラザ市民活動育成・支援
相談やコーディネートにより、市民活動の育成や支援を行う。

秋田市民
交流プラザ管理室

○文化施設等の事業や活動
芸術や文化財にふれる機会と、文化活動の場を提供する。 文化施設

○公民館や図書館等の事業や活動
学習機会や場所および情報の提供を通じて、市民を支援する。 社会教育施設

○文化振興基金事業
文化振興基金を活用し、優れた文化業績を顕彰するとともに、市民の自
主的な文化活動への支援を行う。

文化振興室

第4節　歴史的・文化的環境

・ 歴史的な街並みや建物の保存に協力しましょう。

・ 郷土の歴史や文化を自主的に学び合いましょう。

・ 郷土のお祭りなど、郷土芸能伝承活動に取り組みましょう。

・ 地域で、だれもが参画ができるイベントを、実施していきましょう。

・ 年中行事や伝統芸能の保存に積極的に協力しましょう。

・ 歴史的な街並みや建物の保存に協力しましょう。

・ 地域の景観づくりに協力しましょう。

・ 地域文化の振興に協力しましょう。

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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廃棄物第1節

1 現状と課題

廃棄物をめぐる諸問題を解決するには、廃棄物の発生が抑制され、資源が効率よく循環

する社会に転換する必要があり、その実現のためには、行政、事業者、市民がそれぞれの

果たすべき役割を認識して取り組んでいく必要があります。

本市で処理するごみの量は、年々増加する傾向にありましたが、減量の呼びかけととも

に、市民の協力のもとで分別収集やリサイクルを進めた結果、増加に一定の歯止めをかけ

ることができました。

しかし、本市を含む社会全体においては、ごみ量増加による環境負荷の増大、最終処分

場の確保、処理経費の増大、処理過程で環境汚染が発生する危険性への対応、不法投棄に

よる環境悪化といった廃棄物処理をめぐる課題が数多く残されています。

今後、こうした課題に対応していくためには、これまでの大量生産、大量消費、大量廃

棄型の社会経済活動を見直し、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社

会、すなわち「循環型社会」の構築が必要になっています。

平成12年に制定された循環型社会形成推進基本法における廃棄物・リサイクル対策で

は、第一に廃棄物等の発生抑制（リデュース）、第二に使用済製品、部品等の適正な再使

用（リユース）、第三に回収されたものを原材料として適正に利用する再生利用（マテリ

アルリサイクル）、第四に熱回収（サーマルリサイクル）を行い、それでもやむを得ず循

環利用が行われないものは適正な処分を行うといった優先順位を掲げています。その取組

にあたっては、市民や事業者の協力が不可欠であるとし、排出者としての自覚とともに、

生活様式や事業活動の見直しが強く求められています。
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■　望ましい廃棄物処理の流れ

天然資源の投入 

処理（リサイクル、焼却等） 

最終処分（埋立） 

生産（製造、運搬等） 

消　費 

廃　棄 

天然資源の消費の抑制 

1番目：発生抑制 

リデュース 
Reduce

5番目：適正処分 

2番目：再使用 

リュース 
Reuse

3番目：再生利用 

リサイクル 
Recycle

4番目：熱回収 

■ ごみ排出量の経年変化（資料 平成18年度 清掃事業概要）
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先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

循環型都市を目指し、廃棄物等の発生抑制やリサイクルの推進、適正処理を進めます。

環境目標

① 市民一人あたりの家庭系ごみ（資源化物※１を除く。）の排出量を削減します。

＜平成11年(1999年)度＝618g/人･日＞→

＜平成22年(2010年)度＝10％以上削減、556g/人･日以下＞

② 事業系ごみ（資源化物を除く一般廃棄物）の排出量を削減します。

＜平成11年(1999年)度＝49,138t/年＞ →

＜平成22年(2010年)度＝15％以上削減、41,767t／年＞

③ 一般廃棄物のリサイクル率を引き上げます。

＜平成11年(1999年)度＝23.6％＞ → ＜平成22年(2010年)度＝38％以上に引き上げ＞

④ 最終処分場の減量目標

＜平成11年(1999年)度＝20,798t＞ → ＜平成22年(2010年)度＝90％以上削減＞

※目標年度の（ ）内は西暦

※1 資源化物とは、循環資源のうち、本市において、資源化ルートの整っている「空きびん、空きかん、古紙類、ペットボトル等」をいいます。

数値目標

2 目　標

市民、事業者、市が一体となって廃棄物等の発生抑制や再使用・再生利用を推進すると

ともに、循環利用が行われないものは適正な処理を行い、循環型都市の形成を図ります。

【環境目標】 【施策の方向】 

循環型都市を目指し、 
廃棄物等の発生抑制や 
リサイクルの推進、 
適正処理を進めます。 

廃棄物等の発生抑制 

循環資源の再使用・再生利用 

廃棄物の適正処理 

3 施策の方向
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第1節　廃棄物

（１）廃棄物等の発生抑制

【施策の方針】

・ 一般廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物の排出抑制に向けた取組を計画的に進

めます。

・ 市民や事業者に対し、廃棄物などの発生抑制に関する意識の啓発に努めます。

・ 家庭系廃棄物などの減量や分別、出し方についての周知や徹底に努めます。

・ 事業系廃棄物などの発生抑制や分別のための取組を促進します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○一般廃棄物処理基本計画の策定・管理（Ｗ）
廃棄物の発生抑制、再使用、再利用への取組とともに、適正処理を行う
ため、計画の策定とその管理を行う。

ごみ減量推進課

○家庭系ごみ分別推進事業（Ｗ）
市民にごみの正しい分別や減量方法を紹介するため、出前講座等を開催する。 ごみ減量推進課

○家庭系廃棄物減量・再資源化事業（Ｗ）
ごみの減量・リサイクルを推進するため、資源集団回収を奨励する。 ごみ減量推進課

○事業系廃棄物減量・再資源化事業（Ｗ）
事業所の調査・指導等により、事業系一般廃棄物の減量・再資源化を図る。 廃棄物対策課

○環境貯金箱作戦によるごみ減量啓発
ごみ減量節約経費を貯金・市民還元することで、ごみ減量に資する。 環境企画課

○環境教育・学習事業（Ｗ）
市民等に各種環境学習等の機会を通してごみ減量・再資源化の啓発を図る。 環境企画課

○地域環境活動促進事業（Ｗ）
環境美化やごみ減量、リサイクルなどに取り組む地域の地縁団体を支援する。 環境企画課

○総合環境センターの施設見学　　　　　　　　　　　　　　　　
総合環境センターの施設見学を通じて、廃棄物処理の現状を周知する。 総合環境センター
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（２）循環資源の再使用・再生利用

【施策の方針】

・ 一般廃棄物処理基本計画に基づき、資源化物の再使用、再生利用に向けた取組を

計画的に進めます。

・ リサイクルプラザや溶融施設などで資源化物の適正処理を図ります。

・ 地域や市民団体等の協力を得て、家庭系廃棄物の分別や再資源化を促進します。

・ 事業系廃棄物の再資源化の取組を促進します。

・ 家庭で不用となった生活用品の再利用を促進します。

・ 市民や事業者に対し、グリーン購入の拡大を啓発します。

・ 廃棄物を処理するにあたっては、焼却熱を利用した廃棄物発電を行うなど、エネ

ルギーの回収に努めます。

・ 建設工事における再生材料の使用に努めるとともに、建築廃材等の再利用や再生

利用を推進します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○家庭系廃棄物減量・再資源化事業（Ｗ）
ごみの減量・リサイクルを推進するため、資源集団回収を奨励する。 ごみ減量推進課

○家庭系ごみ分別推進事業（Ｗ）
市民にごみの正しい分別や減量方法を紹介するため、出前講座等を開催する。 ごみ減量推進課

○事業系廃棄物減量・再資源化事業（Ｗ）
事業所の調査・指導等により、事業系一般廃棄物の減量・再資源化を図る。 廃棄物対策課

○古紙ステーション回収システムの支援
ごみ集積所を活用した古紙回収システムの支援を図る。 環境業務課

○資源化物の適正処理
リサイクルプラザ、溶融施設などを活用し、資源化物の適正処理を図る。 総合環境センター

○廃棄物発電の実施（Ｗ）
焼却熱を利用した発電を行う。 総合環境センター

○生活用品交換案内
家庭で不要となった生活用品の情報を市民に提供し、再利用を促進する。 消費者センター

○グリーン購入・グリーン調達の推進（Ｗ）
リサイクル商品や省エネ商品など環境にやさしい商品の購入等を図る。

環境企画課
契　約　課

○各種建設・改築事業（Ｗ）
各種建設・改築事業において、再生資材の活用を図る。 関係課所室
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第1節　廃棄物

（３）廃棄物の適正処理

【施策の方針】

・ 一般廃棄物処理基本計画に基づき、廃棄物を計画的かつ適正に処理します。

・ 市の廃棄物処理施設や最終処分場など施設整備を計画的に推進します。

・ 一般廃棄物の安全で効率的な収集、運搬体制の整備を推進します。

・ 廃棄物処理施設や処理業者、排出事業者に対する監視や指導に努めます。

・ 不法投棄や野焼きについての監視や指導を行います。

・ し尿処理施設の今後の処理見込み量を踏まえた効率的な管理・運営を推進します。

・ 農業用使用済プラスチックや稲わら、畜産廃棄物などの農畜産廃棄物の有効活用

や適正処理を推進します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○一般廃棄物処理基本計画の策定・管理（Ｗ）
廃棄物の発生抑制、再使用、再利用への取組とともに、適正処理を行う
ため、計画の策定とその管理を行う。

ごみ減量推進課

○廃棄物処理施設の整備
市の一般廃棄物処理施設を計画的に整備する。 環境総務課

○ごみ収集業務の委託化・収集体制の見直し
ごみ収集業務の委託化等、安全で効率的な収集・運搬体制を整備する。 環境業務課

○粗大ごみ戸別収集事業
粗大ごみの個別収集を行う。 環境業務課

○産業廃棄物処理施設等の監視・指導
廃棄物処理施設等や処理業者、排出事業者への監視や指導を行う。 廃棄物対策課

○不法投棄強化対策事業
監視カメラの設置やパトロール等により不法投棄の未然防止を図る。 廃棄物対策課

○一般廃棄物の適正処理
一般廃棄物（ごみ・し尿）を効率的に適正処理する。

環 境 業 務 課・
総合環境センター・
向 浜 事 業 所

○農畜産廃棄物適正処理推進業務
農畜産廃棄物の有効活用や適正処理を推進する。

農林振興課
地域農業推進室
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第1節　廃棄物

・ ごみの分別方法、排出日等、ごみの出し方は決められたルールを守りましょう。

・ 再利用や再生利用に協力し、日常生活におけるごみの減量化に努めましょう。

・ 計画的に、必要なものを必要な分だけ、買うように努めましょう。

・ リサイクル商品や省エネ商品など環境にやさしい商品の優先的な購入に努めましょう。

・ ごみの排出が少ない買い物に努めましょう。

・ マイバッグやマイバスケット、ふろしきなどを買い物に持ち歩き、レジ袋の使用を減

らしましょう。

・ 使い切る、食べ切る、ごみの水気を切るなどで、料理からの生ごみを減量しましょう。

・ 生ごみの堆肥化に努めましょう。

・ フリーマーケットやオークションなどを活用し、不要物の再利用に努めましょう。

・ 廃棄物の排出抑制に努めるとともに、分別を徹底しましょう。

・ リサイクル商品や省エネ商品など環境にやさしい商品の優先的な購入に努めましょう。

・ 環境にやさしい製品の開発・製造・販売に努めましょう。

・ 廃棄物の再利用・再生利用を進めましょう。

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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エネルギー・水資源第2節

1 現状と課題
エネルギーと水は、快適な生活や産業を営んでいくために欠かせないものです。

エネルギーが継続して利用できるように、効率的な利用や新エネルギーの活用が求めら

れています。

秋田市では、現在のところ幸いにして、電気・ガスなどのエネルギーが安定して供給さ

れていますが、都市化の進展や産業の発展、核家族化や高齢化の進展などに伴い、今後さ

らに需要が増加していくことが予想されます。

また、エネルギー源の多くは石油、石炭といった化石燃料ですが、資源の枯渇の恐れが

あると同時に、燃焼時に排出される二酸化炭素によって地球温暖化問題の原因ともなって

います。

こうしたことから、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済構造や個人の生活様式

を見直し、エネルギーの効率的利用を進めていく必要があります。

また、枯渇の心配がなく、環境への負荷の少ない新エネルギーの開発が盛んになってお

り、安全性の確保や実用化の動向を見極めながら、積極的な活用が求められています。

なお、水資源については、今後減少が見込まれますが、流域自治体や関係機関との連携

を深め、引き続き水質の保全と有効活用を図っていく必要があります。

■ 電力使用量の推移（資料 平成17年度版　統計から見た伸びゆく秋田市）
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先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

知恵と工夫で、エネルギーを大切に利用します。

環境目標

① 市民一人あたりの家庭系の電力使用量（電灯需要）の増加を抑えます。

＜平成16年(2004年)度＝1,977kWh/年･人＞ → ＜平成27年(2015年)度＝同レベル＞

② 市内での都市ガス使用総量の増加を抑えます。

＜平成16年(2004年)度＝42,020千!＞ → ＜平成27年(2015年)度＝同レベル＞

③ 有効率の向上をめざした水道施設の整備を行います。

＜平成17年(2005年)度＝93.4％＞ → ＜平成27年(2015年)度＝95％以上＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

■ 都市ガスの使用カロリーの推移（資料 平成17年度版 統計から見た伸びゆく秋田市をもとに作成）
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※平成13年度以前はガス会社により熱量が異なるため、熱量換算しています。 
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第2節　エネルギー・水資源

省エネルギー対策の推進を図るとともに、未利用エネルギーや新エネルギーの利用の推

進を図り、環境負荷が少なく、持続可能なエネルギー利用への転換を進めます。

また、水源涵養地域の保全や節水、雨水等の利用により水資源の有効活用を図ります。

【環境目標】 【施策の方向】 

知恵と工夫で、 
エネルギーを 

大切に利用します 

省エネルギーの推進と利用効率の向上 

新エネルギー利用の促進 

水資源の保全と有効利用 

3 施策の方向

（１）省エネルギーの推進と利用効率の向上

【施策の方針】

・ 省エネルギー型の生活や事業活動における工夫について、意識の啓発に努めます。

・ 公用車の低公害車への代替を推進します。

・ 公共施設の整備にあたっては、省エネルギー型の設備・機器の優先的な導入に

努めます。

・ エネルギーの利用効率を高めるため、断熱効果の高い建物や住宅の普及啓発に

努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○環境配慮指針の普及・啓発（Ｗ）
日常生活や事業活動に伴う環境配慮の事例を普及・啓発する。 環境企画課

○エコオフィスの推進
市役所の事務・事業に伴うエネルギーや資源の節約に努める。 環境企画課

○定期フェリー便需要拡大推進（Ｗ）
エネルギー利用効率の高い定期フェリー便の需要拡大を推進する。 港湾貿易振興課

○グリーン購入・グリーン調達の推進（Ｗ）
低公害車など省エネルギー製品など環境にやさしい物品の購入を図る。

環境企画課・
契約課
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（２）新エネルギー利用の促進

【施策の方針】

・ 太陽光や太陽熱、風力発電など自然エネルギーの活用に関する普及啓発に努めます。

・ 新エネルギーの利用に関する情報の収集と提供に努め、安全性や実用化を見極めな

がら、地域規模での導入について検討します。

・ 廃棄物の焼却熱を利用した発電を行います。

・ 下水の放流水を利用した融雪など未利用エネルギーの活用に努めます。

・ 公共施設における太陽光発電や風力発電の導入などを検討します。

・ 公用車へのバイオエタノールの導入について検討します。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○新エネルギー普及・啓発事業
イベント等の各種機会に、新エネルギーの普及・啓発に努める。 環境企画課

○廃棄物発電の実施（Ｗ）
廃棄物焼却熱を利用した廃棄物発電を行う。 総合環境センター

●市民サービスセンター整備事業
施設整備にあたって風力発電等、環境に配慮した設備の導入に努める。

市民協働・
地域分権推進室

●公共施設整備にあたっての新エネルギーの導入
公共施設整備にあたって新エネルギー等の環境配慮設備の導入に努める。 全庁各課所室

（３）水資源の保全と有効利用

【施策の方針】

・ 市民や事業者に対し、水の有効利用についての啓発に努めます。

・ 有害物質の地下浸透規制等により地下水の水質の保全を図るとともに、透水性舗装

の採用など雨水の地下浸透の促進を図り地下水の涵養に努めます。

・ 融雪に利用した地下水を再び地中に戻すなど地下水の保全を図ります。

・ 国や県などの関係機関や雄物川流域の市町村と協力し、良好な水資源の確保を図り

ます。

・ 保安林など水源涵養となる森林や表土の保全に努めます。
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第2節　エネルギー・水資源

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○秋田市水道事業基本計画に基づく取組
安心な水を安定的に供給するため水道事業の計画的な推進を図る。 上下水道局総務課

○地下水の水質監視
定期的に地下水の水質調査を実施する。 環境保全課

○雄物川水系水質汚濁対策連絡協議会との連携
流域市町村等との連携により良好な水資源の確保に努める。

環境保全課・
道路建設課

○造林事業等森林の整備（Ｗ）
市有林保育の充実等により、水源涵養となる森林資源の質的向上を図る。 森林整備課

・ 日常生活における電気・ガス・灯油・水などの有効利用と節約に努めましょう。

・ 住宅の新築や改築時には、省エネルギー化や新エネルギーの活用に努めましょう。

・ ｅ－市民認定システムなどを利用し、各自のエネルギー使用状態をチェックし、省資

源や省エネルギーを実践しましょう。

・ 省エネ普及指導員などのアドバイスや学習会で学び合いましょう。 など

・ 事業活動における電気・ガス・灯油・水などの有効利用と節約に努めましょう。

・ 事務所や工場を建てるときは、省エネルギー化や新エネルギーの活用に努めましょう。

・ 衣服による温度調整に取り組み、過度の冷暖房による二酸化炭素排出削減に努めまし

ょう。

・ 製品の製造にあたっては、エネルギー効率が高いものとなるように努めましょう。

・ 貨物列車の利用など、二酸化炭素排出量を抑え、使用エネルギーを減少させる物流へ

の転換（モーダルシフト）に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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1 現状と課題

人と自然との健全な共生や、持続可能な経済社会システムの実現とそれに至るためのラ

イフスタイルへの転換を促していくためには、環境教育・環境学習によって環境の現状や

その変化について正しく理解した上で、さらに一歩進んで「実際に行動する」ことが求め

られています。

（１）環境保全活動に対する市民意識

環境保全活動を行っている団体やグループに参加している割合は、本計画見直しのための

アンケートによると、全体では市民の４％程度にとどまっており、実際に団体やグループに

参加し活動することの難しさを示しているといえます。

市民一人ひとりのより積極的な環境への配慮によって、現在の環境を維持し、あるいは少

しでもよくすることは十分可能です。市民・事業者の環境保全活動への関心を高めるととも

に、市、事業者、市民によって築かれるパートナーシップのもとで環境保全活動が行われる

よう推進していく必要があります。

（２）環境保全活動の意義と担い手

① 環境保全活動の意義

環境保全活動とは「環境に関心を持ち、環境に対する人間の責任と役割を理解した上で行

う、環境の保全と創造の全般に係る活動」ということができます。

こうしたことから、環境保全活動は、個人はもとより、市民団体、ＮＰＯ、企業、行政と

のパートナーシップのもとで推進されるべきものです。

② 環境保全活動の担い手

環境保全活動は、子どもから大人までのあらゆる年齢層の市民が参加して行われることが

重要です。

また、個人や家庭、学校での活動から、地域全体での活動へ拡大することが必要であり、

市民団体、ＮＰＯ、企業等の参加と協力も必要です。

環境保全活動第1節



計画編!73

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

市、事業者、市民の協働により、環境にやさしい行動を進めます

環境目標

○市で認定した地域環境活動を行っている地域の団体を増やします。

＜平成17年（2005年）度　７団体＞ → ＜平成22年（2010年）度　10団体＞

→ ＜平成27年（2015年）度　15団体＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

市、事業者、市民が協働して環境保全活動を行えるよう啓発をするとともに、事業者や市民

が自主的に行う活動を支援し、三者が一体となった環境にやさしい行動を進めます。

【環境目標】 【施策の方向】 

市、事業者、 
市民の協働により、 
環境にやさしい 
行動を進めます 

 

市民の環境保全活動の促進 

事業者の環境保全活動の促進 

市、事業者、市民の連携の推進 

3 施策の方向
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（１）市民の環境保全活動の促進

【施策の方針】

・ 市民が日常生活において実践することのできる環境保全活動に関する各種情報提

供を行います。

・ 環境保全活動を実践する市民の交流や情報提供を推進します。

・ 町内会やグループ、ボランティア、ＮＰＯなどが行う環境保全行動への支援を行い

ます。

・ 空き地の除草など、適正な管理を指導し、生活環境の美化に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○家庭系廃棄物減量・再資源化事業（Ｗ）
資源化物の集団回収を奨励し、ごみ減量・リサイクル活動を推進する。 ごみ減量推進課

○地域環境活動促進事業（Ｗ）
消耗品の支給やチラシ作成などで、地縁団体の環境活動を支援する。 環境企画課

○活動団体への講師の派遣
活動団体が主催する各種学習会や研修会へ職員を講師として派遣する。 環境部

○消費者教育・啓発事業
消費者講座やシンポジウム等で、環境に配慮した行動ができるよう支援する。 消費者センター

○空閑地美化事業
空閑地除草強化旬間を設け、空閑地美化を図るよう推進する。 公園課

○市民環境活動推進員（あきたエコふれんど）養成講座（Ｗ）
自然体験型の講座等を通じ地域における環境活動リーダーの育成を図る。 環境企画課

●環境ネットワーク事業（Ｗ）
環境団体等の環境情報の収集・提供を行うとともに、各団体の連携を図る。 環境企画課

●（仮称）環境活動サロンの整備
環境活動の拠点として整備・運営し、環境情報の収集や提供を図る。 環境企画課

○自然環境保全市民活動計画の推進
条例に基づき市民活動計画として認定した市民団体の活動を支援・周知
するとともに、新たな計画の立ち上げを促す。

環境保全課
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第1節　環境保全活動

（２）事業者の環境保全活動の促進

【施策の方針】

・ 事業活動における環境保全行動に関する情報提供を行います。

・ 環境保全活動を実践する事業者の交流や情報提供を推進します。

・ 事業者が行う環境保全活動を把握し、情報提供等を行います。

・ 小売店等における白色トレーや牛乳パックなどの回収の推進を図ります。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○公害防止管理者等設置指導
公害防止や環境保全活動を担う公害防止管理者等設置等の指導を行う。 環境保全課

○製造業環境担当者との情報交換
製造業環境担当者との情報交換を図り、事業者の環境活動を推進する。 環境保全課

○事業系廃棄物減量・再資源化事業（Ｗ）
事業所の廃棄物処理についての指導等を行う。 廃棄物対策課

（３）市、事業者、市民の連携の推進

【施策の方針】

・ 市広報やインターネット等を通して、環境保全活動に関する情報の共有に努めます。

・ 県、近隣市町村、学校、公共機関、市民団体・グループ、ＮＰＯ、企業等が連携し、

協働して環境保全活動を進めます。

・ 市民参加型の環境調査を実施します。

・ 周辺市町村および調査・研究機関との連携の強化を進めていきます。

・ 市、事業者、市民が協働して、効率的に環境保全活動を実施していくためのネット

ワークづくりを進めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○秋田市環境活動推進協議会との連携
環境関連団体、環境関連企業や市で構成する協議会との連携を図る。 環境企画課

○エコマップ作成
市民、環境団体等の連携によりエコマップづくりを行う。 環境企画課

●環境ネットワーク事業
環境団体等の環境情報の収集・提供を行うとともに、各団体の連携を図る。 環境企画課

●（仮称）環境活動サロンの整備
環境活動の拠点として整備・運営し、環境情報の収集や提供を図る。 環境企画課
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・ 自ら環境について考え、日常的にできる環境保全活動を実践しましょう。

・ 環境活動に関する情報交換の場に参加しましょう。

・ 行政や地域、市民団体、ＮＰＯなどが行う環境保全活動への参加と協力に努めましょ

う。

・ マナーを守り、町内の清掃など、街の美化に努めましょう。 など

・ 環境活動に関する情報交換の場に参加しましょう。

・ 環境保全活動の取組状況をホームページや環境報告書などで広く公表しましょう。

・ 行政や地域、市民団体、ＮＰＯなどが行う環境保全活動への参加と協力に努めましょ

う。

・ 地域のクリーンアップなど、職場における環境保全活動を推進しましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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環境配慮対策第2節

1 現状と課題

事業活動は、その業態や規模に関わらず、環境へ何らかの影響を与えています。自らの

事業活動に伴う環境への影響を認識し、自主的・積極的に対策を講ずることができるよう、

環境に関する情報の提供や啓発を進める必要があります。

（１）環境配慮に対する事業者意識

本計画の改定にあたり実施したアンケート調査によると、「環境への影響を低減させる

ための対策の有無」は、実際に「対策を行っている」または「行う予定である」とする

事業者が７割強にのぼり、前回平成11年度の調査の４割弱と比較し、対策を行うという

回答が大きく増えています。一方で「対策を行っていない」とする事業者も４分の１近

くおり、「環境への影響がないと考えるから」という理由が最も多くなっています。今日

の複雑多岐にわたる環境問題の発生要因を考えると、業種や事業規模の大小に関わらず、

事業活動による環境への影響は少なからずあるものと考えられるため、より事業者の環

境への認識を高める必要がある結果となっています。

こうしたことから、今後も事業者が自らの事業活動に伴う環境への影響を認識し、自

主的・積極的に配慮対策を講ずるよう情報提供や啓発などを進めていく必要があります。

また、市も一事業者として、環境負荷の低減に取り組んでいく必要があります。

64.8％ 
行っている 

8.2％ 
行う予定 

27.0％ 
行っていない 

■ 事業活動等による環境への影響を低減させるための対策の有無　（平成17年度市民意識調査による）
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（２）環境保全と活性化のバランス

本市には、県都として、さらには東北日本海沿岸における中核都市として、その役割

を担うための発展が期待されています。

本計画の見直しにあたり、平成18年１月に市民および事業者に行った調査では、市民

の半分弱、事業者の３分の２強が、今後の秋田市のまちづくりについて、「環境との調和

を図りながら、活性化を優先すべきである」としています。平成11年度の調査に比べて、

市民・事業者とも10％以上活性化を望む回答が増えており、市の活性化を図り、地域経

済の向上を図っていくことが重要な課題となっています。

ただし、市民の８割、事業者の９割が環境と活性化が調和した形で、今後の秋田市の

まちづくりを進めて欲しいと思っており、開発によって、山や川や海などの豊かな自然

の恵みを失い、環境の悪化に結びつくことがないよう、バランスを取りながら市の活性

化を図っていくことが大切です。

1.9％ 
現状のままでよい 

◆今後のまちづくりの方向性（市民） 

◆今後のまちづくりの方向性（事業者） 

3.3％ 

開発をすすめ、 
活性化を推進 
 

4.1％ 

開発を抑え、 
環境保全を優先 

68.0％ 

環境との調和を 
図りながら、 
活性化を 
優先すべき 

23.8％ 

環境との調和を 
図りながら、 
環境の保全を優先 

0.7％ 
無回答 

環境との 
調和を 
図りながら、 
活性化を 
優先すべき 
48.1％ 

32.1％ 

環境との調和を 
図りながら、 
環境の保全を優先 

9.0％ 

開発を抑え、 
環境保全を優先 8.1％ 

開発をすすめ、 
活性化を推進 
 

0.7％ 
無回答 
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第2節　環境配慮対策

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

環境特性を活かしながら、活性化に向けたまちづくりを進めます

環境目標

2 目　標

上記の目標の達成に向けて、配慮指針など環境情報の提供と共有化に努めるとともに、

事業者などに対して環境配慮に向けた取組を促し、秋田市の環境特性を活かしたまちづく

りを実践します。

【環境目標】 【施策の方向】 

環境特性を活かしながら 
活性化に向けた 

まちづくりを進めます 
 

環境情報の整備と共有化 

環境配慮に係るしくみの整備 

環境に配慮したまちづくりの実践 

3 施策の方向

（１）環境情報の整備と共有化

【施策の方針】

・ 環境情報を収集、管理、提供できるシステムの整備を進めます。

・ 環境情報の全庁的活用や市民・事業者への公開などにより、環境情報の共有化を

図り効果的な環境対策を推進します。

・ 環境情報を防災情報に反映させるなど、相互活用を図ります。
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【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○「広報あきた」の発行（Ｗ）
「広報あきた」に環境啓発等にかかる記事を掲載する。 広報課

○市政番組の放送（Ｗ）
市政テレビ番組枠において、環境をテーマとした番組を放送する。 広報課

○環境情報の整備・提供（Ｗ）
広報・テレビ・ラジオやホームページ等での啓発、印刷物配布などを行う。 環境部

○地域防災計画策定事業（Ｗ）
大規模災害時の予防・応急・復旧・復興について、対処する計画を策定する。 防災対策課

●環境ネットワーク事業（Ｗ）
環境団体等の環境情報の収集・提供を行うとともに、各団体の連携を図る。 環境企画課

（２）環境配慮に係るしくみの整備

【施策の方針】

・ 各種開発事業や土地利用の変更などに際して環境配慮指針等との整合性をチェッ

クし、適切な方向に誘導します。

・ 国の定める環境影響評価法、県の定める環境影響評価条例への的確な対応を図り

ます。

・ 「大規模小売店舗立地法」における環境指針に基づき、周辺地域の生活環境の保

全のための措置や廃棄物の減量化およびリサイクルの推進など的確な対応を図り

ます。

・ 公共事業の実施にあたっては、事業の構想段階から環境への配慮を講じていくた

めの調整の場づくりを進めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○大規模小売店舗立地法に基づく周辺環境配慮
大規模小売店舗の立地における配置や運営方法の適正な配慮を確保する。 商業観光課

○秋田市宅地開発技術指針による環境配慮指針
一定の条件の土地への建築等時に、相談を行い環境配慮指針を示す。 都市計画課
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第2節　環境配慮対策

（３）環境に配慮したまちづくりの実践

【施策の方針】

・ 公共事業などにおいて、自然への影響を考えたり、資源の再利用を図ったりする

など、環境への配慮を図ります。

・ 市自らが、環境配慮に向けて、事業者の環境配慮の取組を促すような取り組みを

図ります。

・ 環境や防災の面に配慮したまちづくりを進めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○各種建設事業（Ｗ）
各種建設事業において、環境への配慮を図る。 関係課所室

○各種活性化事業
各種活性化事業において、環境への配慮を図る。 関係課所室

・ 家などを建てるにあたっては、近隣への影響を考慮するとともに周囲に調和した建物

の外観や植栽など良好な地域の景観づくりに努めましょう。 など

・ 事業者が行った調査などにともなう環境情報を広く公表しましょう。

・ 自主的に事業の計画段階で環境への影響を検討しましょう。

・ 事業の実施に対する環境への影響を予測・評価し、適切な対策を行いましょう。

・ 事業実施後の環境への影響を把握し、必要に応じ、適切な対策を行いましょう。

・ 周辺の自然環境や景観などに配慮した建築を推進しましょう。

・ 環境に負荷の少ない建築資材などの活用など、環境にやさしい建築物づくりの推進に

努めましょう。

・ 環境管理体制を整備し、環境に配慮した事業活動を推進しましょう。

・ 環境マネジメントシステムの導入に努めましょう。

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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第１節　環境教育・環境学習
第２節　地球環境問題

第１部
環境施策の方向
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1 現状と課題

環境問題を解決し、人と自然とが健全に共生し、持続可能な社会を構築するには、市や

事業所のみならず、市民の取組も欠かせません。しかし、環境への意識が高い人とそうで

ない人に開きがみられるため、より一層、取組を浸透させる必要があります。

また、環境への学びの成果が、環境保全のための取組につながり、さらに地域環境ひい

ては地球環境の改善につながっていくことで、未来へより良い環境を受け継いでいけるこ

とが望まれます。

（１）環境教育・環境学習に対する意識

本計画の改定にあたって実施したアンケート調査結果によると、行政に最も期待され

ている施策は「環境教育の推進」となっており、環境負荷を低減し、持続可能な社会を

築くためには、環境教育・環境学習が重要であるとの認識が示されています。

国でも、平成15年に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法

律」が制定され、環境教育の推進の大切さが位置づけられております。

しかし、反面、「環境への取り組み」の設問では、「環境情報の収集や環境学習・環境

保全活動の参加に努めている」としている人は、４％程度となっており、環境教育・環

境学習の大事さを理解しながらも、自らは行動に移せないでいる人が多いことが分かり

ます。

本計画の望ましい環境像である”人にも地球にもやさしいあきた”を実現していくた

めには、より広く市民が環境教育・環境学習や環境保全活動に取り組み、自然の仕組み

や人間の活動が環境に及ぼす影響などについて理解を深める必要があります。また、恵

み豊かな環境とのふれあいを通じて、秋田の環境はもとより、地球全体にも思いをめぐ

らせて、よりよいものとして将来の世代に引き継いでいくよう、自然に対する感性や自

然を大切に思う心を育んでいく必要があります。そのために、環境に対する学びのきっ

かけや意欲につながるような取組が必要とされています。

環境教育・環境学習第1節
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（２）環境教育・環境学習の意義と対象

① 環境教育・環境学習の意義

環境教育・環境学習とは、環境の保全についての理解を深めるために行われる教育お

よび学習です。環境に関心を持ち、環境への人間の責任と役割および環境からの恵みに

ついて正しく理解するとともに、日常において環境に配慮し、自ら行動できる人を育て

ることを目的とします。ひいては人と自然とが健全に共生し、持続可能な循環型社会が

実現することを目指しています。

② 環境教育・環境学習の対象

環境教育・環境学習は、個人、市民団体、ＮＰＯ、企業と連携を図りながら、幼児か

ら高齢者までのあらゆる年齢層の市民を対象として、学校、家庭、地域、職場、野外活

動等多様な場において、総合的に推進されることが重要です。また、社会を構成する多

様な主体がそれぞれ適切な役割を果たして行われる必要があります。

■ 環境をより良くするために市に望む施策（平成17年度市民意識調査結果）

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

43.6％ 

41.9％ 

30.5％ 

29.5％ 

25.2％ 

21.2％ 

16.9％ 

16.7％ 

13.3％ 

11.7％ 

10.5％ 

6.9％ 

2.1％ 

2.1％ 

2.9％ 

環境教育の推進 
開発と環境との調整の強化 

環境情報の提供 
事業者への指導強化 
環境保全施設の整備 

税制等優遇措置の充実 
法令等による規制強化 

広報・イベント等の開催 
市民団体等の支援 

自然環境保全等の推進 
事業者の自主的取組への支援 
環境等の調査・研究の推進 

国際協力の推進 
その他 
無回答 

◆市に望む施策 
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先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

自らすすんで環境保全活動に取り組む人づくりを進めます。

環境目標

① こどもエコクラブの登録認定数および参加こども人数

＜平成17年（2005年）度＝40クラブ、987名＞

→ ＜平成22年（2010年）度＝40クラブ、1,000名以上＞

→ ＜平成27年（2015年）度＝40クラブ、1,000名以上＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

環境教育・環境学習についての情報提供に努めます。また、市民や事業者に対して環境

教育・環境学習の重要性を啓発していくとともに、誰もが取り組める場の形成や人材育成

により、環境にやさしく、自らすすんで環境保全活動に取り組んでいく人づくりを進めま

す。

【環境目標】 【施策の方向】 

自らすすんで 
環境保全活動に 

取り組む人づくりを 
進めます 

環境情報の収集と提供 

環境学習プログラムの整備と機会の充実 

人材の育成と連携の促進 

3 施策の方向
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第1節　環境教育・環境学習

（１）環境情報の収集と提供

【施策の方針】

・ 市広報やテレビ、インターネットなどの様々な広報手段を用いて環境教育・環境

学習に関する啓発を進めます。

・ 教育関係機関と連携し、環境教育・環境学習のための教材の整備を進めるととも

に、インターネットの活用や印刷物などにより環境情報の提供に努めます。

・ 市民や事業者が持っている環境教育・環境学習に役立つ情報を収集・整理・加工

し、提供していけるネットワークづくりを進めます。

・ 図書館など公共施設における環境資料の整備を進めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○「広報あきた」の発行（Ｗ）
「広報あきた」に環境啓発等にかかる記事を掲載する。 広報課

○市政番組の放送（Ｗ）
市政テレビ番組枠において、環境をテーマとした番組を放送する。 広報課

○環境教育の実施
学校において自然環境に親しむ様々な体験学習を実施する。 学校教育課

○環境情報の整備・提供（Ｗ）
広報・テレビ・ラジオやホームページ等での啓発、印刷物配布などを行う。 環境部

○環境教育・学習事業（Ｗ）
小学生用環境副読本の作成や様々な機会を通じ環境情報の提供を行う。 環境企画課

●環境ネットワーク事業（Ｗ）
環境団体等の環境情報の収集・提供を行うとともに、各団体の連携を図る。 環境企画課

●（仮称）環境活動サロンの整備
環境活動の拠点として整備・運営し、環境情報の収集や提供を図る。 環境企画課

計
画
編
　
５
章

○
環
境
施
策
の
方
向



88!秋田市環境基本計画

（２）環境学習プログラムの整備と機会の充実

【施策の方針】

・ 小中学校や高等教育機関、関係行政機関などとの連携により、小中学校における学

習プログラムの中に環境教育を導入し、その推進に努めるとともに、環境教育・環

境学習のあり方について検討します。

・ 親しみやすく分かりやすい環境教育・環境学習の推進に努めます。

・ 市有施設などで環境に関する展示の充実を図ります。

・ 自然の中で体験学習ができる機会の充実を図ります

・ 環境月間行事や環境展などの各種イベントを通じて、市民の環境に対する関心を喚

起します。

・ 子どもや市民向けの環境教室や事業者向けの環境セミナーなどを開催します。

・ 身近な動植物等の調査を市民参加で行い、環境を守り育てる意識の醸成を図ります。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○子ども体験活動推進事業（Ｗ）
子どもの野外体験活動の充実、情報の提供、指導者の養成などを行う。

生涯学習室、
公民館

○太平山自然学習センター運営事業（Ｗ）
小中学生の宿泊研修や自然体験活動の主催事業を実施する。

太平山自然
学習センター

○体験学習やふれあい教室の実施
動物の生態に親しむことで、動物や自然に対する愛護の心や感性を育てる。 大森山動物園

○命のつなぎ（種の保存）事業活動　（Ｗ）
秋田に生息する希少動物の保全（種の保存）活動を行う。 大森山動物園

○環境教育展示
大森山の自然環境保全を活かした動物の展示を行う。 大森山動物園

○農業体験学習推進対策事業
農作業や農産物の生育観察等の学習を通じて、食・農・環境への理解を深める。 農林総務課

○環境教育・学習事業（Ｗ）
小学生用環境副読本の作成や様々な機会を通じ環境情報の提供を行う。 環境企画課

●市職員の環境教育
環境に配慮した事務事業の実施のため、市職員の環境意識の高揚に努める。 環境企画課

●環境教育・学習サポート事業
市民や学校等での環境教育・学習の場への講師の派遣や資料の提供を図る。 環境企画課

●（仮称）環境活動サロンの整備（Ｗ）
環境活動の拠点として整備・運営し、市民等の環境学習の機会拡大に努める。 環境企画課



計画編!89

第1節　環境教育・環境学習

（３）人材の育成と連携の促進

【施策の方針】

・ 環境カウンセラーや各分野の専門家、市民団体等をデータベース化し、相互の連

携を深めるなど、地域における人材の活用を図ります。

・ 環境の様々な分野で活動または活動しようとしている個人や団体の交流の場づく

りを充実します。

・ 子どもたちに自然や環境を指導できる人材の養成に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○子ども体験活動推進事業（Ｗ）
子どもの野外体験活動の充実、情報の提供、指導者の登録などを行う。 生涯学習室

○課題研究推進校
環境教育に関する課題研究を行う。 学校教育課

○市民環境活動推進員（あきたエコふれんど）養成講座（Ｗ）
市民による自発的な環境活動等の推進に資するための講座を実施する。 環境企画課

○こどもエコクラブ事業
環境活動のクラブで、環境学習・環境保全活動を行う。 環境企画課

○あきた環境楽会
市内大学生向けに、将来を担う環境学習の新たな指導者の育成を行う。 環境企画課

●環境ネットワーク事業（Ｗ）
環境団体等の環境情報の収集・提供を行うとともに、各団体の連携を図る。 環境企画課

●（仮称）環境学習サロンの整備（Ｗ）
環境活動の拠点として整備・運営し、環境団体のリーダー等の人材を育成する。 環境企画課
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・ 環境に関する情報を収集し、環境教育・環境学習の場に積極的に参加するなど、自主

学習に努めましょう。

・ 市民自ら、市民参加の調査の実施や地域活動者の体験発表の場を作ることなどで、楽

しく学べる環境教育・環境学習の場を増やしましょう。

・ 環境カウンセラーなどの講師を活用し、環境への学びを深めましょう。 など

・ 環境マネジメントシステムの導入に努めましょう。

・ 職場における環境教育・環境学習の推進に努めましょう。

・ 市やＮＰＯなどとともに、環境教育・環境学習の活動に協力しましょう。

・ 環境保全についての専門的知識や資格を持った人材を育成しましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組
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地球環境問題第2節

1 現状と課題
わたしたちの便利で豊かなくらしが、一方で地域環境にとどまらず、地球全体の環境に

も影響をおよぼし、人を含む多くの生き物の生存をもおびやかしかねない様々な問題を引

き起こしています。

地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、森林（特に熱帯林）の減少、野生生物の種の減少、

海洋汚染、有害廃棄物の越境移動、砂漠化、開発途上国の公害問題は、地球環境問題と呼

ばれ、人類の大きな課題として認識されるようになりました。

わたしたちは、これらの問題を解決していく強い意志をもち、先人から受け継がれた環

境をより良いものとして次の世代に伝えていく必要があります。

資源消費 資源枯渇 

食糧危機 

海面上昇 

大気汚染 

酸性雨 

農地劣化 

都市交通問題 

海洋汚染 

環境汚染 

森林伐採 

化石燃料の使用 

土壌劣化・砂漠化 

地球温暖化 

生態系破壊 

健康被害 

化学物質使用 

フロン排出 オゾン層破壊 紫外線量増加 

化学物質の暴露・蓄積 

環境汚染物質 
・廃棄物排出 

経済成長 

豊かさの変化 

経
済
活
動
の
拡
大 

農作物増 

人物流の拡大 

地下水枯渇 

森林減少 

災害増加 

人口増加 

資料：環境省 

人類 
存続危機 

■　問題群としての地球環境問題　　（平成13年版環境白書より）

先進国を中心とした経済活動の拡大、開発途上国を中心とした人口の急増、都市への人口

集中、国際的な相互依存関係の拡大等を背景に、地球規模の環境問題が顕在化してきました。

こうした地球環境問題は、国際的な取組や国ごとの取組のみならず、市民一人ひとりの日常

生活や通常の社会経済活動から生じている地域の問題でもあるため、地球環境への影響に配

慮したライフスタイルへの転換など、地域でできる地球環境保全への取組を進めていく必要

があります。
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特に、大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6等の温室効果ガス

の増加による地球温暖化の問題への対応が急務となっております。

地球温暖化の進行は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の報告書に基づく次頁の

表のとおり、現状での影響に加え、将来的には、気候の変動により、生態系、農業、社会基

盤、人の健康などに多大な影響を与える可能性があります。

そのため、地球温暖化を防止するための国際的な取組として、平成９年に京都議定書が採

択され、その中では、先進諸国に対して、温室効果ガスの削減が数値として義務づけられ、

2005年（平成17年）2月に発効しました。

京都議定書では、日本全体で、本環境基本計画中の期間でもある2008年（平成20年）か

ら2012年（平成24年）までに温室効果ガスの排出量を、基準年（1990年）に対して６％

削減することになっています。しかし、2003年（平成16年）の排出量は、1990年から約

８％増加しているため、より一層の削減が求められる状況となっています。目標達成のため

には、社会経済構造を温室効果ガスの排出を少ないものとするとともに、吸収源としての森

林の整備などが必要となっています。

本市でも、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の定めに従い、市域の自然的社会的条

件に応じた温室効果ガスの排出の抑制などのための施策の推進や、自らの事務および事業に

関し温室効果ガスの排出量の削減などの措置を講ずるとともに、市民への情報提供に努めて

いく必要があります。

■ 地球温暖化による影響 （平成17年版環境白書より）

平均気温15℃前後 気温の上昇 

温室効果ガス濃度が 
産業革命以前の水準 

温室効果ガス濃度の上昇 

太
陽
光 熱 

熱の放出 熱の放出 
再放射 再放射 

太
陽
光 

熱 

資料：環境省
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第2節　地球環境問題

■ 地球温暖化による影響 （平成18年版環境白書より）

指標 観測された変化

平均気温 20世紀中に約0.6℃上昇

平均海面水位 20世紀中に10cm～20cm上昇

暑い日（熱指数） 増加した可能性が高い

寒い日（霜が降りる日） ほぼ全ての陸域で減少

大雨現象 北半球の中高緯度で増加

干ばつ 一部の地域で頻度が増加

氷河 広範に後退

積雪面積 面積が10％減少（1960年代以降）

資料：IPCC『第３次評価報告書』より環境省作成

地球温暖化の影響の現状
対象 予測される影響

平均気温 1990年から2100年までに1.4～5.8℃上昇

平均海面水位 1990年から2100年までに9～88cm上昇

気象現象への影響 洪水、干ばつの増大、台風の強力化

人の健康への影響 熱ストレスの増大、感染症の拡大

生態系への影響 一部の動植物の絶滅　生態系の移動

農業への影響 多くの地域で穀物生産量が減少、当面増加地域も。

水資源への影響 水の需要バランスが変わる、水質へ悪影響

市場への影響 特に一次産初中心の開発途上国で大きな経済損失

資料：IPCC『第３次評価報告書』等より環境省作成

地球温暖化の影響の予測

先に示した現状と課題を踏まえ、以下を課題解決に向けた目標とします。

地球環境への認識を深め、地球温暖化防止など、地域から行動を進めます

環境目標

① 市民一人あたりの家庭系の電力使用量（電灯需要）の増加を抑えます。

＜平成16年(2004年)度＝1,977kWh/年･人＞ → ＜平成22年(2010年)度＝同レベル＞

→ ＜平成27年(2015年)度＝同レベル＞

② 市内での都市ガス使用総量の増加を抑えます。

＜平成16年(2004年)度＝42,020千!＞ → ＜平成22年(2010年)度＝同レベル＞

→ ＜平成27年(2015年)度＝同レベル＞

③ 事業所として、秋田市役所の温室効果ガスの排出量を抑えます。

＜平成17年(2005年)度＝141,351t-CO2＞ → ＜平成22年(2010年)度＝同レベル＞

→ ＜平成27年(2015年)度＝同レベル＞

※目標年度の（ ）内は西暦

数値目標

2 目　標

※ IPCCでは、平成13年（2001年）の「第3次評価報告書」のあと、平成19年（2007年）2月に「第4次評価報告書　第1

作業部会報告書」を発表している。それによると1906年から2005年の100年で、世界平均気温が長期的に0.74℃上昇し

たとしている。また1980年から1999年までに比べ21世紀末（2090年～2099年）は、1.1℃～6.4℃平均気温が上昇し、

18cm～59cm平均海面水位が上昇すると予測している。
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日常生活や通常の事業活動がおよぼす地球環境への影響を認識し、地球温暖化の防止、

酸性雨対策、オゾン層の保護、その他の地球環境保全対策など、地域でできる地球環境問

題への取組を進めます。

【環境目標】 【施策の方向】 

地球環境への認識を深め、 
地球温暖化防止など、 
地域から行動を進めます 

地球温暖化の防止 

地球環境保全対策 

3 施策の方向

（１）地球温暖化の防止

【施策の方針】

・ 市民の日常活動や事業者の事業活動から排出される二酸化炭素の抑制について普

及啓発に努めます。

・ 廃棄物の発生抑制による温室効果ガスの排出削減に努めます。

・ 地球温暖化の防止を図るため、市の事務や事業から排出される温室効果ガス削減

の目標をたて、継続的に実行していきます。

・ 二酸化炭素の吸収源として、森林の整備や緑地の保全を図るとともに緑化を推進し

ます。

・ 低公害車への代替の促進を図ります。

・ 地球温暖化につながる二酸化炭素以外の温室効果ガスについての対応を検討しま

す。

・ 新エネルギーの活用やグリーン購入の推進を図ります。

・ 事業所指導や環境マネジメントシステムの啓発を行います。
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第2節　地球環境問題

○温暖化対策実行計画の推進・見直し
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市として温暖化対策を行
う。また、現在の計画の見直しを行う。

環境企画課

○市民版ＩＳＯの推進
ｅ－市民認定システムなどで家庭でのエネルギー使用をチェックする。 環境企画課

○低公害車導入・普及（Ｗ）
公用車への低公害車の導入を進める。

管財課
全庁関係各課

○エコドライブの推進（Ｗ）
アイドリングストップ等、エコドライブの周知・啓発、庁内での取組強化を行う。

環境企画課・
都市総務課交通政策室

○グリーン購入・グリーン調達の推進（Ｗ）
リサイクル商品や省エネ商品など環境にやさしい商品の購入等を図る。

環境企画課・
契約課

○造林事業等森林の整備（Ｗ）
市有林保育の充実等により、温室効果ガスの吸収源としての森林の整備を行う。 森林整備課

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

（２）地球環境保全対策

【施策の方針】

・ 地球環境問題に関する情報収集と普及啓発に努めます。

・ 酸性雨対策の一環として、酸性雨および酸性雪のモニタリング調査を実施します。

・ 市民や事業者に対してオゾン層保護のための普及啓発に努めます。

・ フロン回収や適正処理に関する情報提供に努めます。

・ 資源の有効利用に資する「再・未利用材」の使用に努めます。

・ 海外の都市と、共通する環境問題等の情報交換に努めます。

【主な取組】（取組・担当・事業の内容）

○環境教育・学習事業（Ｗ）
様々な環境学習やイベント等の機会を通じ地球環境問題を周知・啓発する。 環境企画課

○酸性雨のモニタリング
酸性雨の実態把握のための測定調査を実施する。 環境保全課

○グリーン購入・グリーン調達の推進（Ｗ）
リサイクル商品や省エネ商品など環境にやさしい商品の購入等を図る。

環境企画課・
契約課

●海外交流都市との情報交換
環境に関して、海外交流都市との情報交換に努める。 企画調整課
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・ 省資源や省エネルギーに取り組むなど、温室効果ガスの排出削減に努めましょう。

・ 緑地の保全と緑化の推進に努めましょう。

・ グリーン購入に努めましょう。 など

・ 省資源や省エネルギーに取り組むなど、温室効果ガスの排出削減に努めましょう。

・ フロンガスなどの漏洩防止と適正な回収・処理に努めましょう。

・ 環境に関する国際協力活動への貢献に努めましょう。

・ 地球環境保全のための技術開発を推進しましょう。

・ 地球環境に配慮した事業活動に努めましょう。

・ 酸性雨原因物質の排出抑制に努めましょう。

・ グリーン購入に努めましょう。 など

4 市民に望まれる主な取組

5 事業者に望まれる主な取組

第2節　地球環境問題



Ⅰ　清らかな水とさわやかな空気のもと、健やかなくらしを守ります
Ⅱ　多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、豊かな心をはぐくみます
Ⅲ　知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします
Ⅳ　世代や地域を越えてともに語らい、環（わ）になって取り組みます
Ⅴ　一人ひとりが秋田を知り、地球に学び未来を想い、行動します

!リーディングプロジェクトの位置づけとねらい!
環境基本計画の環境像を実現していくためには、様々な環境施策を計画で示した施策

の方向に沿って、市民や事業者の参加と協力を得ながら着実に実施していくことが必要

です。しかし、それらの取組がイメージしにくかったり、徐々に効果が出たりするため

気が付かなかったりします。

そこで、環境施策をイメージすることができ、環境の保全と創造に関する取組の中心

となって他の施策を牽引し、計画全体を導いていくような、先導的かつ重点的な取組を、

リーディングプロジェクトとして位置づけ、計画を効率的に進めていくものです。

第２部

リーディングプロジェクト
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清らかな水とさわやかな空気のもと、
健やかなくらしを守ります

（１）プロジェクト概要

私たちのくらしは、汚染のない清らかな水とさわやかな空気で成り立っています。

しかし、一度環境が破壊されると、これを回復するのは容易なことではありません。

そのため、市では、河川、湖沼、地下水などの水質や大気の監視を行うとともに、汚染の早期

発見や未然防止のために、効率の良い監視体制の構築を進めます。

さらに、ダイオキシン類やアスベストなどを引き続き監視するとともに、新たな化学物質によ

る汚染にも対応するため、情報の収集に努めていきます。

大気環境や水環境の調査結果をインターネットなどを通じて広く公表し、市、事業者、市民が

一体となって大気環境・水環境の保全に努めていきます。

（２）プロジェクトイメージ

1 健全な大気環境・水環境の維持

大気常時監視体制イメージ図 岩見川
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新城川　（新城川橋） 
草生津川（面影橋） 
旭　川　（川口橋） 
太平川　（太平川橋） 
猿田川　（開橋） 
旧雄物川（港大橋） 
雄物川　（秋田大橋） 
岩見川　（本田橋） 

市内主要河川の水質状況（ＢＯＤ）の推移 
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多様な自然をとうとび、身近な緑に
親しみ、豊かな心をはぐくみます

（１）プロジェクト概要

本市は、平成18年豪雪で、市民生活や社会経済活動に影響を及ぼす結果となりました。こう

した災害規模の豪雪にも対応するため、早期除雪による交通確保を最優先に下記の基本方針を定

め、実施していきます。

・ 出動基準を定め、早期除雪により円滑な道路交通の確保に努めます。

・ 豪雪にも対応するため、作業の優先順位を定め効果的な除排雪に努めます。

・ 堆雪場の増設により、効率的な排雪作業を実施します。

・ 市民への情報提供と地域実情の迅速な把握に努め、地域との連携を図ります。

・ 歩道や通学路の除排雪に努め、安全な歩行者空間の確保に努めます。

・ 機械貸出制度等を充実し、地域が自ら実施する除排雪作業を支援します。

・ モデル地区の実践を通して、市民協働の除排雪作業をさらに推進します。

（２）プロジェクトイメージ

1 雪と向き合うまちづくりの実践

市民（地域住民） 

行政（秋田市） 除雪業者 

市民協働 
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（１）プロジェクト概要

近年、都市住民の食や農、健康などへの関心の高まりや余暇活動の多様化から、農林業・農山

村が注目され、豊かな自然ややすらぎ、潤いをもとめて、農山村で余暇を過ごそうとするライフ

スタイルが広がってきているなど、田舎やふるさと志向が高まってきています。

一方、農山村地域では、高齢化や過疎化などによる地域の衰退が課題となっているため、活性

化の手段として、都市住民との交流促進が注目されています。

このため、豊かな自然や農林業・農山村体験、多様な余暇活動に活用できる施設などを介して、

都市と農村の交流を促進しようとする取り組みとして、本市においても、都市と農村の共生・対

流促進のため、豊かな自然環境や農林水産資源などの有効活用により、健康でゆとりある生活の

実現と、農林業・農山村の活性化を図ります。

（２）プロジェクトイメージ

多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、豊かな心をはぐくみます

雄和市民農園イメージ図

市民農園作付けイメージ図

観光農園

農作業体験

農家レストラン

2 グリーン・ツーリズムの推進
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知恵と工夫で、限りある資源と
エネルギーを大切にします

（１）プロジェクト概要

循環型社会の構築には、排出抑制や再使用、再資源化の取り組みなど市民意識の向上とともに、

適切な資源化施設や処理施設の整備も必要です。市では、廃棄物処理にかかる施設を同一敷地内に

整備し、一連の施設を有機的に結びつけて運用することで、資源の効率的な循環を図っています。

再使用（リユース）や再生利用（リサイクル）のために、平成11年度にびん・缶・ペットボ

トル等の再資源化施設としてリサイクルプラザを、平成18年度には粗大ごみと金属類を破砕選

別する第２リサイクルプラザを整備してきました。

また、平成14年度からの溶融施設の稼働により、今まで埋立処分していたものも含めほとん

どの廃棄物が溶融処理され、発生したスラグ・メタルは再利用が図られ、最終処分場の延命化が

図られています。また、溶融施設や焼却施設からは、廃棄物発電による熱回収も行われ、資源循

環をめざした計画的な施設整備を図ってきています。

今後も、整備が必要となる焼却施設については、適正処理はもとより環境負荷の低減、熱回収

による発電等について検討を進めます。

（２）プロジェクトイメージ

1 循環型社会構築のための計画的整備

家庭ごみ 
生ごみ 
プラスチック類 
せともの類 
ガラス類 
ゴム・皮革類 

粗大ごみ 

家具・家電品 

資源化物 
金属類 
空きびん 
ガス・スプレー缶 
空き缶 
使用済み乾電池 
ペットボトル 
古　紙 

資源循環をめざした安定的な処理体制の整備 

民間再生工場等 

リ
　
サ
　
イ
　
ク
　
ル 

スラグ 

メタル 

金属類 

空きびん 

空き缶 

古　紙 

ペット 
ボトル 

溶融炉 最終処分場

第2リサイクルプラザ

リサイクルプラザ
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（１）プロジェクト概要

現在の都市機能は、エネルギーの大量消費によって維持されていますが、化石燃料などの資源

の枯渇により、エネルギーの安定的な供給の確保ができなくなる恐れに加え、排出される温室効

果ガスによって地球温暖化が進行している問題があります。

総合環境センターにおいて、廃棄物発電などのリサイクルエネルギーを活用してきたほか、省

エネルギーの推進やエネルギーの高効率利用技術の導入に努めてきましたが、エネルギーそのも

のについて、太陽光や太陽熱、風力、バイオマスなど、枯渇の心配がなく、汚染物質の排出もな

い自然エネルギーを活用していくなどの取り組みが必要となっています。

本市は風力発電の立地に適していることや、バイオマスの材料に富んでいることなどの環境特

性を、新エネルギーのまちづくりに活かします。

特に、市民協働および都市内地域分権の拠点として市内７地域に整備する（仮称）市民サービ

スセンターでは、省エネルギーの推進と新エネルギー設備の導入を図ります。

（２）プロジェクトイメージ

知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします

（仮称）西部地域市民サービスセンター　完成イメージ

風力発電装置のイメージ
（仁井田浄水場に設置したもの）

2 省エネルギーの推進と新エネルギーの導入
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世代や地域を越えてともに語らい、
環（わ）となって取り組みます

（１）プロジェクト概要

地球規模のさまざまな環境問題を解決するためには、市（行政）、事業者、市民それぞれが主

体となり協働して環境問題に取り組むことが重要です。

そのためには地域の環境活動リーダーとなる人材の育成や地域の環境資源を把握し、有効に活

用するとともに、地域が自主的に行う環境保全活動などを支援します。

また、環境活動を行っている市民団体・ＮＰＯや事業者などの環境保全活動や環境学習などに

関連した情報を効率的に収集し、データベース化してわかりやすく提供することにより、市民の

環境意識の向上を図るとともに、市民や事業者が気軽に参加できる環境活動の場や機会の拡大を

図ります。

さらに、市、事業者、市民がともに環境保全活動に取り組める協働体制や各主体間のネットワ

ークを構築し、環境にやさしいまちづくりに努めます。

（２）プロジェクトイメージ

1 協働による環境にやさしいまちづくり

市 民 

市（行政） 

事業者 市民団体 
NPOなど 

・各種環境情報の収集 
・情報をデータベース化 
・わかりやすく情報を提供 

・市民参加の機会の拡大 
・各種団体等の活動の活性化 

協働体制のネットワーク 

地域での環境活動（明徳地区）

市民参加による打ち水大作戦
（秋田青年会議所主催）
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一人ひとりが秋田を知り、地球に学び、
未来を想い、行動します

（１）プロジェクト概要

環境教育・環境学習の推進とは、わたしたちを取り巻く環境と人間が密接な関係にあることを

実感し理解するばかりではなく、環境問題を自らのものと気づき、進んで行動することができる

人材を育成することです。

市では、小学校での環境学習に用いる副読本の発行や授業等への講師あっせんなど教育現場や、

「こどもエコクラブ」など自発的に環境学習に取り組む団体への支援と、「あきた環境楽会」など

環境学習リーダーの育成を通し、環境教育・環境学習を推進しています。

今後、既存の学習プログラムに加え、関連団体や学校と連携して地域特性を活かした継続的な

環境活動につながる新たな学習プログラムを開発するなど体系的に整備をしていくとともに、こ

れらをわかりやすく子どもをはじめとするあらゆる世代の市民に提供し、楽しく学び語らう拠点

の創出を図ります。

（２）プロジェクトイメージ

1 環境教育・環境学習の推進

市　民 
（市民団体・NPO） 

行　政 
（国・県・市） 

学
　
校 

事
業
者 

感 
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る 

学
　
　
ぶ 

行
動
す
る 

環境学習・環境教育のプログラム 

提供 
・ 
参加 

提供 
・ 
参加 

提
供 ・ 

参
加 

提
供 ・ 

参
加 

総合的な推進 明確な目的と継続性 

体験を重視 地域の特性 

環境学習・環境教育のプログラム

こどもエコクラブ活動【感じる】

エコふれんど養成講座【学ぶ】

「大学病院前の水辺環境を守る会
(愛称：ホータル会)」の活動【行動する】
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（１）プロジェクト概要

地球温暖化の進行は、将来的な更なる気象変動により、農業生産や人の健康、社会基盤など人

の生存基盤をも脅かす可能性があります。本市においても平均気温の上昇や異常気象などその影

響とも考えられる現象が出始めてきております。

市は、地球温暖化防止への取組として、環境マネジメントシステムのノウハウを活用し、温暖

化対策実行計画を見直し、市の事務事業に係る温室効果ガスの抑制を推進します。

また、地球温暖化防止対策が効果を上げるには、行政のみならず、市民や事業者の取組が重要

であり、まずは、地球温暖化問題を正しく理解してもらうよう、地域での会合、教育現場等の環

境学習等の機会に地球温暖化の状況や具体的な取組について啓発します。

さらに、市民が各家庭のエネルギー使用状況を、他の参加家庭や過去の状況と比較し、見直し

ができる仕組み（市民版ＩＳＯ（通称：ｅ―市民認定システム））の普及など、各家庭での取り

組みを推進します。

また、事業者については、県と連携しつつ、本計画で定めた環境配慮指針の周知などで、事業

活動における温暖化防止の具体的な取組を促進します。

（２）プロジェクトイメージ

2 地球温暖化防止に向けた取組

ｅ-市民コンテスト

環境配慮指針
「できることからやってみよう」

計
画
編

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
○
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行動編 各主体における自主的な取組

１　環境配慮の基本的な考え方
２　日常生活における環境配慮指針
３　事業活動における環境配慮指針



!行動編の概要!

本計画の環境像を達成するために、先の計画編で示し

た施策の取組に加え、わたしたちの日々の暮らしの中で、

環境に配慮した自主的な取組が不可欠です。

こうしたことから、本編では、日常生活や事業活動に

おける環境配慮の指針を示すとともに、その指針に沿っ

た具体的な行動例を例示しています。

市、事業者、市民がそれぞれの立場で、環境に配慮し

た行動を〝できることから着実に〟実行し、その取り組

みを継続していくことが、環境問題を克服していくため

の第一歩となります。
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行
動
編

○
市
民
・
事
業
者
の
環
境
配
慮
行
動
指
針
及
び
行
動
例

1 環境配慮の基本的な考え方

1 環境配慮指針作成の目的と性格

2 環境配慮への取組の現状

都市・生活型公害や、地球環境問題の発生要因の多くは、私たちの日常生活や事業活動

が深く関わっています。特に地球環境問題は、従来の公害問題と異なり、特定の事業活動

が原因によるものではなく、我々の日常生活の中からも温室効果ガスが産み出されるなど、

その原因ともなっています。

このような環境問題の根本的な解決を図るためには、環境の保全と創造に係る施策（環

境基本計画「計画編」）だけでは限度があり、日常生活や事業活動のうえで環境に配慮し

た取り組みが不可欠となっています。

こうしたことから、本計画では、市民が日常生活を営むうえで、また、事業者が日々の

事業活動を行っていくうえで、可能な限り環境への負荷の低減に努めていくため「環境配

慮指針」を示します。

環境配慮指針は、配慮がないことにより発生する様々な環境悪化（公害や災害の発生、

水や大気等への影響、住環境や地球環境への悪影響等）を防ぐためのものです。また、環

境をよりよいものとして将来世代に引き継ぐとともに、その環境を役立て、うるおいある

まちづくりに活かすためのものでもあります。

平成12年度に策定した環境基本計画では、行動編として環境配慮指針を示し、啓発活

動やパンフレット等で周知に努めてきました。その結果、市民がｅ－市民認定システムな

ど、また事業者が環境マネジメントシステムなどで、自主的に環境配慮に取り組む際の指

針としての役割を果たしてきました。

今回、環境基本計画の見直しに先だって、平成18年１月に「環境に関する市民の意識調

査」を実施しました。その結果によると、電気・水・ガスなどのエネルギーや資源の節約、

あるいは、ごみ減量やリサイクルに取り組んでいる市民は約６割となっていますが、環境

情報の収集や環境学習・環境保全活動の参加に努めている市民は４％程度にとどまってい

ます。また、事業者においても、環境への影響を低減化するための対策を「特に行ってい

ない」とする割合が、前回平成11年度調査より減少しているものの、未だ４分の１強を占

めています。こうしたことから、現段階における市民や事業者の環境配慮の取組はまだ十

分とはいえない状況にあります。

そのため、引き続き環境問題に関する正しい知識を市民や事業者に提供し、環境問題へ

の関心をさらに高めるとともに、具体的でわかりやすい配慮指針を示すことにより、環境

配慮への取組を進めていく必要があります。
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3 環境配慮指針の対象と指針の実行により効果のある環境項目

■ 日常生活における環境配慮指針と指針を実行することで特に効果のある環境項目

                                                　　　
大
気
環
境

水
環
境

生
活
環
境

自
然
環
境

身
近
な
自
然

自
然
の
公
益
的
機
能

歴
史
的
・
文
化
的
環
境

廃
棄
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
資
源

環
境
保
全
活
動

環
境
配
慮
対
策

環
境
教
育
・
環
境
学
習

地
球
環
境
問
題

（１）買い物をするときに ■ ■ ■ ■

 ● ごみの排出を少なくするような買い物に努めましょう。 ■
 ● リサイクル製品や省エネ商品など、環境にやさしい製品を優先した購入に努めましょう。 ■ ■ ■
 ● 自然にも健康にもやさしい食生活に努めましょう。 ■ ■ ■

（２）電気・水・ガスなどを使うときに ■ ■ ■ ■ ■

 ● 日常生活における電気の節約に努めましょう。 ■ ■ ■
 ● 日常生活における水の節約に努めましょう。 ■ ■
 ● 日常生活における水の有効利用に努めましょう。                ■ ■
 ● 家庭からの雑排水の抑制に努めましょう。                      ■ ■
 ● 日常生活におけるガスや灯油などの節約に努めましょう。    ■ ■

（３）ごみを処理するときに ■ ■ ■

 ● 日常生活におけるごみの減量化に努めましょう。                ■
 ● リサイクルに協力しましょう。                                ■ ■
 ● ごみの分別など、日常生活におけるごみ処理の適正化に努めましょう。       ■ ■

（４）外出するときに ■ ■ ■ ■ ■

 ● 環境に配慮した運転（エコドライブ）などの実践に努めましょう。 ■ ■ ■
 ● 自動車の使用をできるだけ控えるように努めましょう。          ■ ■ ■
 ● 低公害車などの環境に負荷の少ない車の利用に努めましょう。    ■ ■ ■
 ● マナーを守り、街の美化に努めましょう。                      ■ ■

（５）家の新・改築や管理をするときに ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 周辺の自然環境や景観などに配慮しましょう。      ■ ■ ■
 ● 省エネルギー型や自然エネルギー型の住宅づくりに努めましょう。 ■ ■
 ● 汚水排水処理施設などの整備と適正管理に努めましょう。        ■ ■
 ● 家の周りの緑化に努めましょう。                              ■ ■ ■

（６）近隣公害をなくすために　　　 ■ ■

 ● 家庭における悪臭の発生防止に努めましょう。                  ■
 ● 自動車やオートバイからの騒音防止に努めましょう。            ■
 ● 家庭における騒音や振動の防止に努めましょう。                ■
 ● 周囲に配慮した除雪に努めましょう。                        ■ ■

（７）自然とふれあい、文化を育むために　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 自然とふれあいましょう。                          ■ ■ ■
 ● 自然の重要性を認識しましょう。                           ■ ■ ■
 ● 自然環境を守るためのマナーの徹底に努めましょう。            ■ ■ ■
 ● 里山などの保全に努めましょう。                              ■ ■
 ● 地域の歴史や文化遺産の保全と継承に努めましょう。            ■ ■

（８）一歩進んだ環境配慮を実践するために　　 ■ ■ ■

 ● 環境について考え、理解し、行動しましょう。      ■ ■ ■
 ● 環境に関する情報を収集し、自主学習に努めましょう。          ■
 ● 環境学習の場へ積極的に参加しましょう。                      ■
 ● 日常的にできる環境保全活動を実践しましょう。                  ■
 ● 地域や国際的な環境保全活動へ参加や協力しましょう。          ■ ■

環境項目

環境配慮指針
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１　環境配慮の基本的な考え方

■ 事業活動（オフィスなど）における環境配慮指針と指針の実行により特に効果のある環境項目
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（１）事務用品や備品などを購入するときに                          ■ ■ ■

 ● リサイクル製品や省エネ商品など、環境にやさしい製品を優先した購入に努めましょう。 ■ ■ ■
 ● ごみの排出が少ない事務用品や備品などの購入に努めましょう。     ■

（２）エネルギーや水などを使用するときに                          ■ ■ ■ ■

 ● 職場における電気やガスなどのエネルギーの節約に努めましょう。   ■ ■ ■
 ● 職場における水の節約や有効利用に努めましょう。                         ■ ■ ■

（３）物品などを廃棄するときに　　　　　　　                      ■

 ● 職場におけるごみの減量を推進しましょう。                     ■
 ● 職場におけるリサイクルを推進しましょう。                       ■
 ● 事業系ごみの適正処理に努めましょう。                           ■

（４）車を利用するときに　　　　　　　                      ■ ■ ■

 ● 低公害車などの環境負荷の少ない車の導入に努めましょう。         ■ ■ ■
 ● 環境に配慮した運転（エコドライブ）などの実践に努めましょう。   ■ ■ ■
 ● 自動車の使用をできるだけ控えるように努めましょう。             ■ ■ ■

（５）事務所や工場などを建設や管理するときに　　　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 周辺の自然環境や景観などに配慮した建築を推進しましょう。           ■ ■ ■
 ● 省エネルギー型や新エネルギー型の建築に努めましょう。           ■ ■ ■
 ● 透水性の確保に努めましょう。                                   ■
 ● 汚水排水処理施設などの整備と適正管理に努めましょう。           ■ ■
 ● 工場や事業場の緑化に努めましょう。                             ■ ■ ■
 ● 屋外照明の適正化に配慮しましょう。                             ■ ■

（６）悪臭や騒音・振動等をなくすために　　　　　　　　　　　 ■

 ● 工場や事業場における悪臭防止対策の徹底に努めましょう。       ■
 ● 社用車両などの騒音や振動の防止を徹底しましょう。             ■
 ● 工場や事業場における騒音や振動の防止に努めましょう。           ■
 ● 周囲に配慮した除雪に努めましょう。           ■

（７）自然とふれあい、文化を育むために　　　　　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 自然の重要性を認識しましょう。                   ■ ■ ■
 ● 自然環境に配慮した事業活動を推進しましょう。                   ■ ■ ■
 ● 自然環境保全活動への協力に努めましょう。                       ■ ■ ■
 ● 里山などの緑化に対する協力や支援に努めましょう。               ■ ■
 ● 地域の歴史や文化遺産の保全と継承に努めましょう。               ■ ■

（８）地球環境を良くするために　　　　　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 事業活動における二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努めましょう。 ■ ■
 ● 二酸化炭素の吸収源としての森林の保全と創出に努めましょう。     ■ ■ ■
 ● 地球環境保全のための技術開発を推進しましょう。                 ■ ■ ■ ■ ■
 ● 地球環境に配慮した事業活動に努めましょう。                   ■ ■
 ● 酸性雨原因物質の排出抑制に努めましょう。                       ■ ■ ■

（９）一歩進んだ環境配慮を実践するために　　　　　　　　　 ■ ■ ■ ■ ■

 ● 職場における環境教育の推進に努めましょう。                     ■
 ● 市やＮＰＯなどが行う環境学習会などへの協力に努めましょう。     ■
 ● 職場における環境保全活動を推進しましょう。                     ■
 ● 地域の環境保全活動を推進しましょう。                           ■ ■
 ● 環境管理体制を整備し、環境に配慮した事業活動を推進しましょう。 ■ ■

環境項目

環境配慮指針
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１　環境配慮の基本的な考え方

■ 事業活動（工場・事業場など）における環境配慮指針と指針の実行により特に効果のある環境項目
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（１）農林業                                            ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 環境保全型の農林業の推進に努めましょう。 ■ ■ ■ ■ ■
 ● 農業や林業からの産業廃棄物の有効利用と適正処理に努めましょう。 ■ ■
 ● 農地や森林の有効活用と交流の推進に努めましょう。 ■ ■ ■ ■

（２）建設業、鉱業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 自然環境や景観にやさしい建築物づくりの推進に努めましょう。 ■ ■ ■ ■ ■
 ● 工事などにともなう廃棄物の再利用や適正処理に努めましょう。 ■ ■
 ● 工事などにともなう粉じんや騒音・振動の発生防止に努めましょう。 ■ ■ ■
 ● 自然環境や景観に配慮した資源の採掘に努めましょう。 ■ ■ ■ ■
 ● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。 ■ ■

（３）製造業 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 環境にやさしい製品の開発や製造に努めましょう。 ■ ■ ■ ■
 ● ごみの減量化や再資源化に適した製品の開発や製造に努めましょう。 ■
 ● 製造工程における環境配慮の推進に努めましょう。 ■ ■ ■ ■
 ● 大気汚染防止対策の充実に努めましょう。 ■
 ● 水質汚濁防止のための排水処理や浄化対策の推進に努めましょう。 ■
 ● 工場や事業場における悪臭防止対策の徹底に努めましょう。 ■
 ● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。 ■ ■

（４）卸売・小売、飲食業 ■ ■ ■ ■ ■

 ● 環境にやさしい商品などの販売に努めましょう。 ■ ■ ■
 ● 容器包装の減量化とリサイクルを推進しましょう。 ■
 ● 飲食におけるごみの減量化やリサイクルに努めましょう。                ■
 ● 周囲の環境に配慮した事業活動に努めましょう。 ■ ■

（５）廃棄物処理業                                  ■ ■

 ● 廃棄物の適正処理の徹底に努めましょう。                       ■
 ● 廃棄物の循環を図った処理に努めましょう。                             ■
 ● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。 ■ ■

（６）エネルギー供給業                               ■ ■ ■ ■ ■ ■

 ● 地球温暖化防止対策を推進しましょう。                       ■ ■
 ● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。                      ■
 ● 海域環境に配慮した安全対策を徹底しましょう。                      ■ ■ ■ ■ ■

（７）運輸・流通業 ■ ■ ■

 ● 効率的な物流などに努めましょう。 ■ ■ ■
 ● 低公害車などによる輸送とエコドライブ、アイドリングストップに努めましょう。 ■ ■ ■

環境項目

環境配慮指針
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2 日常生活における環境配慮指針

1 買い物をするときに

● ごみの排出を少なくするような買い物に努めましょう。

・本当に必要な物か考えて、不要な物は買わないよう心がけましょう。

・マイバッグやマイバスケット、ふろしきなどを買い物に持参し、レジ袋の使用を減

らしましょう。

・紙コップや紙皿、ペーパータオル、割りばしなどの使い捨て製品は、なるべく購入

しないようにしましょう。

・トレイやパックを使っていない簡易包装の商品を優先して購入しましょう。

・修理体制が充実していて長く使える製品を優先して購入しましょう。

・シャンプーや洗剤、調味料などは、詰め替え可能な製品を優先して購入しましょう。

・再使用または再生利用のルートが確立している製品を優先して購入しましょう。

● リサイクル製品や省エネ製品など、環境にやさしい製品を優先した購入に努めましょう。

・エコマークやグリーンマークなど、環境ラベルのある製品を優先して購入しましょ

う。

・ティッシュやトイレットペーパーなどの紙製品は、再生紙を使用した製品を優先し

て購入しましょう。

・電化製品を購入する際は、省エネルギー効果の高い製品を優先して購入しましょう。

● 自然にも健康にもやさしい食生活に努めましょう。

・生産するためのエネルギー負荷が少ない、旬の食材を食べるようにしましょう。

・輸送のためのエネルギー負荷が少ない、地産地消の食材を食べるようにしましょう。
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2 電気・水・ガスなどを使うときに

● 日常生活における電気の節約に努めましょう。

・不要な照明や、電化製品やＯＡ機器などのスイッチはこまめに切りましょう。

・電化製品の待機時電力の使用を控えるため、主電源を切る、コンセントを抜く、省

エネタップを使用するなどしましょう。

・電気ポットや炊飯器を長時間使用しないときは、保温状態にせず、コンセントを抜

きましょう。

・長時間パソコンを使用しないときは、本体の電源を切りましょう。また、少しの時

間、席を外すときは、ディスプレイの電源を切るようにしましょう。

・ストーブやエアコンなどは、使わない季節にはコンセントを抜きましょう。

・エアコンのフィルターをこまめに掃除し、冷暖房の効率を上げましょう。

・掃除機の集じん袋やフィルターはこまめに掃除し、集塵力を高めましょう。

・電球やかさをこまめに掃除し、照明の効果を高めましょう。

・白熱灯を省エネ型蛍光灯に切り替えましょう。

・冷房は28℃、暖房は20℃を目安として設定し、過度の冷暖房を止めましょう。

・夏はクールビズなど涼しい格好で、冬はウォームビズなど１枚多く着ることで、冷

暖房の使用を節約しましょう。

・冷蔵庫には物を詰めすぎず適量を入れ、ドアの開閉回数は少なくしましょう。

・熱い食品などを冷蔵庫に入れるときには、冷ましてから入れましょう。

● 日常生活における水の節約に努めましょう。

・歯磨きや洗顔、シャワー、洗車の際には、水を流し放しにしないようにしましょう。

・蛇口には、節水コマをつけましょう。

・食器洗いは、流しに水を溜めて、まとめて洗いましょう。

・洗濯は、まとめ洗いで回数を減らすとともに、できるだけ溜めすすぎで行いましょ

う。

・水漏れの点検をこまめに行いましょう。

● 日常生活における水の有効利用に努めましょう。

・お風呂の残り湯は、洗濯水や真夏の打ち水などに利用しましょう。

・家庭用の雨水貯留施設などで雨水を溜め、植木への水まきや洗車などに有効利用し

ましょう。
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２　日常生活における環境配慮指針

3 ごみを処理するときに

● 日常生活におけるごみの減量化に努めましょう。

・暮らしの中から生じる廃棄物を、ごみとしてではなく、資源としてとらえ、再利用

を図る意識を持ちましょう。

・紙コップや紙皿、ペ－パータオル、割りばしなどの使い捨て製品は、なるべく購入

しないようにしましょう。

・不用になったものは、知人にゆずったり、フリーマーケットやオークションなどで、

交換し、活用しあいましょう。

・使い切る、食べ切る、ごみの水気を切るなどで、料理からの生ごみを減量しましょう。

・生ごみは、コンポスト容器などを活用し、堆肥として利用しましょう。

・衣料品は、ほころびを繕ったり、リフォームするなどして、長く使いましょう。

・シャンプーや洗剤、調味料などは、詰め替え可能な製品を優先して購入しましょう。

・電化製品は、修理に出すなどして、長く使いましょう。

● 家庭からの雑排水の抑制に努めましょう。

・食用油は使い切るようにし、廃油は流さないようにしましょう。

・食器や鍋などは、汚れを拭き取ってから洗いましょう。

・米のとぎ汁は、植木などにまきましょう。

・三角コーナーに水切りネットなどを付け、調理屑を流さないようにしましょう。

● 日常生活におけるガスや灯油などの節約に努めましょう。

・石油ストーブの反射板やガスコンロのバーナーは、こまめに掃除しましょう。

・灯油などの流出事故がないよう、灯油タンクを定期的に点検しましょう。

・やかんや鍋の底から、ガスコンロの火が外へ大きくはみださないように、火力を調

整して使用しましょう｡

・やかんや鍋は、水滴をよくふき取ってからコンロにかけましょう。

・お湯を沸かすときは、必要な分のみを沸かすようにしましょう｡

・湯沸かし器の種火は、こまめに消しましょう。

・食器を洗うときは、湯沸かし器の温度を上げすぎないようにしましょう。

・お風呂には、家族が続けて入るようにし、追い炊きの回数を減らしましょう。

・浴槽にはフタをし、お湯が冷めにくいようにしましょう。
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● リサイクルに協力しましょう。

・ビールビンなどのリターナブルビンは、販売店に返却しましょう。

・空き缶やビン類、ペットボトル、古新聞、段ボール、牛乳パックなどは、資源回収

に出しましょう。

・町内会や子ども会などが実施している、地域における集団回収や不用品交換会など

のリサイクル活動に参加や協力しましょう。

・小売店が行うトレイやペットボトルなどの分別回収に積極的に協力しましょう。

● ごみの分別など、日常生活におけるごみ処理の適正化に努めましょう。

・ごみの分別方法や収集日など、決められたルールを守りましょう。

・古紙類は、ビニールひもを使わず、紙ひもで結んで出しましょう。

・包装紙、紙箱、雑誌、本などの雑多な紙も分別しましょう。

・ダイレクトメールなどの中身やセロハンを除いた封筒、たたんだ包装紙などは、雑

誌にはさむなどして、古紙として一緒に出しましょう。

・レシートや名刺、メモ書きなどの細かな紙類は、大きめの封筒に保管後、雑誌と一

緒に出しましょう。

・小型の紙箱は開いてビニール類を取り除き、紙ひもでまとめて出しましょう。

4 外出するときに

● 環境に配慮した運転（エコドライブ）などの実践に努めましょう。

・アイドリングストップに努めましょう。

・急発進、急加速、空ぶかし、スピード運転はやめましょう。

・トランクなどを整理し、不必要な荷物は載せないようにしましょう。

・自動車の整備や点検はこまめに行い、燃費を良くしましょう。

● 自動車の使用をできるだけ控えるように努めましょう。

・自動車利用を控え、できるだけ公共交通機関を利用しましょう。

・近距離に出かけるときは、徒歩や自転車を利用しましょう。

・ムダな距離を走らないように、計画的な走行に努めましょう。

・同じ方向に行く場合には、車の相乗りに努めましょう。
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２　日常生活における環境配慮指針

● 低公害車などの環境に負荷の少ない車の利用に努めましょう。

・ハイブリッド自動車などの低公害車や、環境負荷の少ない自動車を使用しましょう。

● マナーを守り、街の美化に努めましょう。

・ペットの糞は、飼い主がきちんと始末しましょう。

・たばこや空き缶などのポイ捨てはやめましょう。

5 家の新・改築や管理をするときに

● 周辺の自然環境や景観などに配慮しましょう。

・周辺の自然環境を壊さないように十分配慮しましょう。

・街の景観などを損なわないようにしましょう。

・隣家への日照などに配慮しましょう。

・除雪や屋根からの落雪などに配慮しましょう。

・庭など、家の敷地における土の面を確保し、雨水の地下浸透に配慮しましょう。

● 省エネルギー型や自然エネルギー型の住宅づくりに努めましょう。

・断熱・通風性などに配慮し、省エネルギー型の住宅設計をしましょう。

・自然の光を屋内にうまく取り込み、省エネルギーに努めましょう。

・網戸やすだれを利用するなど、通風性を良くしましょう。

・ソーラーシステムなどの太陽熱利用機器や太陽光発電の導入を進めましょう。

・雨水を利用するなど、水資源を有効に使いましょう。

● 汚水排水処理施設などの整備と適正管理に努めましょう。

・下水道や農業集落排水施設が整備された地域では、速やかに接続しましょう。

・下水道未整備地域では、生活雑排水とし尿を処理できる浄化槽を設置しましょう。

・下水道の汚水桝や浄化槽は定期的に点検・清掃しましょう。

● 家の周りの緑化に努めましょう。

・生垣の設置や庭木の植栽、鉢植えなどの緑化に努めましょう。

・落ち葉、生ごみなどを堆肥化し、身近な緑を育てましょう。

・庭先の緑は隣家や通行人などの迷惑にならないようにしましょう。

・空き地などは、隣家の迷惑にならないように、きちんと管理しましょう。
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6 近隣公害をなくすために

● 家庭における悪臭の発生防止に努めましょう。

・動物などを飼うときは、糞尿などをきちんと管理しましょう。

・庭先などでのごみの焼却はやめましょう。

・殺虫剤や除草剤などの使用にあたっては、必要最小限に抑えましょう。

● 自動車やオートバイからの騒音防止に努めましょう。

・自動車やオートバイの空ぶかしやアイドリングはやめましょう。

・暴走行為はやめましょう。

・日ごろからきちんと点検や整備をしましょう。

● 家庭における騒音や振動の防止に努めましょう。

・住宅機器（エアコン、電話、換気扇、洗濯機など）を使用するときは、近所に迷惑

がかからないように十分注意しましょう。

・ピアノなど楽器を弾くときやカラオケを使用するときには、防音や時間帯に十分注

意しましょう。

・テレビや音響機器などの音量は小さくし、深夜にはヘッドホンなどを使用しましょ

う。

・ペットの鳴き声などにより、近所迷惑にならないよう、適正な飼育やしつけに努め

ましょう。

・集合住宅では、足音や飛びはね音に注意しましょう。

● 周囲に配慮した除雪に努めましょう。

・集めた雪を隣家の敷地や道路に捨てないようにしましょう。

・地域の除雪活動への協力に努めましょう。

・効率的な除雪のため、路上駐車はやめましょう。
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２　日常生活における環境配慮指針

7 自然とふれあい、文化を育むために

● 自然とふれあいましょう。

・自然にふれあい、感じることを大切にしましょう。

・自然観察会や自然環境調査などへ参加や協力しましょう。

・休日などは、山や海に出かけ、自然に親しむようにしましょう。

・ウォーキングやサイクリングなどで、健康にも環境にも配慮しましょう。

● 自然の重要性を認識しましょう。

・家の周りの動植物について調べましょう。

・木や花、虫や鳥などの生き物の名前を覚えましょう。

・花の咲く時期、虫や鳥がいる時期や場所を知りましょう。

・身の回りの環境を「環境マップ」などを作って調べましょう。

・大気浄化機能や水源涵養機能など自然の持つ公益的機能の重要性を認識しましょう。

● 自然環境を守るためのマナーの徹底に努めましょう。

・自生する植物はむやみに持ち帰らないなど、野鳥や昆虫、植物などの生き物を大切

にしましょう。

・釣り糸の放置は野生生物を傷つける原因になるため、きちんと後始末をしましょう。

・生態系を守るため、外来生物（動物や鳥、魚、昆虫）などを放さないようにしまし

ょう。

・ごみはきちんと持ち帰り、自然に悪影響を及ぼさないようにしましょう。

● 里山などの保全に努めましょう。

・皆と協力しあい、身近な自然である里山の管理に積極的に取組みましょう。

・環境保全団体などが実施する緑化活動に協力しましょう。

・緑化基金や緑化募金に協力しましょう。

● 地域の歴史や文化遺産の保全と継承に努めましょう。

・地域の文化と自然を知り、慈しみましょう。

・地域に伝わる伝説や風習、文化財や名木などの歴史的・文化的遺産を調べましょう。

・地域の祭りや郷土芸能に参加し、文化を受け継ぎましょう。

・歴史や文化の香るまちづくりに参加や協力しましょう。

・地域で、だれもが企画や参画できるイベントを実施しましょう。
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２　日常生活における環境配慮指針

8 一歩進んだ環境配慮を実践するために

● 環境について考え、理解し、行動しましょう。

・自ら環境について考え、足元から行動しましょう。

・環境に配慮した暮らし方をするために、自分たちができること、しなければいけな

いこと、自分たちではできないことを考えましょう。

・自分自身が、環境へどのような影響を与えているかを考えてみましょう。

● 環境に関する情報を収集し、自主学習に努めましょう。

・環境問題について家族や友人など身の回りの人と話し合いましょう。

・環境問題に関するニュースや新聞記事など、情報を調べましょう。

・地球環境問題と私たちの日常生活や事業活動の関わりについて調べましょう。

● 環境学習の場へ積極的に参加しましょう。

・市や環境関連団体などが主催する環境学習会などへ積極的に参加したり、自らのグ

ループでも環境学習会を開催するなどしましょう。

● 日常的にできる環境保全活動を実践しましょう。

・休日などに家族で家の周りの清掃などを行いましょう。

・ｅ－市民認定システム（環境家計簿）を利用して、自分の家のエネルギー使用状況を

把握し、省エネルギーに努めましょう。

● 地域や国際的な環境保全活動へ参加や協力しましょう。

・市や環境関連団体などが主催する環境保全活動へ参加しましょう。

・グループで環境保全活動を企画して、開催しましょう。

・環境に関する国際協力活動へ積極的に参加しましょう。

・環境保全のための基金に協力しましょう。
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3 事業活動における環境配慮指針

1 オフィスなどで

（１）事務用品や備品などを購入するときに

● リサイクル製品や省エネ製品など、環境にやさしい製品を優先した購入に努めまし

ょう。

・グリーン購入の推進に努めましょう。

・エコマークやグリーンマークなど、環境ラベルのある製品を優先して購入しまし

ょう。

・コピー用紙や封筒、トイレットペーパーなどは、再生紙を利用した製品で、でき

るだけ古紙配合率の高い製品を購入しましょう。

・ＯＡ機器などの電化製品を購入するときは、省エネルギー効果の高い製品を購入

しましょう。

・寿命の長い製品の使用に努めましょう。

● ごみの排出が少ない事務用品や備品などの購入に努めましょう。

・紙コップや紙皿、割りばしなどの使い捨て製品は、なるべく使用しないようにし

ましょう。

・リサイクル（再生利用）が容易な素材を使用した製品を購入しましょう。

・過剰包装を控え、簡易包装を進めましょう。

・修理や部品交換が容易なものの購入に努めましょう。

・トナーカートリッジや洗剤などは詰め替え可能な製品を選びましょう。

・リユース（再使用）またはリサイクル（再生利用）のルートが確立しているものを購

入しましょう。
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（２）エネルギーや水などを使用するときに

● 職場における電気やガスなどのエネルギーの節約に努めましょう。

・不要な照明は消しましょう。

・電化製品やＯＡ機器のスイッチはこまめに切りましょう。

・長時間パソコンを使用しないときは、本体の電源を切りましょう。また、少しの

時間、席を外すときは、ディスプレイの電源を切るようにしましょう。

・電化製品の待機時電力の使用を控えるため、主電源を切りましょう。

・電気ポットなどを長時間使用しない場合は、保温状態にせず、コンセントを抜き

ましょう。

・ストーブやエアコンを使わない季節は、コンセントを抜きましょう。

・定期的な清掃などを行い、電化製品の効率的な利用に努めましょう。

・エレベータなどの利用を控え、できるだけ階段を利用しましょう。

・冷房は28℃、暖房は20℃を目安として設置し、過度の冷暖房はやめましょう。

・暖房で汗をかいたり、冷房で寒い思いをすることのない職場環境をつくりましょう。

・冷暖房時は、ブラインドやカーテンを利用して、冷暖房の効果を高めましょう。

・灯油などの流出事故がないよう、灯油タンクを定期的に点検しましょう。

・湯沸器の種火はこまめに消しましょう。

・ガスコンロのバーナーはこまめに掃除し、熱効率を高めましょう。

・定期的に事業所のエネルギー使用量を把握し、効率的な使用に努めましょう。

・業務時間の適正化を図ることで、エネルギー使用を抑えましょう。

● 職場における水の節約や有効利用に努めましょう。

・節水コマや水圧調整により水道使用量を削減しましょう。

・手洗いや食器洗い時などに水を流し放しにしないようにしましょう。

・洗車などのときには、水を流し放しにしないようにしましょう。

・雨水の貯留施設を設置し、水をため、草木への水やりや洗車、敷地内での水まき

などに有効利用しましょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

（３）物品などを廃棄するときに

● 職場におけるごみの減量を推進しましょう。

・両面印刷や両面コピーを心がけましょう。

・ミスコピーや使用済みのコピーの裏面を利用しましょう。

・会議資料の部数やページ数は、必要最小限の量としましょう。

・ＯＡ機器や電化製品は修理に出すなどして長く使いましょう。

● 職場におけるリサイクルを推進しましょう。

・廃棄物は、リユース（再利用）やリサイクル（再生利用）できないかを考えたうえで、

処理しましょう。

・ごみ分別回収ボックスを設置し、分別回収を徹底しましょう。

・空き缶や古新聞、段ボールなどの資源ごみは資源回収に出しましょう。

・包装紙、紙箱、雑誌、本などの雑多な紙も分別しましょう。

・包装紙はたたんで、ダイレクトメールなどは中身をそのまま雑誌にはさんで、封

筒はセロハンを除いて一緒に出しましょう。

・レシートや名刺、メモ書きなどの細かな紙類は、大きめの封筒に保管後、雑誌と

一緒に出しましょう。

・小型の紙箱は開いてビニール類を取り除き、紙ひもでまとめて出しましょう。

・不用な事務用品などは、バザーやフリーマーケットなどを活用し、再利用を図り

ましょう。

・機密文書は、古紙のリサイクルルートを活用するように努めましょう。

● 事業系ごみの適正処理に努めましょう。

・廃棄物などは法令などを遵守し、排出者の責任において適正に処理しましょう。

（４）車を利用するときに

● 低公害車などの環境負荷の少ない車の導入に努めましょう。

・社用車として、ハイブリッド自動車などの低公害車や、より環境負荷の少ない自

動車を積極的に導入しましょう
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● 環境に配慮した運転（エコドライブ）などの実践に努めましょう。

・不要なアイドリングはやめましょう。

・急発進、急加速、空ぶかし、スピード運転はやめましょう。

・不要な荷物は載せないようにしましょう。

・自動車の整備点検はこまめにしましょう。

● 自動車の使用をできるだけ控えるように努めましょう。

・出張などでは、自動車利用は控え、できるだけ公共交通機関を利用しましょう。

・近距離のときは、徒歩や自転車を利用しましょう。

・同じ方向への移動のときは、調整して相乗りするなどして車の使用を控えましょう。

・社内におけるノーマイカーデーなどを実践しましょう。

（５）事務所や工場などを建設や管理するときに

● 周辺の自然環境や景観などに配慮した建築を推進しましょう。

・工場などを設置するときは、周辺の自然環境や景観に十分配慮しましょう。

・近隣への日照などに配慮しましょう。

・看板などの設置に際しては、周囲に与える影響に配慮しましょう。

● 省エネルギー型や新エネルギー型の建築に努めましょう。

・効率的な空調システムを採用しましょう。

・省電力照明機器を採用しましょう。

・断熱・通風性などに配慮した設備の導入を進めましょう。

・太陽光利用システムなどの自然エネルギーの導入を進めましょう｡

・太陽光を上手く取り込み、省エネルギーにつながる建築にしましょう。

・工場排熱など事業から出る未利用エネルギーを熱回収し、有効利用を進めましょう。

・環境に負荷の少ない建築素材などの活用に努めましょう。

● 透水性の確保に努めましょう。

・敷地における土の面を確保し、雨水を地下浸透させましょう。

・駐車場などは、透水性舗装にしましょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

行
動
編

● 汚水排水処理施設などの整備と適正管理に努めましょう。

・下水道などが整備された地区では、速やかに接続しましょう。

・下水道未整備地区については、浄化槽などを設置しましょう。

・下水道の汚水桝や浄化槽は定期的に点検・清掃しましょう。

● 工場や事業場の緑化に努めましょう。

・工場など敷地内の緑化を進めましょう。

・ベランダや屋上の壁面緑化を進めましょう。

● 屋外照明の適正化に配慮しましょう。

・光害を防止するため、照明の時間帯、場所、照明方法に配慮するなど屋外照明の

適正化を進めましょう。

（６）悪臭や騒音・振動などをなくすために

● 工場や事業場における悪臭防止対策の徹底に努めましょう。

・臭気を発生する施設は、密閉性の高い建屋内に収納するとともに、高効率の脱臭

装置を設置しましょう｡

● 社用車両などの騒音や振動の防止を徹底しましょう。

・自動車やオートバイの空ぶかしやアイドリングはやめましょう。

・トラックなどの大型車を使用するときは、走行時間帯や速度などを定め、周囲へ

の騒音や振動に十分注意しましょう。

・バックブザーの音量は、近隣民家の迷惑にならない程度にしましょう。

● 工場や事業場における騒音や振動の防止に努めましょう。

・防音施設などを整備しましょう。

・低騒音、低振動型の機器を導入しましょう。

・場内放送設備や、騒音・振動発生施設・機器などの管理を徹底しましょう。

● 周囲に配慮した除雪に努めましょう。

・集めた雪を隣地や道路に捨てないようにしましょう。

・地域の除雪活動への協力に努めましょう。

・作業時などに悪臭を発生させないよう職員などへの技術的指導を徹底しましょう。
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（７）自然とふれあい、文化を育むために

● 自然の重要性を認識しましょう。

・事業所周辺の地形、地質などの自然環境の特性を把握しましょう。

・事業所周辺の動植物の分布について把握しましょう。

・大気浄化機能や水源涵養機能など自然の持つ公益的機能の重要性を認識しましょう。

● 自然環境に配慮した事業活動を推進しましょう。

・事業活動にともなう、地域の自然環境への負荷を最小限に抑えましょう。

・事業の実施にあたっては、事業の実施時や実施後の環境への影響を予測・評価し、

適切な対策を行いましょう。

・自然の減少につながるような事業活動を行う場合には、代替措置として植林や他

の地域での自然回復に努めましょう。

・事業所内外の動植物を保護しましょう。

・市や環境活動団体が行う自然環境保全施策に協力しましょう。

● 自然環境保全活動への協力に努めましょう。

・市や環境活動団体などが実施する自然観察会や自然環境調査などへの協力や参加

に心がけましょう。

・自然とふれあうレクリエーション事業を開催しましょう。

● 里山などの緑化に対する協力や支援に努めましょう。

・里山の管理に対する協力や支援に努めましょう。

・緑化基金などや地域における緑化運動への協力や支援を心がけましょう。

・緑地協定を結んで緑化に協力しましょう。

● 地域の歴史や文化的遺産の保全と継承に努めましょう。

・歴史的・文化的遺産の保全に協力や支援しましょう。

・地域の祭りやイベントに参加や協力し、地域の活性化に貢献しましょう。

・地域の郷土芸能の保全と継承に協力や支援しましょう。

・歴史や文化の香るまちづくりに参加や協力しましょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

（８）地球環境を良くするために

● 事業活動における二酸化炭素など温室効果ガスの排出抑制に努めましょう。

・工場や事業所などにおける省資源や省エネルギー対策に取り組み、温室効果ガス

の排出削減に努めましょう。

・冷暖房による二酸化炭素の排出の削減に努めましょう。

・工場や事業場などでの新エネルギーの導入を進めましょう。

・原材料の調達過程や製造・輸送過程での温室効果ガスの排出抑制に努めましょう。

● 二酸化炭素の吸収源としての森林の保全と創出に努めましょう。

・地域や地球規模での森林の保全と創出に努めましょう。

・地域の森林や緑地の保全や創出に参加や協力しましょう。

● 地球環境保全のための技術開発を推進しましょう。

・大気汚染、水質汚濁など公害防止技術の研究開発を進めましょう。

・地球温暖化防止などの環境保全技術の開発を進めましょう。

● 地球環境に配慮した事業活動に努めましょう。

・海外進出時は、十分な環境保全対策や環境配慮を実践しましょう。

● 酸性雨原因物質の排出抑制に努めましょう。

・硫黄酸化物や窒素酸化物対策を進めましょう。
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（９）一歩進んだ環境配慮を実践するために

● 職場における環境教育の推進に努めましょう。

・職場における環境教育を実施しましょう。

・環境保全についての専門的な知識や資格を持った人材を育成しましょう。

● 市やＮＰＯなどが行う環境学習会などへの協力に努めましょう。

・市や環境活動団体などが主催する環境学習会へ参加し、環境活動に関する情報交

換の場を活用しましょう。

・市や環境活動団体などが主催する環境学習会などへ協力や支援しましょう。

● 職場における環境保全活動を推進しましょう。

・職場でできる環境保全活動を実践してみましょう。

・環境保全活動を企画し、地域貢献に努めましょう。

● 地域の環境保全活動を推進しましょう。

・地域で行う環境保全活動への参加や支援を行いましょう。

・環境保全のための基金に協力しましょう。

・緑を守る運動、河川の水質改善に関する活動などに参加・協力しましょう。

● 環境管理体制を整備し、環境に配慮した事業活動を推進しましょう。

・環境情報を広く公表しましょう。

・環境に配慮した行動に関するマニュアルや指針を作成しましょう。

・環境保全に関する基本方針や行動指針を定めましょう。

・環境保全のための担当部署や専任者を設置しましょう。

・事業の計画段階で環境への影響を検討しましょう。

・事業実施後の環境への影響を把握し、必要に応じ、適切な対策を行いましょう。

・環境マネジメントシステムの導入により環境負荷の低減に努めましょう。

・環境報告書やホームページなどで、積極的に環境活動事例などの情報を公開

しましょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

1 工場・事業場などで（業種別）

（１）農林業

● 環境保全型の農林業の推進に努めましょう。

・水源涵養機能を高めるようにしましょう。

・田畑や自然林などの良好な景観を保全しましょう。

・動植物の生息環境の維持に努めましょう。

・稲わらや生ごみの堆肥化などを活用した有機栽培を進めましょう。

・農薬や化学肥料の使用を減らしましょう。

・悪臭発生防止のため、堆肥などをきちんと管理しましょう。

・多様な森林づくりをしましょう。

・森林は、植栽や施肥、枝打ちなどを実施し、適正に管理しましょう。

● 農業や林業からの産業廃棄物の有効利用と適正処理に努めましょう。

・ビニールハウスの資材などの廃棄物は自家焼却せず、適正に処理しましょう。

・再資源化できるものについては、再資源化しましょう。

・伐採で生じる木屑などは堆肥化するなど、有効利用しましょう。

・再資源化できないものについては、適正処理しましょう。

・稲わらや剪定枝など、農林業の廃棄物の野焼きはやめ、適正に処理しましょう

● 農地や森林の有効活用と交流の推進に努めましょう。

・消費者に、環境保全型農業をＰＲしましょう。

・ボランティア活動などの受け入れなど、市街地住民などとの交流を進めましょう。

・森林浴などの推進に努めましょう。
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（２）建設業、鉱業

● 自然環境や景観にやさしい建築物づくりの推進に努めましょう。

・環境共生型住宅の開発及び普及拡大に努めましょう。

・環境に配慮した設計をし、周辺の緑化を図りましょう。

・高層の建物の建設時は、日照や景観に与える影響を検証しましょう。

・省エネルギー型の建築物づくりを進めましょう。

・太陽光利用システム・自然換気などの自然エネルギーの導入を進めましょう｡

・排熱を冷暖房や給湯の熱に利用するようなエネルギー供給システムの導入を進め

ましょう｡ 

・建築物などの色彩や形状などが周辺の景観と調和するようにしましょう。

・建築物の長寿命化やリフォーム志向型設計の採用に努めましょう。

● 工事などにともなう廃棄物の再利用や適正処理に努めましょう。

・環境に負荷の少ない建築資材などの活用に努めましょう。

・再資源化が可能な建設副産物や廃棄物の再利用など、資源の有効活用に努めまし

ょう。

・効率的な建設を行い、工程から発生する廃棄物の抑制に努めましょう。

・型枠用熱帯木材などの使用を削減しましょう。

・廃材や鉄筋などの廃棄物は、適正に処理しましょう。

● 工事などにともなう粉じんや騒音・振動の発生防止に努めましょう。

・建設工事などを実施するときは、騒音・振動が少なかったり、排ガス対策がとら

れたりしている建設機材などを使用しましょう。

・周辺の住民から苦情がでないよう工事などの内容を住民に説明し、理解を得られ

るようにしましょう。

● 自然環境や景観に配慮した資源の採掘に努めましょう。

・自然環境や景観、周辺地域に十分配慮した採掘場の選定に努めましょう。

・貴重な動植物や地質などの情報収集を行い、保全に努めましょう。

・水質汚濁などの公害や災害発生の少ない工法を用いましょう。

● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。

・管理体制を確立して安全対策を徹底しましょう。

・緊急時対策を徹底し、地域住民の安全性に十分配慮しましょう。

・周辺自治体との連携強化に努めましょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

（３）製造業

● 環境にやさしい製品の開発や製造に努めましょう。

・エコマーク、グリーンマークなどの環境ラベルの製品の開発や製造に努めましょ

う。

・再生紙を利用した製品の開発や製造に努めましょう。

・省エネルギー型の電化製品などの開発や製造に努めましょう。

・自然界で分解される素材を活かした製品の開発や製造に努めましょう。

・重金属や有害化学物質の少ない環境にやさしい製品の開発・製造に努めましょ

う。

● ごみの減量化や再資源化に適した製品の開発や製造に努めましょう。

・分解や解体しやすくリサイクル（再生利用）が容易な素材で製品を開発や製造し

ましょう。

・ごみになる量が少ない製品を開発や製造しましょう。

・部品の共通規格化や交換化、長期間の保管など、持続的に使用可能な製品の開発

に努めましょう。

・修理が可能で長持ちする製品をつくりましょう。

・詰め替え可能な製品の開発や製造をしましょう。

・製品の梱包に際してはリサイクル（再生利用）しやすい梱包材を活用しましょう。

● 製造工程における環境配慮の推進に努めましょう。

・製造工程から排出される廃棄物の減量や再資源化に努めましょう。

・製造工程の効率化、排熱の有効利用など省エネルギー対策を進めましょう。

・廃棄物を資源として利用する産業と協力し合いましょう。

・ライフサイクルアセスメントを導入し、事業活動における環境への負荷の把握、

低減に努めましょう。

・製造工程で使用する化学物質などは適正に管理し、廃棄するときは適正に処理し

ましょう。

・低騒音・低振動型の機器を導入しましょう。

・未利用エネルギーや自然エネルギーを活用しましょう。

・原料や部材の調達段階にも環境配慮の視点を導入しましょう。
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● 大気汚染防止対策の充実に努めましょう。

・揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の発生を抑制し、光化学スモッグの発生を防止しま

しょう。

・大気汚染の防止に係る高効率な設備の導入や環境負荷の少ない燃料への転換など

に努めましょう。

・施設の管理を徹底しましょう。

・作業時などに大気汚染を発生させないよう職員などへの技術的指導を徹底しましょう。

・大気汚染防止のための測定や調査や研究を推進しましょう。

● 水質汚濁防止のための排水処理や浄化対策の推進に努めましょう。

・排水の管理体制を整備しましょう。

・排水処理施設の整備充実を図るとともに、定期的な排水の水質調査を実施しまし

ょう。

・地下水汚染防止のための排水対策や油などの流出などの事故がないよう、排水汚

濁防止体制を整えましょう。

● 工場・事業場における悪臭防止対策の徹底に努めましょう。

・臭気を発生する施設は、密閉性の高い建屋内に収納するとともに、適切な処理装

置の導入など、悪臭の排出防止を図りましょう。

・作業時などに悪臭を発生させないよう職員などへの技術的指導を徹底しましょう。

・社内外の状況を確認するなどして、悪臭防止のための調査や研究を推進しましょう。

● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。

・管理体制を確立して安全対策を徹底しましょう。

・緊急時対策を徹底し、地域住民の安全性に十分配慮しましょう。

・周辺自治体との連携強化に努めましょう。

（４）卸売・小売、飲食業

● 環境にやさしい商品などの販売に努めましょう。

・エコマークやグリーンマークなどの環境ラベルの製品の販売を進めましょう。

・地場産や有機栽培の農作物をすすんで販売しましょう。

・リサイクル製品や省エネ商品の販売を進めましょう。

・動植物の輸入や販売などをするときは、貴重な野生生物の保護に十分注意しまし

ょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

● 容器包装の減量化とリサイクルを推進しましょう。

・包装紙や使い捨て容器の使用を減らし、過剰包装の低減に努めましょう。

・詰め替え売りや量り売りなどに努めましょう。

・トレイやペットボトルなどの分別回収ボックスを設置しましょう｡

・チラシやポスター、包装材などに再生紙を使用しましょう。

・使用済みの段ボール箱を再資源化しましょう。

・マイバッグやマイバスケット、ふろしきなどの使用を進め、レジ袋の削減に努め

ましょう。

・廃棄物処理の担当者を置きましょう。

・廃棄物の保管場所を設置し、きちんと管理しましょう。

● 飲食におけるごみの減量化やリサイクルに努めましょう。

・割り箸や食べ残し、調理くず、廃食用油などを分別し、再生利用を進めましょう。

・生ごみの発生を抑えるために、食材の効率的な利用を図るほか、生産数や入荷数

を適正化するなどしましょう。

・飲食店では食べ残しを減らすため、食事の分量に配慮するようにしましょう。

● 周囲の環境に配慮した事業活動に努めましょう。

・深夜や早朝の配送車からの騒音に十分注意しましょう。

・看板や建物などは、周辺の景観に十分注意しましょう。

・ネオンや照明などは、最小限にし、使用時間に十分注意しましょう。

・拡声器などを使用するときは、音量や時間に十分注意しましょう。

（５）廃棄物処理業

● 廃棄物の適正処理の徹底に努めましょう。

・廃棄物を保管するときは、流出や飛散などがないよう保管基準の遵守を徹底しまし

ょう。

・廃棄物処理に関する情報を公開しましょう。

・有害物質などの排出抑制に努めましょう。

● 廃棄物の循環を図った処理に努めましょう。

・リユース（再利用）が可能なものは、そのまま再利用に努めましょう。

・リユース（再利用）ができない場合でも、リサイクル（再生利用）が可能なものは、

再生利用に努めましょう。
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３　事業活動における環境配慮指針

● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。

・管理体制を確立して安全対策を徹底しましょう。

・緊急時対策を徹底し、地域住民の安全性に十分配慮しましょう。

・自治体との連携強化に努めましょう。

（６）エネルギー供給業

● 地球温暖化防止対策を推進しましょう。

・環境に負荷の少ない自然エネルギーなどの新エネルギーの研究や開発を進めましょう。

・消費者に地球温暖化に関する情報や省エネルギーの方法などの情報提供に努めま

しょう。

● 地域住民への安全対策を徹底しましょう。

・管理体制を確立して安全対策を徹底しましょう。

・緊急時対策を徹底し、地域住民の安全性に十分配慮しましょう。

・周辺自治体との連携強化に努めましょう。

● 海域環境に配慮した安全対策を徹底しましょう。

・油の流出などによる水質汚濁事故が発生しないよう適正な管理に努めましょう。

（７）運輸・流通業

● 効率的な物流などに努めましょう。

・貨物鉄道や海運などの活用による物流の効率化（モーダルシフト）の推進につとめ

ましょう。

・共同輸配送を実施するなど、貨物輸送の効率化を進めましょう｡ 

・配送システムの情報化、集積化による配送効率の向上を図りましょう。

・過積載しないように十分注意しましょう。

・輸送車用の最短走行ルートを選定しましょう。

● 低公害車などによる輸送とエコドライブ、アイドリングストップに努めましょう。

・低公害車など、より環境に負荷の少ない車を使用しましょう。

・荷物の積み卸し時や、時間待ちや客待ち時には、車のエンジンを止め、アイドリ

ングストップを徹底しましょう。

・急加速や急発進をしない、適正速度を守るなど、社員へのエコドライブを徹底さ

せましょう。



地域編 地域づくりにおける環境配慮の推進

１　地域区分
２　地域別環境配慮の基本的方向



!地域編の概要!

地域の環境は、山や川、森などの自然のものや、道路、

建物などの人工のものまで様々な要素から構成され、そ

れらは環境面から見た資源（環境資源）として捉えるこ

とができます。これらの環境資源の保全と持続的な活用

を図っていくためには、地域の環境特性を把握した上で、

適切な環境への配慮を行い、「計画編」で示した環境施策

などを効果的に推進していく必要があります。

地域の環境特性に基づいた適切な配慮がなされなかっ

た場合は、貴重な自然の喪失や災害、環境汚染などが発

生することがあります。その一方で、適切な配慮がなさ

れた場合は、環境資源の保全が図られるとともに地域環

境を以前よりも良好なものにしていくこともできます。

本編は、市域における地域ごとの基本的な環境特性を

示すとともに、土地利用などにおける環境への配慮を進め

ていくためのガイドラインとしての役割を担うものです。
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1 地域区分

1 地域区分

地域の区分にあたっては、他の計画との整合性などを考慮して、秋田市総合計画に準拠

し、以下の７地域を設定します。ただし環境面を考慮したため、河川流域境界を用いるな

ど、一部異なっているところもあります。
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1 中央環境地域 

2 東部環境地域 

3 西部環境地域 

4 南部環境地域 

5 北部環境地域 

6 河辺環境地域 

7 雄和環境地域 
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地  域  名 地域の範囲（住居表示、大字等）

中 央 環 境 地 域
大町、旭北、旭南、川元、川尻、山王、高陽、保戸野、秋操駅西側の泉、千秋、
中通、南通、楢山、茨島、八橋、卸町

東 部 環 境 地 域
手形、手形山、秋操駅東側の泉、旭川、東通、横森、桜、桜ガ丘、桜台、新藤田、
濁川、添川、広面、柳田、山内、仁別、太平、下北手

西 部 環 境 地 域 新屋（勝平含む）、新屋町、浜田、下浜、豊岩

南 部 環 境 地 域
牛島東、牛島西、牛島南、前記以外の牛島、大住、仁井田、御所野、御野場、
四ツ小屋、上北手、大平台、山手台

北 部 環 境 地 域
金足、下新城、上新城、飯島、外旭川、港北、土崎港中央、土崎港東、
土崎港西、土崎港南、土崎港北、前記以外の土崎港、寺内、将軍野東、
将軍野南、前記以外の将軍野

河 辺 環 境 地 域
河辺赤平、河辺岩見、河辺大沢、河辺大張野、河辺北野田高屋、河辺三内、
河辺神内、河辺高岡、河辺戸島、河辺豊成、河辺畑谷、河辺松渕、河辺諸井、
河辺和田

雄 和 環 境 地 域
雄和萱ケ沢、雄和碇田、雄和神ケ村、雄和新波、雄和向野、雄和左手子、雄和和繋、
雄和女米木、雄和戸賀沢、雄和相川、雄和種沢、雄和平尾鳥、雄和妙法、雄和石田、
雄和平沢、雄和下黒瀬、雄和椿川、雄和田草川、雄和芝野新田
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地域区分

2 地形から見た地域内の地区区分

秋田市の市域は、地形が多様であり、それが植生の分布をはじめ、農地や市街地などの

形成に大きく影響している特徴があります。したがって、植生や土地利用が地形ごとにま

とまった様相を呈しており、その形状や位置などを把握することが環境への配慮を進めて

いく上で重要となってきます。

これらのことから、地形からみた区分を、ａ山地及び段丘と谷、ｂ砂地の砂丘や砂堆・

自然堤防、ｃ標高の低い平野の３つに大別します。

次項の「地域別環境配慮の基本的方向」においては、この大きな地形のまとまりを示し

て地域内の地区区分とし、その地区ごとに基本的な特性と環境配慮の視点を示しています。

地形など基本的な自然条件の把握は、地形分類図（国土庁調整）、土地利用現況図（国

土庁調整）に基づいています。

各地域の人口は、平成17年10月１日の国勢調査の数値を基にしています。

砂堆：河川や潮流、波の作用によって砂が堆積することで形成された地形 
段丘：過去の海面・湖面の変動や河川の変遷に伴って形成された階段状の地形 

b 砂丘・砂堆・自然堤防 

a 山地および段丘と谷 

c 平野 

秋田市の地形イメージ
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地域区分

a：山地及び段丘と谷 
b：砂丘・砂堆・自然堤防 
c：平野 
 

6a

6a
6c

4a

2a

5a

5c 5c

1c

2c

4c

7c

7c

5b

3b

3b

7a

7a

3a

3c
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2 地域別環境配慮の基本的方向

1 中央環境地域

【地域の概況】

中央環境地域は、本市における各種機能の中枢をになう市街化地域であり、都市基盤が

整備されていますが、県都の顔としてより都市求心性を高めるとともに居住環境の充実が

求められています。

このうち、秋田駅周辺については、空洞化した中央街区の活性化施策や、駅東地区から

大町・山王地区までの連続性を考慮した地下自動車道の整備が進められています。また、

千秋公園については、本市を代表する憩いの場として整備され、まちの魅力を高めるため

の取組が行われてきています。

山王地区は、官公庁街を中心に周辺の八橋運動公園の整備と連動しながら、整然とした

空間として整備が進められてきています。

旭北、旭南、川尻、高陽、保戸野、八橋、泉、南通、楢山、茨島地区などの住宅地につ

いては、良好な居住環境の保全が求められています。

面　積

人　口

約17! （1.9%）

約77,000人
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【地域住民の地域環境に対する意識】

本計画の策定にあたって、平成18年１月に実施した市民を対象とした意識調査による

と、本地域の住民の環境に対する意識では、満足・やや満足が高い値を示した項目は、

「山や森などの緑の状態」「山や川などの自然の景観」などで、逆に不満・やや不満とした

項目は、「雪との関わり」「ごみの散乱状態」で、これは市内に共通の傾向でした。

本地域の特徴としては、「山や森などの緑の状態」についての満足が高い反面、「騒音や

振動の状態」や「建物や街並みなどの景観」「河川や沼などの水質や水辺の状態」につい

ての不満が高いことがあげられます。これは、この地域が商業施設や事業所の多い市街化

区域にあることや、水質の良好な旭川が貫流しているものの水への親しみが少ないことか

らきているものと思われます。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 16.0 12.3 58.0 9.9 2.5 1.2

3.77.429.638.314.86.2

2.5

8.6

12.3

12.3

8.6

11.1

11.1

11.1

2.5

3.7

4.9

3.7

3.7 8.6 46.9 30.9 7.4 2.5

4.9 63.0 12.3 4.9 11.1

8.6 25.9 39.5 19.8

8.6

8.61.2 34.6 54.3

59.3 18.5 4.9 4.9

9.9

4.9 11.1 50.6 23.5 6.2 3.7

45.7 33.3 6.2

11.1 4.914.8 58.0

21.0 53.1 12.3

13.6 53.1 13.6 8.6
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1.2
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!住まいの環境への満足度（中央環境地域）
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年３月に公募の市民22名により、中央環境地域の

環境市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合

いました。

「千秋公園」は、本市のシンボル的なものとして、市民の憩いの場や観光資源とし

てよりよいものとして整備していく必要があるとの意見が出されています。また、中

央環境地域には神社仏閣等歴史的な風情の街並みが多く、歴史的環境に関する教育・

学習や観光案内の整備、雄物川・旭川等の親水性の確保、街路樹の整備等についての

意見も出されています。

②環境資源と環境配慮の方向

!世代間、地域内の
積極的な交流
!地元の人の積極的利用
!人が集まるイベントを行う

!人が集まるイベントを行う !桜の樹勢回復
!利用のしやすさの追求
!子供が楽しんで利用できる工夫、催し
!秋田駅からのアクセス整備
!駐車場の整備
!グリーンマップの作成

千秋公園

歴史的な風情・町名

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

!地域の歴史を学ぶ !案内標識の定期的更新 !観光案内の整備
!観光客向け説明パネルなど
!道路標識、案内標識などの定期的更新
!歴史的環境についての教育や学習

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

旭川などの河川
!ごみを捨てない !河川敷整備

!草刈り
!リアルタイムの水質表示
!もっとサケが戻ってくるように

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

幹線道路の街路樹
!植栽と生活環境のバランスを取る
!鳥のフン害対策 !虫対策
!街路樹のオーナー制度創設
!タブの木の品種改良

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

生き物と触れあえる場所
! !緑のネットワークの整備

!安全の度合い明示市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

地
域
編
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「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見
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【基本的な自然条件と環境配慮】

中央環境地域には、過去に何度も河川が流路を変え、潟や湖沼を形成していた標高の低

い平野（1c）が広がっています。その中で、千秋公園の小さな山地地形（1a）や、いく

つかの砂堆・自然堤防（1b）が島状に分布しています。
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地域別環境配慮の基本的方向

1a 中央環境地域段丘地区：小さな段丘の地区

◆全体的な配慮の方向
都心の都市空間において貴重な千秋公園の景観や快適性への配慮が特に望まれます。

基本的な特性
!地盤、水系関連
・島状の段丘で、段丘際には極めて急な斜面が分布し、
災害関連の指定がされています。
・周囲を囲む市街地からの景観上重要な地形です。

!植生関連
・水辺もある都心の公園で、自然林が分布しています。

!その他
・城跡としての歴史があり文化財も集まっています。

・斜面崩壊の災害防止
・特徴的な景観の保全　

・歴史的環境の保全

・自然の連続性やまとまりの保全
・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点

1b 中央環境地域砂堆地区：砂堆・自然堤防で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
都心付近における良好な住環境形成への配慮が特に望まれます。

基本的な特性
!地盤、水系関連
・雨水が浸透しやすく、乾燥、安定した砂地の地盤が主
体です。

!植生関連
・植生は乏しくほぼ全域が宅地です。

!その他
・秋田市の都心市街地で建物の密度が高く、高層のビル
やマンションも多く集まっています。

・雨水地下浸透機能の保全　

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と良好な
景観の形成

・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点

1c 中央環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
被害が大きくなりやすい都心市街地の水害や軟弱地盤への配慮が特に望まれます。

基本的な特性
!地盤、水系関連
・全体に標高が極めて低く、軟弱な沖積層が厚く堆積し
ています。
・市街地を草生津川、旭川が旧雄物川へ流れています。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・植生は乏しくほぼ全域が宅地です。
・雄物川は水辺と特有の植生が相まって、多様な生態系
を形成しています。

!その他
・秋田市の都心市街地で建物の密度が高く、高層のビル
やマンションも多く集まっています。

・氾濫、軟弱地盤、液状化による災害の防止
・雨水貯留機能の向上
・河川・池の質や機能の保全

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と良好な
景観の形成

・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点
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域
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2 東部環境地域

【地域の概況】

東部環境地域は、東に山地が広がり、市街地においては、周辺の緑豊かな環境が活かさ

れるとともに、居住性の高いまちが整備されてきています。

このうち、秋田駅周辺については、駅西側と一体となった開発が進められつつあり、本

市の東玄関として、各種整備事業などの実施により都市機能の充実が図られてきています。

中心部に近接する手形、旭川、東通、横森、桜、新藤田、広面地区等の住宅地について

は、下水道や道路などの基盤整備により、居住環境の向上が図られてきています。中でも、

秋田大学や秋田経済法科大学（ノースアジア大学）の周辺地区は良好な学園都市として、

大学と調和したまちづくりが進められてきています。

添川、柳田、下北手地区などの周辺の農業地域については、農道等生産基盤の整備が進

められる一方で宅地化も進められてきています。

豊かな自然が保たれている山内、仁別、太平地区については、農用地のほか、観光・レ

クリエーション地としての活用も図られてきています。

面　積

人　口

約167! （18.4%）

約66,000人
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民の地域環境に対する意識】

本地域の住民の環境に対する意識では、満足・やや満足が高い値を示した項目は、「山

や森などの緑の状態」「山や川などの自然の景観」「空気の状態」などで、逆に不満・やや

不満とした項目は「雪との関わり」（約８割）や「騒音や振動の状態」「ごみの散乱状態」

（約４割）「河川や沼等の水質や水辺の状態」「海の水質や海岸の状態」「建物や街並みなど

の景色」「歴史的文化的な雰囲気」（約３割）でした。「街並みの景観騒音や振動の状態」

については満足、不満足がほぼ３割と同程度であり、これは本地域の特性として、駅の東

側周辺の市街地と山地に近い郊外で住環境に違いがあるためと思われます。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21.4

5.7

1.4 8.6

10.0 12.9

12.9 12.9 65.7 7.1

38.6 25.7 12.9

47.1 27.1 12.9

15.7 42.9 28.6 2.9

2.9

4.3

25.7 47.1 4.3

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

4.31.4

5.738.635.715.7
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17.1
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1.4
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2.9
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2.9
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2.9 5.7

15.7 57.1 24.3

65.7 8.6 4.3 12.9

14.3 21.4 61.4

17.1 62.9 8.6 5.7
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11.4 52.9 24.3 5.7

57.1 27.1 4.3

4.3

20.0 54.3 8.6

32.9 38.6 8.6

25.7 45.7 15.7

31.4 50.0

0.0

0.0

0.0

1.4
0.0

0.0
1.4
1.4

1.4
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0.0

!住まいの環境への満足度（東部環境地域）
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【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年２月に公募の市民16名により、東部環境地域の

環境市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合

いました。

街路樹や桜並木など身近な緑の保全が必要であるとの意見や、太平川などの水質を

ホタルやメダカ等が住めるように、よりよいものとして守っていく必要性についての

意見が出されています。また、太平山や仁別の自然を地域のシンボルとして受け止め、

自然との付き合い方について学習していく必要性や、景観としての太平山を守るため

まちづくりへの規制の必要性などの意見が出されています。

②環境資源と環境配慮の方向

!市民自ら心がける
!各家庭から汚れ等を出さない
!ごみの不法投棄をしない

!清掃活動
!事業者と市民の連携

!ホタルの保護
!保護地区指定
!保護活動に対する補助

きれいな水質

野生の動植物の保護

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

!市民自ら心がける
!各家庭から汚れ等を出さない
!ごみの不法投棄をしない

!清掃活動
!事業者と市民の連携市

　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

緑の街路樹
!市民自ら心がける
!各家庭から汚れ等を出さない
!ごみの不法投棄をしない

!清掃活動
!事業者と市民の連携

!街路樹の適正管理
!植樹
!苗木等支援

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

環境にやさしい街
!各家庭で気をつける
!清掃活動
!市民団体で調査

!事業者の自発的な清掃
!事業者と市民の連携

!廃棄物業者への指導
!ポイ捨てパトロール
!自発的な清掃活動の促進
!昼間の消灯指導

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

太平山の景観・自然
!自然とのつきあい方や
生活の知恵をＰＲ !不法投棄しない

!市街地への高層建築物の
建設の規制市

　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見
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地域別環境配慮の基本的方向

【基本的な自然条件と環境配慮】

東部環境地域には広大な山地（2a）が広がる中で、西端に、過去には何度も河川が流

路を変え、潟や湖沼を形成していた標高の低い平野（2c）があります。
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2a 東部環境地域山地地区：険しい斜面と谷（谷底平野）で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
広大で豊かな森林がもたらす自然生態系や国土保全機能と、下流域の災害や水質への配慮が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・河川沿いに細長い谷が形成され、谷際や河川の最上流
一帯には極めて急な斜面が分布し、全体的に災害関連
の指定が多数されています。
・雄物川に流入する旭川水系、八田川水系、太平川水系、
宝川水系の上流域および源流域です。
・谷を利用してため池が多く設けられています。
・長滝、金山滝、鶏鳴滝、不動滝、仁別渓谷は重要な景
観地形です。

!植生関連
・斜面の半分程度はスギ植林ですが、最上流域の太平山
をはじめ自然林や二次林の他貴重な植生も多く分布
し、原生的で多様な生態系を形成しています。
・最上流の自然林一帯は国有林や太平山県立自然公園
で、全体的に市有林が多数あります。
・谷は水田に利用され、小さな宅地が点在し、一部に水
辺特有の植生が分布しています。

!その他
・旭川の仁別付近にはレジャー施設等が集まっています。
・その他に主な施設としては、秋田自動車道および秋田
中央IC、ゴルフ場があります。
・簡易水道などの水源があります。

・斜面崩壊、土石流、氾濫等による
災害防止
・国土保全機能の向上
・下流域の災害、水質等に対する環境保全
・河川・池の質や機能の保全
・特徴的な自然景観の保全　　　　

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と
良好な景観の形成
・水道の水質、水量の保全

・原生性や多様性の保全
・自然の連続性やまとまりの保全
・森林の国土・環境保全機能の向上
・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点

2c 東部環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
市街地や下流の中央環境地域および南部環境地域における水害や軟弱地盤への配慮が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・全体に標高が極めて低く、軟弱な沖積層が厚く堆積して
います。
・市街を旭川・太平川などが、中央環境地域および南部環
境地域へ流れています。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・植生は乏しく全体に比較的新しい宅地が広がり、都心
へ連続しています。

!その他
・秋田駅やJR奥羽本線の東側に位置しています。

・氾濫、軟弱地盤、液状化、斜面崩壊
（隣接する山地）による災害の防止
・河川・池の質や機能の保全
・雨水貯留機能の向上

・自動車公害、事故、災害の防止

・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点
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地域別環境配慮の基本的方向

3 西部環境地域

【地域の概況】

西部環境地域は、日本海と雄物川や旧雄物川に挟まれた砂丘・丘陵地が南北に延び、古

くからの商工業地と住宅地域が形成され、産業や生活の基盤整備が進められてきています。

さらに南には、山地が広がっています。

このうち向浜地区については、工業専用地域として活用が図られ、勝平地区は、住宅地

域として整備が進められています。また、海岸部においては、大規模な風力発電施設が設

置されています。

新屋、浜田地区については、秋田公立美術工芸短期大学、大森山公園・動物園、大川端

帯状近隣公園などが整備されるとともに、良好な居住環境の整備も進められてきています。

豊岩、下浜地区においては、豊かな自然とともに、農地が保全され、生活基盤の整備や

環境に配慮した工業団地の整備も図られてきています。

また、下浜地区等の海岸部は、海水浴場として活用されています。

面　積

人　口

約83! （9.2%）

約37,000人
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152!秋田市環境基本計画

【地域住民の地域環境に対する意識】

本地域の住民の環境に対する意識は、満足・やや満足が高い値を示した項目は、「空気の

状態」「山や森などの緑の状態」「山や川などの自然の景観」で、逆に不満・やや不満とし

た項目は、「雪との関わり」「ごみの散乱状態」「建物や街並みなどの景観」「騒音や振動の

状態」でした。

本地域の特徴としては、「騒音や振動の状態」についての不満が高いことがあげられま

す。これは、住宅地が工業地帯や主要幹線道路に近接している地域があることなども一因

と思われます。また、「海の水質や海岸の状態」についての不満が高い値を示しており、

これは、海水浴場ともなっている海浜が、漂着物による環境悪化を受けやすいためと思わ

れます。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 36.5

13.5

9.6

17.3

25.0

21.2

19.2

7.7

26.9

15.4

9.6

9.6

5.8

7.7 55.8 23.1 5.8 5.8

1.9 28.8 32.7 32.7

9.6

9.6 44.2 19.2 13.511.5

3.8 3.8 61.5 13.5 15.41.9

59.6 11.5 3.8 9.6

7.7 53.8 17.3 5.8 5.8

5.8 50.0 19.2 11.5 3.8

13.5 55.8 9.6 3.81.9

13.5 36.5 11.5 3.8 7.7

11.5 48.1 21.2 7.7 3.8

11.5 50.0 11.5 3.83.8

13.5 32.7 15.4 11.5 5.8

5.8 48.1 13.5 3.83.8

7.7 42.3 17.3 13.5

7.7 44.2 23.1 5.8 9.6

9.6 46.2 17.3 7.7 5.8

17.3 32.7 7.7 3.8 1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

!住まいの環境への満足度（西部環境地域）
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年２月に公募の市民14名により、西部環境地域の

環境市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合

いました。

松くい虫被害の砂防林の回復を図るとともに、かつて多くの貴重な動植物のいた海

岸をよりよいものとして保全していきたいとする意見や、新屋地区を中心にあった多

くの湧水をかつての安全でおいしい湧水として回復させたいとの意見が出されていま

す。また、桜並木・雄物川の河川敷を保全・整備していく必要性や、ごみの散乱のな

い街として保全していきたいとする意見が出されています。

②環境資源と環境配慮の方向

!マナーを守る
!清掃活動

清掃活動
!事業者と市民の連携

!植物保護のパトロール
!松くい虫の防除
!グミ、はまなす等の植栽

海岸の保全

地下水・湧水

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

!湧水地の清掃
!湧水の大切さ ＰＲ
!地下の浸透し易い住宅の建設

清掃活動
!事業者と市民の連携

!湧水の状況調査
市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

桜並木
!マナーを守る
!清掃活動

清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!桜の虫害防除
!帯状公園の水の流れ改良
!せせらぎを清流に改良

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

ごみのない街
!マナーを守る
!清掃活動

清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!条例等による罰則の徹底
市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

雄物川の河川敷
!マナーを守る
!清掃活動

清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!植樹（木かげの創造）
!あづまや等の憩いの場設置
!トイレ設置

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

地
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「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見



154!秋田市環境基本計画

【基本的な自然条件と環境配慮】

西部地域の南には山地（3a）が広がり、西の日本海沿岸には大規模な砂丘（3b）が広

がっています。東の雄物川に沿って標高の低い平野（3c）が延びており、その中にはい

くつかの砂堆・自然堤防（3b）が島状に分布しています。



地域編!155

地域別環境配慮の基本的方向

3a 西部環境地域山地地区：斜面と谷（谷底平野）で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
恵み豊かな里山の景観と多様な自然生態系への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・河川沿いに細長い谷が形成され、谷際には極めて急な
斜面が分布し、災害関連の指定が多数されています。
・雄物川に流入する小河川と、日本海へ流入する小河川
の上流域および源流域です。
・谷を利用してため池が多数設けられています。

!植生関連
・斜面にはスギ植林、クロマツ植林と二次林が混在し、
自然林も点在して、里山の多様な生態系を形成してい
ます。
・市有林が多数あります。
・谷は水田に利用され、小さな宅地が点在し、水辺特有
の植生が多数分布しています。

!その他
・簡易水道などの水源があります。

・斜面崩壊、土石流、氾濫等による災害防
止
・国土保全機能の向上
・下流域の災害、水質等に対する環境保全
・河川・池の質や機能の保全

・水道の水質、水量の保全

・自然の連続性やまとまりと多様性の保全
・森林の国土・環境保全機能の向上
・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点

3b 西部環境地域砂丘・砂堆地区：日本海沿岸の砂丘を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
日本海に臨む広大な砂丘の景観と砂丘特有の自然生態系への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・雨水が浸透しやすく、乾燥、安定した砂地の地盤が主
体で、沿岸特有の強風や飛び砂があります。
・いくつかの小河川が日本海へ流れています。
・一部に小規模な低湿地が形成され、公園である塩曳潟
と大森山は重要な景観地形です。

!植生関連
・雄物川右岸では宅地が大半ですが、クロマツ植林と砂
丘特有の植生もまとまって分布します。
・雄物川左岸では宅地にクロマツ植林などが混在し、山
地地区の森林と連続し、一部に水辺特有の植生が分布
しています。

!その他
・主な施設としては、秋田港など大規模な運輸・工業施
設があります。

・沿岸の強風、飛び砂等の被害防止
・雨水地下浸透機能の保全
・河川・池の質や機能の保全
・特徴的な自然景観の保全

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と良好な
景観の形成

・造林の目的に応じた適切な利用と管理
・自然の連続性やまとまりの保全
・湿地・水辺生態系の保全
・森林の国土・環境保全機能の向上

環境配慮の視点
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156!秋田市環境基本計画

3c 西部環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
雄大な雄物川の自然生態系や水質、景観と、市街地の水害や軟弱地盤への配慮が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・ほぼ全域が低い平野で、河川や湖沼の変遷を繰り返し
ており、軟弱な沖積層が厚く堆積しています。
・旧雄物川河口付近は秋田港の埋立地となっています
が、それ以外日本海沿岸は長大な砂浜です。
・雄物川、旧雄物川の他多数の小河川や用水路が流れて
います。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・雄物川右岸では大半が宅地です。
・雄物川左岸では水田が広がり、雄物川は水辺と特有の
植生が相まって多様な生態系を形成しています。
・日本海沿岸の砂浜には砂丘特有の植生が分布します。

!その他
・旧雄物川河口付近は土崎港、重要港湾の秋田港として
歴史が長い地区です。
・雄物川に上水道や簡易水道などの水源があります。

・氾濫、軟弱地盤、液状化による災害の
防止
・雨水貯留機能の向上
・河川・池の質や機能の保全

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と良好な
景観の形成
・歴史的環境の保全
・水道の水質、水量の保全

・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全
・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生
・砂浜の保全

環境配慮の視点
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地域別環境配慮の基本的方向

4 南部環境地域

【地域の概況】

南部環境地域は、東に丘陵地、西に平野が広がり、住宅地として急速に整備が進められ

てきているとともに、高速道との結節点としての機能を活かした利便性の高いまちづくり

が図られてきています。

御所野地区の秋田新都市については、将来を見据えた職・住接近の良好な市街地として

整備が進められてきています。また、地区内では大型ショッピングセンターや中央地区老

人福祉総合エリアなど施設の充実が図られてきています。

牛島、大住地区については、中央地域と隣接する利便性の高い立地条件を活かし、宅地

開発が進められてきたほか、隣接する仁井田、御野場地区についても、住環境の整備が図

られています。

四ツ小屋、上北手地区の農業地域については、生産基盤の整備が進められるとともに居

住環境の向上にむけた取組が行われてきています。また、上北手地区の横山金足線沿いに

おいては、急速に開発が進むとともに、総合病院の立地など都市基盤の整備が図られてき

ています。

面　積

人　口

約47! （5.2%）

約50,000人
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158!秋田市環境基本計画

【地域住民の地域環境に対する意識】

本地域の住民の環境に対する意識は、満足・やや満足が高い値を示した項目は、他の地

域と同様に「空気の状態」「山や川などの自然の景観」で、逆に不満・やや不満とした項

目は「雪との関わり」「河川や沼等の水質や水辺の状態」「ごみの散乱状態」でした。

本地域の特徴としては、自然が残されており、「田や畑などの田園風景」「農地の緑の状

態」に満足・やや満足が高い（４割以上）一方で、開発が進んだためか「歴史的文化的な

雰囲気」についての不満・やや不満が高い値（約４割）を示していることがあげられます。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 34.7

10.2

8.2

24.5

24.5

22.4

18.4

10.2

16.3

18.4

2.0

2.0 18.4 32.7 42.9

16.3

10.2

4.1

4.1

4.1

22.4 49.0 16.3 12.2

2.0 67.3 10.2 10.26.1

18.4 44.9 18.4 14.3

12.2 61.2 12.2 4.1 6.1

49.0 22.4 14.3 4.1

4.1

55.1 16.3 8.2

26.5 49.0 4.1

16.3 49.0 10.2 6.1

28.6 40.8 10.2 8.2

22.4 49.0 8.2

24.5 38.8 6.1 4.1 4.1

16.3 42.9 8.2 6.1

14.3 46.9 8.2 4.12.0

4.1 63.3 10.2 6.1 8.2

8.2 38.8 24.5 16.3

20.4 30.6 10.2 2.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

!住まいの環境への満足度（南部環境地域）
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年２月に公募の市民16名により、南部地域の環境

市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合いま

した。

猿田川・古川等の保全・改修や清掃活動等により、よりよいものとして大切にして

いきたいとの意見や一つ森公園やその周辺の里山の動植物の保護などについての意見

が出されました。

また、仁井田蕗については、将来の世代に残していくべきものとしてその手法など

について意見が出されました。

②環境資源と環境配慮の方向

!不法投棄しない
!啓発・マナーを守る
!子ども達の清掃活動
!犬のフン対策

!清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!ポイ捨て対策
!悪臭対策　!油漏れ対策
!自然堤防などの工法導入
!川底の泥さらい

猿田川、古川の保全・改修

太平川の保全・改修

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

!不法投棄しない
!啓発・マナーを守る
!子ども達の清掃活動
!犬のフン対策

!清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!ポイ捨て対策
!悪臭対策　!油漏れ対策
!自然堤防などの工法導入
!川底の泥さらい

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

仁井田蕗
!ボランティアの協力
!後継者対策
!住民のふき園作りの管理
!管理の為のＮＰＯ等を作る

清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!農業試験場跡地に
ふき園を作る市

　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

一つ森公園・金照寺山公園周辺
!住民単位の活動の充実 清掃活動、草刈りなど

!不法投棄しない
!一つ森公園を野球が
出来る公園に
!一つ森公園までの歩道整備
!金照寺山周辺の史跡調査

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

自然の緑、花、動物、虫
!住民単位の活動の充実
!市民運動
（自然を守ろうという呼びかけ）

!ボランティアの活動

清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!自然環境調査の活用
!ボランティア活用の
きっかけ作り

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）
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「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見



160!秋田市環境基本計画

【基本的な自然条件と環境配慮】

南部環境地域の東には比較的穏やかな山地（4a）が広がり、西半分には過去には何度

も河川が流路を変え、潟や湖沼を形成していた標高の低い平野（4c）が広がっています。

平野の中にはいくつかの砂堆・自然堤防（4b）が島状に分布しています。



地域編!161

地域別環境配慮の基本的方向

4a 南部環境地域山地地区：斜面、段丘と谷（谷底平野）で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
良好な住環境を支える里山の景観と、下流域の災害や水質への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・河川沿いに細長い谷が形成され、谷際には極めて急な
斜面が分布し、災害関連の指定が多数されています。
・雄物川に流入する大戸川水系、猿田川水系の上流域及
び源流域です。
・谷を利用してため池が多数設けられています。
・地区の一角を占める岩見川右岸段丘は景観上重要な地
形です。

!植生関連
・斜面にはスギ植林と二次林が混在し、里山の多様な生
態系を形成しています。
・谷は水田に利用され、一部に水辺特有の植生が分布し
ています。
・段丘は大規模な宅地化が進んでいます。

!その他
・主な施設としては、秋田自動車道および秋田南IC、工
業団地があります。
・簡易水道などの水源があります。
・埋蔵遺跡があります。

・斜面崩壊、土石流、氾濫等による災害
防止
・国土保全機能の向上
・下流域の災害、水質等に対する環境保全
・河川・池の質や機能の保全
・段丘上の雨水地下浸透機能の保全
・特徴的な自然景観の保全　・

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と
良好な景観の形成
・水道の水質、水量の保全
・歴史的環境の保全

・自然の連続性やまとまりと多様性の保全
・森林の国土・環境保全機能の向上
・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点

4b 南部環境地域砂堆地区：砂堆・自然堤防で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
田園の良好な住環境形成への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・雨水が浸透しやすく、乾燥、安定した砂地の地盤が主
体です。

!植生関連
・植生は乏しくほぼ全域が宅地です。

・雨水地下浸透機能の保全

・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点
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4c 南部環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
雄大な雄物川の自然生態系や水質、景観と、市街地の水害や軟弱地盤への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・全体に標高が極めて低く、軟弱な沖積層が厚く堆積し
ています。
・雄物川、猿田川の他多数の小河川、用水路が流れてい
ます。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・水田と宅地がほぼ半分ずつを占めています。
・雄物川は水辺と特有の植生が相まって、多様な生態系
を形成しています。

!その他
・雄物川に上水道の水源があります。

・氾濫、軟弱地盤、液状化、斜面崩壊
（隣接する山地）による災害の防止
・雨水貯留機能の向上
・河川・池の質や機能の保全

・水道の水質、水量の保全

・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全
・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点
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地域別環境配慮の基本的方向

5 北部環境地域

【地域の概況】

北部環境地域は、平野を挟んで、東に山地、西に日本海に面した砂丘が広がり、港を中

心とした商工業地域や農業地域、さらに新興住宅地などが形成されてきています。

土崎地区は古くから日本海に面した拠点として栄えてきました。秋田港周辺の整備によ

り、港と調和したまちづくりが図られており、対岸貿易や海上交通の拠点として、一層の

発展が期待されています。

寺内、将軍野地区については、史跡公園として整備されている秋田城跡に隣接する地区

として良好な住環境が保持されています。

外旭川地区や飯島地区は、住宅地としての整備が進められてきているほか、飯島地区の

臨海部には、大規模工場を中心とした工業団地が整備されています。

金足、上新城地区においては小泉潟公園や大滝山自然公園などが整備され、憩いとくつ

ろぎの場を提供しています。

下新城地区においては、秋田県立大学が設置され、大学を中心とした若者が集まる拠点

としての整備が図られてきています。

外旭川、金足、飯島、下新城地区などの市街化調整区域においては、農用地の整備や住

環境の整備が進められてきています。

面　積

人　口

約146! （16.1%）

約85,000人
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【地域住民の地域環境に対する意識】

本地域の住民の環境に対する意識で、満足・やや満足が高い値を示した項目は、他の地

域と同様に「空気の状態」「山や森などの緑の状態」「山や川などの自然の景観」などで、

「田や畑などの田園風景」も高い値を示し、本市内の農業地域としての側面が見受けられ

ます。逆に不満・やや不満とした項目は、「雪との関わり」「ごみの散乱状態」「河川や沼

等の水質や水辺の状態」「海の水質や海岸の状態」「騒音や振動の状態」でした。

本地域の特徴としては、「河川や沼等の水質や水辺の状態」「海の水質や海岸の状態」に

ついての不満・やや不満が高い値を示しており、これは、生活排水が流入する小河川や沼

が存在し水質の改善が進まないことも一因と思われます。また、「騒音や振動の状態」に

不満・やや不満が高いのは、秋田湾工業地帯を有し、大規模な工場が位置することや、国

道７号線などの幹線道路が地域内を縦断していることが考えられます。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 18.6

4.7

4.7

4.7

3.5

2.3

2.3

2.3

4.7 8.1 54.7 26.7 3.5

11.6 66.3 5.8 7.0 7.0

11.6 36.0 46.51.2

4.7 67.4 16.3

5.8

7.0 9.3 33.7 32.6 16.3

64.0 19.8

7.0 60.5 25.6

11.6

15.1 17.4 59.3 7.0

12.8 62.8 8.1

3.5

8.1

7.0

9.3

8.1 12.8

12.8 50.0 22.1 5.8 4.7

67.4 7.0

12.8 54.7 16.3

11.6 61.6 15.1

7.0 45.3 27.9 8.1 3.5

3.5 3.5

3.5

3.5 5.8

3.5

3.5 48.8 27.9 9.3 7.0

9.3 52.3 18.6 12.8 2.3

2.32.3

2.32.3

2.32.3

2.3

14.0 53.5 11.6

1.2

2.3

2.3
0.0

0.0
1.2

1.2
1.2

!住まいの環境への満足度（北部環境地域）
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年２月に公募の市民13名により、北部環境地域の

環境市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合

いました。

新城川、馬踏川、草生津川の水質や周辺環境をよりよいものとして保全していきた

いという意見や松くい虫被害から砂防林を守っていくことなど、海岸周辺の環境保全

の意見が出されました。

また、桜並木を住民参加で創り育てていこうとする意見や、自然公園や田園風景を

より良いものとしていくための意見も出されました。

②環境資源と環境配慮の方向

!マナーを守る
!清掃活動　!草刈り
!植樹
!犬のフン対策

!排水規制 !草生津川の泥さらい

河川周辺の自然

海岸周辺の環境

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

!マナーを守る
!清掃活動
!次世代に遺していくための教育
!犬のフン対策

!松くい虫対策募金
!清掃活動

!セリオンへの
アクセス道路の整備
!松くい虫対策
（伐採、防除、補助など）

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

桜並木
!植樹
!草刈り
!清掃活動

!清掃活動 !防除対策
!予防、調査
!継続した植樹

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

自然公園
!マナーを守る
!清掃活動

清掃活動、草刈りなど
!不法投棄しない

!木かげの整備
!安心して遊べる場所に市

　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

田園風景
!マナーを守る
!清掃活動

!道路沿いの草刈りの徹底 !休耕田対策
!田園景観マップ
!稲作作り体験学習

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

地
域
編
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「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見



166!秋田市環境基本計画

【基本的な自然条件と環境配慮】

北部環境地域の東には山地（5a）が広がり、西の日本海沿岸には砂丘（5b）が続いて

います。その間に挟まれて、過去には何度も河川が流路を変え、潟や湖沼を形成していた

標高の低い平野（5c）が広がっています。
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地域別環境配慮の基本的方向

5a 北部地域山地地区：険しい斜面と谷（谷底平野）で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
広大で豊かな森林がもたらす自然生態系や国土保全機能と、下流域の災害や水質への配慮が特に
望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・河川沿いに細長い谷が形成され、谷際や河川の最上流
一帯には極めて急な斜面が分布し、全体的に災害関連
の指定が多数されています。
・八郎潟に流入する馬踏川水系、新城川水系、雄物川に
流入する草生津川水系の上流域および源流域です。
・谷を利用してため池が多く設けられています。
・大滝、不動滝、道川大滝、大滝山は重要な景観地形で
す。

!植生関連
・斜面の半分程度はスギ植林ですが、最上流域の駒頭ノ
森や龍馬山をはじめ自然林や二次林の他貴重な植生も
多く分布し、原生的で多様な生態系を形成しています。
・最上流域の自然林一帯は国有林で、全体的に市有林が
多数あります。
・谷は水田に利用され、小さな宅地が点在し、一部に水
辺特有の植生が分布しています。

!その他
・主な施設としては、ゴルフ場、秋田自動車道および秋
田北ICがあります。
・簡易水道などの水源が多数あります。

・斜面崩壊、土石流、氾濫等による災害
防止
・国土保全機能の向上
・下流域の災害、水質等に対する環境保全
・河川・池の質や機能の保全
・特徴的な自然景観の保全

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と
良好な景観の形成
・水道の水質、水量の保全

・原生性や多様性の保全
・自然の連続性やまとまりの保全
・森林の国土・環境保全機能の向上
・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点
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5b 北部環境地域砂丘・砂堆地区：日本海沿岸の砂丘を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
日本海に臨む広大な砂丘の景観と砂丘特有の自然生態系への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・雨水が浸透しやすく、乾燥、安定した砂地の地盤が主
体で、沿岸特有の強風や飛び砂があります。
・新城川が日本海へ流れています。
・一部に小規模な谷や低湿地が形成され、中でも男潟、
女潟は重要な景観地形です。

!植生関連
・秋田港の北側には保安林のクロマツ植林が広がってい
ます。
・男潟、女潟の水辺一帯は水辺と植生が相まって多様な
生態系を形成しています。
・砂丘の大半は宅地に利用されています。

!その他
・歴史の長い土崎の中心市街が広がり、文化財も豊かで
す。
・男潟、女潟一帯には公園等の施設が集まっています。
・簡易水道などの水源があります。

・沿岸の強風、飛び砂等の被害防止
・雨水地下浸透機能の保全
・河川・池の質や機能の保全
・特徴的な自然景観の保全

・歴史的環境の保全
・公園等における自然との共生
・公園等の安全性や快適性の向上と
・良好な景観の形成
・水道の水質、水量の保全

・造林の目的に応じた適切な利用と管理
・自然の連続性やまとまりの保全
・湿地・水辺生態系の保全
・森林の国土・環境保全機能の向上

環境配慮の視点

5c 北部環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
地域南端の市街地や下流の南側地域における水害や軟弱地盤への配慮が特に望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・全体に標高が極めて低く、軟弱な沖積層が厚く堆積し
ています。
・旧雄物川河口から日本海沿岸は秋田港の埋立地です。
・旧雄物川、馬踏川、新城川、草生津川や多数の用水路
が流れています。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・全体に水田が広がっていますが、南端や埋立地は宅地
となっています。

!その他
・旧雄物川河口付近は土崎港、重要港湾の秋田港として
歴史が長い街です。

・氾濫、軟弱地盤、液状化、斜面崩壊
（隣接する山地）による災害の防止
・河川・池の質や機能の保全
・雨水貯留機能の向上

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と良好な景
観の形成
・歴史的環境の保全

・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全
・都市空間の安全性や快適性の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点
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地域別環境配慮の基本的方向

6 河辺環境地域

【地域の概況】

河辺環境地域は、岩見川の流域の平野を挟んで、周囲を山地に囲まれ、河川の流域に沿

って住宅地が形成されてきています。

このうち、和田地区は国道13号線沿線とその周辺に公共施設や商業施設、住宅地が整

備されており、岩見川沿いには水田が、大張野の丘陵地には畑作地が広がっています。

戸島地区は岩見川の下流域の平野部で、水田が広がり、北を国道13号線が通るととも

に、高速道路のジャンクションやインターチェンジが整備され、秋田の南の交通の拠点と

なっています。また、地区内には七曲工業団地が整備され、各種工場が操業しています。

岩見三内地区においては、豊かな自然が保たれており、北に太平山や白子森等の山地が

広がり、岩見川の上流部として三内渓谷や岨谷峡等が観光・レクリエーション地として活

用が図られてきています。

面　積

人　口

約301! （33.2%）

約10,000人
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【地域住民の地域環境に対する意識】

本地域の住民の環境に対する意識で、満足・やや満足が高い値を示した項目は、他の地

域と同様に「空気の状態」「山や川などの自然の景観」「山や森などの自然の緑の状態」な

どで、ついで「田や畑などの田園風景」も高い値を示し、本市内農業地域としての側面も

見受けられます。逆に不満・やや不満とした項目は、「雪とのかかわり」「歴史的文化的な

雰囲気」でした。

本地域の特徴としては、「空気の状態」や自然の状態、山や川などの景観や田園風景な

どに対する満足度が他の地域に比べ非常に高い値を示しており、地域住民の地域環境資源

に対する誇りと愛着の念を示しているものと考えられます。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 56.8

27.0

8.1

27.0

29.7

43.2

32.4

24.3

35.1

29.7

16.2

8.1

10.8 8.1

8.1

8.1

10.8 8.1

8.1 64.9 18.9 5.4

59.5 5.4 5.4 10.8

18.9 51.4 13.5 8.1

27.0 32.4 32.4

75.7

5.4 54.1 27.0

10.8 51.4 13.5

35.1 32.4

35.1 21.6

16.2 45.9 8.1

24.3 37.8 5.4

5.4

5.4

21.6 32.4

16.2 40.5

18.9 27.0 16.2 5.4 5.4

5.4 5.4

2.7 45.9 21.6 18.92.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

29.7 18.9 21.6

16.2 18.9 8.1
0.0

0.0
2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

0.0

0.0

!住まいの環境への満足度（河辺環境地域）
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年２月に公募の市民10名により、河辺環境地域の

環境市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合

いました。

岩見川をはじめとする清流や身近な里地里山、桜並木や桜堤など河辺環境地域の自

然環境を「結」などの地域の連携等を活用しながら保全し、人と自然とが共生してい

くことの大切さについて意見が出されていました。また、戸島館などの史跡や祭り、

しきたり等の農村文化の復活や継承の必要性についても意見が出されていました。

②環境資源と環境配慮の方向

!草刈り
!花の植栽

排水規制 !桜マップの作成
!案内板の設置
!桜の防除
!照明整備
!トイレなどの休憩施設の整備

桜・桜並木・桜堤

戸島館

市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

!ボランティアの
ガイド･案内人
!清掃活動

排水規制 !案内板設置
市
　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

岩見川・三内川・梵字川の清流
!ごみを捨てない
!マナーを守る

排水規制 !柳などの枝の剪定の
仕方の工夫

市
　
民

事
業
者

市（
行
政
）

里地里山の保全
!「結」
（共生する大切さの再認識）

!不法投棄をしない

!不法投棄をしない !車椅子対応の
遊歩道の整備市

　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

農村文化の復活と継承
!首都圏などとの
農業体験交流
!祭り、昔のしきたり
などの復活

排水規制 !写真やビデオなどに
記録を残す市

　
民

事
業
者

市
（
行
政
）

地
域
編

○
地
域
づ
く
り
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
推
進

「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見
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【基本的な自然条件と環境配慮】

河辺環境地域の北部は山地（6a）が広がり、岩見川沿いに、過去には何度も河川が流

路を変え形成したと考えられる標高の低い平野（6c）が広がっています。

6a

6a

6a

6a

6c
6c

6c

6b
6b
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地域別環境配慮の基本的方向

6a 河辺環境地域山地地区：険しい斜面と谷（谷底平野）で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
広大で豊かな森林がもたらす自然生態系や国土保全機能と、岩見川中流域の災害や水質への配慮
が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・河川沿いに細長い谷が形成され、谷際や河川の最上流
域一帯には極めて急な斜面が分布し、全体的に災害関
連の指定が多数されています。
・雄物川に流入する岩見川水系の上・中流域および源流
域でイワナやアユ等の生息域でもあります。
・岩見川の流域には複数の農業用水の取水口がありま
す。
・三内渓谷、岩見峡、岨谷峡は重要な景観地形です。

!植生関連
・斜面の半分程度はスギ植林ですが、最上流域の太平山
や白子森をはじめ自然林や二次林の他貴重な植生も多
く分布し、原生的で多様な生態系を形成しています。
・最上流域の自然林一帯は太平山県立自然公園で、全体
的に国有林が多数あります。
・谷は水田に利用され、宅地が点在し、一部に水辺特有
の植生が分布しています。

!その他
・岩見ダム付近にはレジャー施設があります。
・簡易水道などの水源があります。

・斜面崩壊、土石流、氾濫等による災害
防止
・国土保全機能の向上
・下流域の災害、水質等に対する環境保全
・河川・池の質や機能の保全
・特徴的な自然景観の保全

・自動車公害、事故、災害の防止
・水道の水質、水量の保全

・原生性や多様性の保全
・自然の連続性やまとまりの保全
・森林の国土・環境保全機能の向上
・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点

6c 河辺環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
岩見川下流における水害や軟弱地盤への配慮が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・全体に標高が低く、軟弱な沖積層が厚く堆積していま
す。
・岩見川などが中央環境地域および南部環境地域へ流れ
ています。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・全体に水田が広がっていますが、東端は宅地となって
います。

!その他
・JR奥羽本線や和田駅が中央に位置しています。
・その他に主な施設として、秋田自動車道及び日本海沿
岸自動車道、河辺ICがあります。

・氾濫、軟弱地盤、液状化、斜面崩壊　
（隣接する山地）による災害の防止
・河川・池の質や機能の保全
・雨水貯留機能の向上

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と
良好な景観の形成

・水田の国土・環境保全機能の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点

地
域
編

○
地
域
づ
く
り
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
推
進
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7 雄和環境地域

【地域の概況】

雄和環境地域は、雄物川が南北に蛇行して流れ、流域周辺には過去に何度も河川が流路

を変え形成したと考えられる潟や湖沼が点在する水田地帯が広がっており、さらにその東

西には山地が広がっています。

このうち、川添地区は雄物川の周辺の平野部においては農用地の整備や住環境の整備が

進められてきています。また、地区内には県立中央公園や国際教養大学の他、公共施設や

商業施設、工場等が整備されています。

戸米川地区は川添地区の上流の雄物川の南西側にあり、高尾山レクレーション地が整備

され、バードウォッチングや植物の観察、清水などくつろぎの場を提供しています。

種平地区は川添地区の上流の雄物川の東側にあり、秋田の空の玄関口としての秋田空港

が整備されており、雄物川沿いの平野部分では農用地の整備や住環境の整備が進められて

きています。

大正寺地区は雄物川沿いの平野部分では農用地の整備や住環境の整備が進められてきて

います。地区内の南部には小規模な集落が点在しています。

面　積

人　口

約145! （16.0%）

約8,000人
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地域別環境配慮の基本的方向

【地域住民の地域環境に対する意識】

本地域の住民の環境に対する意識で、満足・やや満足が高い値を示した項目は、「空気

の状況」、「山等の自然」、「農地の緑の状態」、「田園風景」で、反面、「雪とのかかわり」

や「騒音や振動」については、「不満」や「やや不満」とする回答が多くあげられており

ます。個々の要素としては、自然に恵まれていると感じている人が多く伺えますが、環境

全般については「ふつう」とする回答が最も多いものの、「やや不満」との回答が次に多

い結果となっています。

満足 

0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 

やや満足 ふつう やや不満 不満 無回答 

環境全般について 

地下水の状態 

ごみの散乱状態 

雪とのかかわり 

野生生物とのかかわり 

歴史的な雰囲気等 

街並みの景観 

田園風景 

山等の景観 

公園等の緑 

農地の緑の状態 

山等の自然 

においの状態 

騒音や振動等 

海の水質等 

河川等の水質等 

大気（空気）の状況 45.5 

9.1 

6.1 

21.2 

24.2 

33.3 

27.3 

18.2 

24.2 

27.3 

9.1 

9.1 

9.1 6.1 

6.1 

6.1 12.1 

12.1 

6.1 51.5 30.3 3.0 9.1 

48.5 9.1 6.1 24.2 

54.5 15.2 6.1 6.1 

9.1 21.2 21.2 33.3 9.1 

63.6 12.1 9.1 

9.1 63.6 6.1 3.0 9.1 

15.2 54.5 6.1 3.0 12.1 

24.2 36.4 3.0 9.1 

21.2 36.4 12.1 6.1 

15.2 48.5 6.1 12.1 

24.2 36.4 3.0 9.1 

21.2 36.4 3.0 6.1 

15.2 27.3 15.2 3.0 15.2 

21.2 24.2 18.2 3.0 12.1 

42.4 21.2 3.0 27.3 

21.2 39.4 18.2 

21.2 24.2 3.0 

3.0 9.1 

6.1 

!住まいの環境への満足度（雄和環境地域）
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【地域住民からみた環境資源と環境配慮の方向】

①地域環境市民ミーティング

本計画の策定にあたり、平成18年３月に公募の市民15名により、雄和環境地域の

環境市民ミーティングを行い、「まもりたい」「創りたい」地域の環境について話し合

いました。

高尾山や雄物川を雄和環境地域のシンボルとしてとらえている参加者が多く、美し

い里地里山や田園風景を守っていくため、市民のモラルの向上や農村文化の再評価、

農用地の利用のあり方などについて意見が出されました。また、地域の人情、大正寺

おけさ、新波の街並み、石井露月、金ヶ崎遺跡などの歴史・文化遺産の保全について

も意見が出されました。

②環境資源と環境配慮の方向

!生活廃水対策
!ごみを川に
捨てない

!ごみを川に
捨てない

!環境教育　!研究校の指定
!表彰制度　!水質調査
!不法投棄対策　!監視員に権限を持たせる
!話題づくり　!流域自治体間の協力

雄和の水環境

高尾山

市
　
民

市
（
行
政
）

!モラルを守る
（山菜の取り方 、

山野草の保護 など）

!そこにある美しさについて教育
!観光地として周辺整備
（道路、駐車場、階段など）

市
　
民

事
業
者

事
業
者

事
業
者

事
業
者

事
業
者

市
　
民

市
（
行
政
）

市
（
行
政
）

田園風景
!米を食べる
文化の創出
!体験農園

!農業文化の再評価、ＰＲ
!農園の整備　　!農地の利活用
!きっかけ作り
!農地利用の計画的な調整

桜並木道路景観
!下草刈り、
枝打ちなどの
ボランティア

!ボランティアなどのきっかけ作り、
呼びかけ
!樹木の適性管理
!剪定枝の適正処理

市
　
民

市
（
行
政
）

文化遺産
首都圏などとの
農業体験交流
・祭り、昔のしきたり
などの復活

!金ヶ崎遺跡の整備・調査
!保全活動市

　
民

市
（
行
政
）

「まもりたい」「創りたい」地域の環境資源をよりよいものとするためにそれぞれの主体
（市民・事業者・ 市（行政））の行うべき環境配慮の方向について出された意見
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地域別環境配慮の基本的方向

【基本的な自然条件と環境配慮】

雄物川流域には、過去には何度も河川が流路を変えたと考えられる、潟や湖沼の点在す

る平野（7c）が広がっており、そのさらに周辺は山地（7a）が広がっています。

7a

7a

7a

7a

7c

7c

7c

7c

7c

7c

7b

7b

地
域
編

○
地
域
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地域別環境配慮の基本的方向

7a 雄和環境地域山地地区：斜面と谷（谷底平野）で構成される地区

◆全体的な配慮の方向
恵み豊かな里山の景観と多様な自然生態系への配慮が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・河川沿いに細長い谷が形成され、谷際には急な斜面が
分布し、災害関連の指定がされています。
・雄物川に流入する小河川水系の上・中流域および源流
域です。
・谷を利用してため池が多く設けられています。
・高尾山は重要な景観地形です。

!植生関連
・山林はスギの人口林と広葉樹が混在しています。
・谷は水田に利用され、小さな集落や宅地が点在し、一
部に水辺特有の植生が分布しています。

!その他
・主な施設として、秋田空港、県立中央運動公園、国際
教養大学があります。
・簡易水道などの水源が多数あります。

・斜面崩壊、土石流、氾濫等による災害
防止
・国土保全機能の向上
・下流域の災害、水質等に対する環境保全
・河川・池の質や機能の保全
・特徴的な自然景観の保全

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と
良好な景観の形成
・水道の水質、水量の保全

・里地里山の保全
・自然の連続性やまとまりの保全
・森林の国土・環境保全機能の向上
・水田の国土・環境保全機能の向上
・湿地・水辺生態系の保全

環境配慮の視点

7c 雄和環境地域低地地区：標高の低い平野を主とする地区

◆全体的な配慮の方向
雄物川中・下流における水害や軟弱地盤への配慮が望まれます。

基本的な特性

!地盤、水系関連
・全体に標高が低く、軟弱な沖積層が厚く堆積していま
す。
・雄物川が地域の中心部を西部環境地域および南部環境
地域へと流れています。
・地下水が豊かで水位が高くなっています。

!植生関連
・全体に水田が広がっており、雄物川の流域や山地との
境界沿いに農村集落が広がっています。

!その他
・日本海沿岸自動車道が東西に走り、河辺地域、西部地
域に延びています。

・氾濫、軟弱地盤、液状化、斜面崩壊
（隣接する山地）による災害の防止
・河川・池の質や機能の保全
・雨水貯留機能の向上

・自動車公害、事故、災害の防止
・施設の安全性や快適性の向上と
良好な景観の形成

・水田の国土・環境保全機能の向上
・緑化等による自然との共生

環境配慮の視点



推進編 計画を推進するための仕組み

１　計画の推進体制
２　計画の進行管理
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推進体制について

計画 PLAN

実施 DO

改善 ACTION

点検・評価 CHECK

環境基本条例 

関連の部門別計画 

関連事業の企画・立案 

環境配慮指針 

環境都市あきた宣言 

総合計画 

環
境
基
本
計
画 

市　民 
日常生活に 
おける取組 

事業者 
事業活動に 
おける取組 

行　政 
環境施策の 
実　施 

地域 

部会 

個別事業の 
担当課 

協力・参加 

協力・参加 

指示 
意見・提言 

意見 

推進 

見直し 

公表 

意見・提言 

報告 

指示 

連絡・調整 

報告 

報告 

提案・参加 

支援 

民間団体・NPO

情報共有・協働 

交流の場づくり 

パートナーシップの形成 

環境基本計画推進本部 

推進本部事務局 

庁内組織 

事業者 

市　民 

環境審議会 

理念・方針 

理念 

調整 

調整 

整合性 
整合性 

配慮事項 

行動の手引き 
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1 計画の推進体制

本計画の実効性を高め、効果的な推進を図るためには、この計画が確実に推進される仕組みが

必要です。このため、秋田市環境基本条例や環境都市あきた宣言に基づき、行政（市）、事業者、

市民が協働しながら、それぞれ役割を自主的に果たすように努めます。

（１） 市の推進体制

市では、「秋田市環境基本計画推進本部」として、助役を本部長、関係する部局長を委員

とした庁内組織を設置し、環境基本計画の円滑な推進と進行管理や、環境に関する各種施策

や事業の総合的な調整などを行っています。推進本部の下には、専門的事項を調査検討し、

効果的に推進していくため、関係課所室長などで構成する部会を置いています。

（２） 秋田市環境審議会

秋田市環境基本条例の規定に基づき、環境の保全および創造に関する基本的事項について

調査審議するための市長の諮問機関として、学識経験者や関係団体の代表者などで構成され

る秋田市環境審議会を設置しています。市は、環境審議会に対し環境基本計画の策定や変更、

推進に関する報告を行うとともに、意見や提言を受け、その反映に努めます。

（３） 事業者、市民との連携・協働体制の整備

①　環境情報の共有

環境に関する各種情報の整備を図り、インターネット等を活用した迅速な情報提供など

を進め、市民が気軽に活用できるよう努めます。

②　協働による環境活動の推進

環境保全活動推進団体への支援策の強化や環境教育・環境学習の場の拡大などを進め、

環境に配慮したまちづくりのため、市、事業者、市民の協働による環境活動の推進に努め

ます。

③　交流の場づくり

環境に関する情報や人の交流、専門的な知識を持った人との連携などを図るため、「秋

田市環境活動推進協議会」などを活用し、交流の場づくりに努めます。

推
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（４） 広域的な連携の強化

雄物川流域の水質保全など近隣市町村と共通する課題や地球環境問題をはじめとする広域

的な対応が必要な問題に対しては、国、県、関係市町村との連携を進め、相互に協力して広

域的な視点からの取組を推進します。

推進体制について

2 計画の進行管理

（１） 施策の整合性の確保

市は、環境施策の企画立案や推進にあたって、本計画との整合性を図ります。

（２） 環境指標の設定

環境の状況や環境施策の実施状況を評価するため、環境指標を設定し、計画の効果的な進

行管理に努めます。また、環境指標は、計画の推進段階においても実態調査などをもとに見

直しするとともに、必要に応じて追加します。

（３） 年次報告書の作成と公表

本市の環境の状況や、本計画に基づいて市が講じた環境施策の実施状況等は、秋田市環境

基本計画推進本部において点検や評価を行い、秋田市環境審議会に報告するとともに、年次

報告書を作成し公表します。

（４） 見直し、改善

秋田市環境審議会をはじめ、市民や事業者から意見をいただきながら、計画の効果的な推

進に努め、内外の情勢の変化を考慮しつつ、必要に応じて計画や環境施策の見直しと改善を

行います。
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資料編
１　計画改定の体制
２　計画見直しの経過
３　市民意見の反映
４　秋田市環境基本条例
５　環境都市あきた宣言
６　用語解説
７　環境基準
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資 料 

1 計画改定の体制

（１） 秋田市環境審議会

秋田市環境審議会は、秋田市環境基本条例第27条に基づき設置された、学識経験者や各

界の代表者などから構成された本市における環境の保全および創造に関する基本的事項につ

いて調査・審議するための市長の諮問機関である。

市長からの諮問を受け、計画の基本的な考え方や計画の内容について専門的かつ総合的に

検討した。

■ 秋田市環境審議会委員名簿

区分

会　長

副会長

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

林　　　久　人

菅　原　拓　男

瓜　生　俊　子

大　野　　　忠

近　藤　　　剛

佐　藤　時　幸

杉　山　秀　樹

高　橋　敦　子

高　橋　庄四郎

寺　山　雅　子

内　藤　　　徹

那　須　チカ子

堀　川　隆　三

蒔　田　明　史

本　橋　　　豊

秋田大学名誉教授

秋田大学工学資源学部教授

秋田市立下新城小学校長

（社）秋田市医師会会長

秋田経済法科大学非常勤講師

秋田大学工学資源学部教授

秋田県農林水産技術センター　水産振興センター管理室長

暮らしを考える女性の会会長

（社）秋田県経営者協会専務理事

秋田中央薬剤師会理事

内藤徹法律事務所弁護士

あきた環境カウンセラー協議会副会長

連合秋田中央地域協議会事務局長

秋田県立大学生物資源科学部准教授

秋田大学医学部教授

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

平成17年11月1日～

氏　名 職・所属等 在任期間

（所属の役職は就任時のものである）
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（２）秋田市環境基本計画推進本部

秋田市環境基本計画推進本部は、飯塚助役を委員長とし関係部局長等で構成された、本計

画の推進等を目的として設置している庁内組織である。また、この下に部会があり、個々の

内容についての推進にあたっている。

■　秋田市環境基本計画推進本部設置要綱

（平成13年４月18日市長決裁）

（設置）

第１条　秋田市環境基本条例（平成11年秋田市条例第15号、以下「条例」という。）第８

条の規定に基づき定められた秋田市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）のも

とに、本市の環境行政を総合的かつ計画的に推進するため、秋田市環境基本計画推進本部

（以下「推進本部」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条　推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境基本計画の推進、進行管理および見直し等に関する事項

(2) 条例第10条に規定する年次報告書の作成に関する事項

(3) その他環境の保全および創造に関する重要事項

（構成）

第３条　推進本部の構成は、次のとおりとする。

(1) 本部長　　飯塚助役

(2) 副本部長　環境部長

(3) 本部員　　別表に掲げる職にある者

２ 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を臨時に本部員に指名し、又は関係職

員に推進本部の会議への出席を求めることができる。

（本部長および副本部長の職務）

第４条　本部長は、推進本部を統括し、これを代表する。

２　副本部長は、本部長を補佐し、本部長不在のときはその職務を代理する。

（会議）

第５条　推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。

（部会）

第６条　本部長は､第２条に定める事項について専門的に調査検討させるため､必要に応じて

推進本部に部会を置くことができる。

資
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２　部会の構成は、次のとおりとする。

(1) 部会長　職員のうちから本部長が指名する者

(2) 部会員　本部長が指名する関係課所室長その他の職員

３ 部会長は、必要があると認めるときは、関係職員を臨時に部会員に指名し、又は関係職

員に部会への出席を求めることができる。

４　部会長は、必要に応じて部会を招集し、部会の運営を行う。

５　部会長は、専門的に調査検討した事項を必要に応じて本部長に報告する。

（庶務）

第７条　推進本部の庶務は、環境部環境企画課において処理する。

２　部会の庶務は、部会長が所掌する課所室において処理する。

（委任）

第８条　この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項については本部長

が、部会の運営に関し必要な事項については部会長が定める。

附　則

１　この要綱は、平成13年４月18日から施行する。

２　秋田市環境基本施策検討委員会設置要綱（平成10年２月９日市長決裁）は廃止する。

附　則

この要綱は、平成14年２月７日から施行する。

附　則

この要綱は、平成15年４月15日から施行する。

附　則

この要綱は、平成15年10月16日から施行する。

附　則

この要綱は、平成17年１月18日から施行する。

附　則

この要綱は、平成17年４月25日から施行する。

附　則

この要綱は、平成18年２月10日から施行する。

附　則

この要綱は、平成18年４月14日から施行する。

別表（第３条関係）
市勢活性化推進本部長
安全安心対策推進本部長
総務部長
企画調整部長
財政部長
市民生活部長
福祉保健部長
保健所長
商工部長
農林部長
建設部長
都市整備部長
地域振興局長　　
国体局長
美短事務局長
病院事務局長　　
収入役室長
議会事務局長
上下水道局理事　　
教育委員会教育次長
消防次長
環境部次長

22人



資料編!187

2 秋田市環境基本計画　計画見直しの経過

平成18年1月13日

～2月16日

1月25日

1月31日

2月18日

2月19日

2月25日

2月26日

3月14日

3月15日

3月16日

3月11日

7月19日

10月15日

平成19年2月11日

～2月16日

2月12日

2月22日

3月27日

環境に関する市民と事業者の意識調査実施

第７回環境基本計画推進本部会議

第14回秋田市環境審議会開催

地域環境ミーティング実施（西部地区）

地域環境ミーティング実施（南部地区）

地域環境ミーティング実施（北部地区）

地域環境ミーティング実施（東部地区）

地域環境ミーティング実施（中央地区）

地域環境ミーティング実施（河辺地区）

市民環境ミーティング実施（３月15日・23日も開催。全３回）

地域環境ミーティング実施（雄和地区）

第15回秋田市環境審議会開催

第16回秋田市環境審議会開催

基本構想の公表及び基本構想に対する意見募集

第17回秋田市環境審議会開催

第８回環境基本計画推進本部会議

計画決定
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3 市民意見の反映

（１） 環境に関する市民と事業者の意識調査結果

環境に対する意識調査（平成18年１月）を実施し、市民・事業者の環境に対する意識の

把握を行った。

■ アンケート調査方法と回収状況
項　目

調査方法

有効回答

対　　象
無作為抽出による市民

（成人男女）1,000人

郵送による配布・回収

42.0％

従業員の多い方から等間隔抽出による

市内事業者２００社

郵送による配布・回収

61.0％

市　民 事業者

従業員の多い方から等間隔抽出による
市内事業者200社

無作為抽出による市民
（成人男女）1,000人

（２）地域環境市民ミーティングの実施

市内７地区のそれぞれの地域において、将来ともに守り、残していくべき環境資源を市

民・事業者・行政それぞれの主体が再確認するとともに、地域における環境への取り組みの

方向を検討するために、ワークショップを開催した。

■ 地域環境市民ミーティングの開催状況
地　域

東部地域

西部地域

南部地域

北部地域

河辺地域

雄和地域

中央公民館

（サンパル秋田）

東部公民館

西部公民館

南部公民館

土崎公民館

河辺公民館

雄和公民館

開催場所

平成18年２月26日（日）午後１時～午後３時

平成18年２月18日（土）午後１時～午後３時

平成18年２月19日（日）午後１時～午後３時

平成18年２月25日（土）午後１時～午後３時

平成18年３月５日（日）午後１時～午後３時

平成18年３月11日（土）午後１時～午後３時

開催日時

16

14

16

13

10

18

参加人数

中央地域 平成18年３月４日（土）午後１時～午後３時 22
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（３）環境活動ミーティングの実施

環境基本計画の中期見直しにあたり、環境配慮事項や環境活動について、市民および事業

者の意見を伺い、計画に反映させるために開催した。

■ 環境活動ミーティングの開催状況

日　　時 平成18年３月６日(月)・15日(水)・23日(木) 13:30 ～15:30

秋田市役所山王別館（旧職員会館）中会議室開催場所

市民関係　５名（環境カウンセラー、秋田市環境活動推進協議会、
秋田市民憲章推進協議会、秋田市連合婦人会、秋田市消費者協会）

事業者関係５名（環境カウンセラー、第一次産業、第二次産業、第三次産業、
秋田青年会議所）

※のべ参加人数25名

参 加 者 資
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4 秋田市環境基本条例

平成11年３月19日

秋田市条例第15号

目次

前文

第１章　総則（第１条―第６条）

第２章　基本施策等

第１節　施策の基本方針（第７条）

第２節　環境基本計画等（第８条―第10条）

第３節　基本施策（第11条―第25条）

第４節　地球環境保全（第26条）

第３章　秋田市環境審議会（第27条―第31条）

附則

良好な環境は人類存続の基盤であり、人の活動は環境と調和するように行われなければならない。

秋田市は、これまで先人から受け継いだ恵まれた環境の下に伝統と文化を育み、成長し、発展してきた。しかし、利便性と経

済性を優先する生活様式や社会経済活動は、ときには環境への負荷を増大させ、地域の環境問題にとどまらず、地球環境にまで

も影響を及ぼしてきている。

もとより、私たちは良好な環境の下に健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有するとともに、この恵まれた環境を損なうこ

となく、より良いものとして将来の世代に引き継ぐ義務を有する。

よって、私たちは、すべての市民の参加と協調の下、資源の循環と人と自然との共生を基本とし、良好な環境の保全と積極的

な創造を図り、環境への負荷の少ない持続的に発展することのできる「人にも地球にもやさしいあきた」をめざし、ここに、こ

の条例を制定する。

第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は、環境の保全および創造について、基本理念を定め、ならびに市、事業者および市民の責務を明らかにする

とともに、環境の保全および創造に関する施策（以下「環境施策」という。）の基本となる事項を定めることにより、環境施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境

を確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全　人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地

球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の

健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害　環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁

（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための

土地の掘削によるものを除く。）および悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産ならびに人

の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。

（基本理念）

第３条　環境の保全および創造は、市民が、健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる恵み豊かな環境を確保し、その環境

を将来の市民に引き継いでいくことができるように、適切に行われなければならない。

２ 環境の保全および創造は、人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識して、人と自然

とが健全に共生していくことを旨として、行われなければならない。
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３ 環境の保全および創造は、環境の持つ復元力には限界のあることを認識して、資源の適正な管理および循環的な利用等の推

進により、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として、すべての者が公平な役割分担の下

に主体的かつ積極的にこれに取り組むことによって行われなければならない。

４ 地球環境保全は、地域の環境が地球環境と深くかかわっているとの認識の下にあらゆる事業活動および日常生活において、

積極的に推進されなければならない。

（市の責務）

第４条　市は、前条に定める環境の保全および創造についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全お

よび創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、および実施する責務を有する。

（事業者の責務）

第５条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処

理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品そ

の他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、

廃棄物の発生を抑制し、および再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければ

ならない。

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他

環境の保全および創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境施策に協力する責務を有する。

（市民の責務）

第６条　市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源およびエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への

負荷を低減するように努めなければならない。

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全および創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境

施策に協力する責務を有する。

第２章　基本施策等

第１節　施策の基本方針

第７条　市は、環境施策の策定および実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互

の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行うものとする。

(1) 大気、水、土壌等環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における

多様な自然環境を保全すること。

(3) 市民が健康で安全に暮らせる潤いと安らぎのある都市空間の形成、地域の特性を生かした美しい景観の形成および歴史的又

は文化的環境の形成を図ること。

(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用およびエネルギーの有効利用の推進ならびに必要な技術等の活用を図ること。

(5) 市、事業者および市民が協働して取り組むことのできる社会を形成すること。

第２節　環境基本計画等

（環境基本計画）

第８条　市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全および創造に関する基本的な計画として秋田市環境

基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。

２　環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全および創造に関する目標および施策の方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者および市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずる

とともに、秋田市環境審議会の意見を聴かなければならない。

４　市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

５　前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

資
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（環境基本計画との整合性の確保等）

第９条　市は、施策を策定し、および実施するに当たっては、環境基本計画との整合性の確保を図るほか、環境への負荷が低減

されるように十分に配慮するものとする。

（年次報告）

第10条　市長は、市民に本市の環境の状況、市が講じた環境施策の実施状況等を明らかにするため、年次報告書を作成し、これ

を公表しなければならない。

第３節　基本施策

（規制的措置）

第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し必要な規制の措置を講じなければならない。

２ 市は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し必要な規制の措置を講ず

るように努めるものとする。

３ 前２項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとす

る。

（誘導的措置）

第12条　市は、事業者および市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境の保全および創造に

資する適切な措置をとるように誘導するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進）

第13条　市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設（移動施設を含む。）その他の環境の

保全に資する公共的施設の整備を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

２ 市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備および健全な利用のための事業ならびに森林の整備

その他の環境の保全に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（健康で快適な都市空間の形成）

第14条　市は、地域の特性を生かしつつより質の高い環境を創造し、健康で快適な都市空間を形成するため、都市の緑化、水辺

の整備、快適な音の環境および良好な景観の確保ならびに歴史的および文化的環境の形成に関し必要な措置を講ずるように努

めるものとする。

（廃棄物の減量、資源の循環的な利用等の推進）

第15条　市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者および市民による廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの有

効的かつ効率的な利用等の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進）

第16条　市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用の促進を図るため、必要な措置を講

ずるように努めるものとする。

（環境影響評価の推進）

第17条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行おうと

する事業者が、その事業の実施前にその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に

基づいてその事業に係る環境の保全および創造について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努め

るものとする。

（事業者の環境管理の促進）

第18条　市は、事業者によるその事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るために事業者が自主的に行う環境の保全に関する方

針の策定および目標の設定ならびにその方針および目標を達成するための計画の作成、実施および実施状況の点検等からなる

環境管理が促進されるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（事業者および市民の参加および協力の促進）

第19条　市は、環境施策の効率的かつ効果的な推進を図るため、事業者および市民の環境施策への参加および協力の促進に関し

必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（環境教育および環境学習の推進等）

第20条　市は、事業者および市民の環境の保全および創造についての関心と理解が深められ、これらの者による環境の保全およ

び創造に関する自発的な活動が促進されるように、環境の保全および創造に関する教育ならびに学習の推進その他の必要な措
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置を講ずるものとする。

（自発的な活動の促進）

第21条　市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源に係る回

収活動その他の環境の保全および創造に関する活動の促進に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（情報の提供）

第22条　市は、環境の保全および創造に資するため、環境の状況その他の環境の保全および創造に関する必要な情報を、個人お

よび法人の権利利益の保護に配慮しつつ、適切に提供するように努めるものとする。

（調査研究の実施および監視等の体制の整備）

第23条　市は、環境施策を適切に策定するため、必要な調査研究を実施するものとする。

２　市は、環境の状況を的確に把握し、および環境施策を適正に実施するために必要な監視等の体制を整備するものとする。

（推進体制の整備）

第24条　市は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備するものとする。

（国および他の地方公共団体等との協力）

第25条　市は、広域的な取組を必要とする環境施策について、国および他の地方公共団体等と協力して推進するように努めるも

のとする。

第４節　地球環境保全

第26条　市は、地球環境保全に資するため、環境施策を推進するものとする。

２　市は、国、他の地方公共団体、民間の団体等と連携し、地球環境保全に関する国際協力を推進するように努めるものとする。

第３章　秋田市環境審議会

（設置および所掌事務）

第27条　環境の保全および創造に関する基本的事項を調査審議するため、秋田市環境審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２　審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 環境基本計画に関し、第８条第３項に規定する事項を処理すること。

(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全および創造に関する基本的事項および重要事項を調査審議すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事務

３　審議会は、環境の保全および創造に関する基本的事項および重要事項について、市長に意見を述べることができる。

（組織および委員の任期）

第28条　審議会は、委員15人以内で組織する。

２　委員は、環境の保全および創造に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

３　委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

（会長および副会長）

第29条　審議会に会長および副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選によりこれらを定める。

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（専門委員）

第30条　環境の保全および創造に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

２　専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

３　専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。

（委任）

第31条　この章に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附　則

この条例は、平成11年４月１日から施行する。

資
料
編



194!秋田市環境基本計画

5 環境都市あきた宣言

環境都市あきた宣言
－秋田から　より良い環境を　地球へ　未来へ－

わたしたちのまち秋田市は、桜舞う千秋公園をはじめ、夕日にはえる日本海、く

れないに染まる太平山、白鳥のおとずれる雄物川と、四季おりおりの美しさがきわ

だつまちです。

わたしたちは、恵まれた自然の中で産業をはぐくみ、地域に根ざした伝統文化を

大切に守りながら郷土を愛してくらしてきました。

しかし、今、わたしたちを取り巻く環境は確実に変わってきています。便利で豊

かなくらしはその一方で、地域にとどまらず、地球全体の環境にも影響をおよぼし、

ひとを含む多くの生き物の生存をもおびやかしかねない様々な問題を引き起こして

います。

わたしたちは、これらの問題を解決していく強い意志をもち、先人から受け継が

れた環境をより良いものとして次の世代に伝え、「人にも地球にもやさしいあきた」

をつくることをここに宣言します。

１　清らかな水とさわやかな空気のもと、健やかなくらしを守ります。

１　多様な自然をとうとび、身近な緑に親しみ、豊かな心をはぐくみます。

１　知恵と工夫で、限りある資源とエネルギーを大切にします。

１　世代や地域を越えてともに語らい、環(わ)となって取り組みます。

１　一人ひとりが秋田を知り、地球に学び、未来を想い、行動します。

平成１６年７月１９日

秋　　田　　市
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Environmentally-Friendly City Proclamation
-- Toward a better natural environment in Akita as we reach outward

to all the world in an environmentally-sound future --

Our City of Akita is remarkable for its natural beauty in each season, as when
we view Senshu Park filled with cherry blossoms each spring, the Sea of Japan
aglow in the setting sun, Mt. Taihei ablaze with the colors of autumn, and the
Omono River where swans visit each year.
We have lived here and bonded in love with our hometown, while developing

our industries in this rich natural environment and protecting the traditional
culture that has its roots in this region.
However, our environment now faces major changes and challenges. While

our life has become more affluent and filled with convenience, the natural
environment has been harmed not only in the local area but also across the
face of the earth. This has resulted in various problems which now menace and
even threaten the very existence of humans and other living beings. 
We hereby proclaim that we will show a strong will and determination to solve

these problems, to improve the natural environment inherited from our
ancestors, to pass down to the next generation a restored environment, and
thus to create the City of Akita that is "friendly to both people and the earth."

- 
-  We shall ensure healthy life through maintaining clean water and fresh air.
-  We shall value the diversity of nature and seek to cultivate rich minds.
-  We shall conserve our finite resources and energy through using wisdom
and ingenuity.

- We shall talk with each other, reaching beyond generations and regional
boundaries, and we shall tackle the tasks facing us in a united effort.

-  Thus each of us shall get to know Akita, learn from the earth, think
seriously about our future, and take action for the common good

July 19, 2004

Akita City

(Translated by Yoshitaka Kumagai Ph.D／ Director, Center for Regional Sustainability Initiatives,
Akita International University)
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環境都市あきた宣言　秋田弁バージョン（山田 實 作）

（ 注 ） １ 　 「 ペ チ ョ コ 」 は ウ グ イ ス の こ と 。 ウ グ イ ス は 始 め 、 ペ チ ョ ペ チ ョ と 口 な ら し を し た あ と 、 ホ ー ホ ケ キ ョ と 鳴 く の

で 、 秋 田 市 の 在 で は 、 ウ グ イ ス を ペ チ ョ コ と 言 う 。

（ 注 ） ２ 　 「 死 ん だ 馬 も 躍 る 」 は 、 物 す べ て 躍 動 す る 春 は 、 死 ん だ 馬 も 躍 り 出 す の で な い か 、 と オ ー バ ー に お ど け て 見 せ る 。
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6 用語解説

【ア】

アイドリングストップ

駐停車中など自動車が走っていない時にエンジンをかけっ放しにすること（アイドリング）を自粛すること。アイドリングを

やめることにより、車の燃料の節約や排気ガスの減量を図ることができる。

アスベスト

石綿とも言う。天然に存在する繊維状の鉱物で、建材などで使われたが、吸い込むと肺がんや中皮種などの健康被害を引き起

こすおそれがある。

アダプトプログラム

ボランティアとなる市民や地元企業が、" 里親 " として一定区画を自らの養子とみなし、定期的に清掃などの面倒をみる方法

のこと。緑化などをとり入れた快適な環境づくりへの発展も考えられる。アダプトという言葉の意味は、「養子」であり、ボ

ランティア組織を「親」と見立て、清掃活動などをする区域を「養子」と見立てたのが由来である。

【イ】

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物。さらに「ごみ」と「し尿」に分類される。「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動に

よって生じた「事業系ごみ」と一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭系ごみ」に分類される。

ｅ－市民認定システム

日常的な生活行動と環境とのかかわりをチェックし、より環境への負荷がかからない暮らし方に改善していくことをめざした

暮らしの点検システム。電気、ガス、水道の使用量や身近な生活行動一つひとつから地球環境の保全への視野をひらくことを

目的として、秋田市が実施している。一般的には市民版ＩＳＯとも呼ばれ、他の自治体の同様の取り組みとして環境家計簿が

ある。

【ウ】

ウォームビズ

暖房時のオフィスの室温を20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により「暖かく効率的に格好良く働くことができる」とい

うイメージを表現した、秋冬のビジネススタイルの愛称。重ね着をする、温かい食事を摂るなどが工夫例で、暖房時のエネル

ギー消費の低減により、温室効果ガスの削減に努めるためのものである。

【エ】

エコアちゃん

秋田市ごみ減量イメージキャラクター。秋田市の森の奥で平和に暮らしていたブナの妖精。体のかたちはＡＫＩＴＡのＡ、

頭の上の葉っぱは市民のごみ減量意識の芽生えを表しており、名前はエコロジーとアキタを組み合わせたもの。
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エコドライブ

車を運転する上で簡単に実施できる環境対策。駐停車時のエンジンストップや、空ぶかし、急発進、急加速、急ブレーキなど

の行為をやめるなどで、燃費の向上と安全運転の効果がある。

エコマーク

製品の生産から廃棄までのライフサイクル全体を通して、環境への負荷が少ない、使用することによる環境改善効果が大きい

など、環境保全に効果があると認められた商品に対して付けるマークのこと。環境省の指導のもとに（財）日本環境協会が、

審査・認定を行い、このマークの付いた商品をエコマーク商品という。

ＮＰＯ（エヌ・ピー・オー）

nonprofit organizationの略称。民間非営利組織と訳される。非営利で不特定多数の利益の増進を目的として、社会のためにな

る活動（社会貢献活動）を行う、行政ではない民間の組織。特に環境問題を対象とするものを環境NPOと呼ぶ。

【オ】

オゾン層

地上から約10～50km上空の成層圏にあるオゾン濃度の比較的高い大気の層。太陽光に含まれる生物に有害な紫外線の大部分

を吸収し、地球上の生物を保護する役割がある。しかし、冷蔵庫や空調機等に使われていたフロンガス（CFC：クロロフルオ

ロカーボンなど）によって破壊されるため、有害紫外線が地上に届きやすくなる問題がある。

温室効果ガス

地球の表面から放射される赤外線を吸収し、熱が地球外へと出ていくのを防ぐ性質のある大気中の気体。京都議定書では、二

酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC（ハイドロフルオロカーボン、代替フロンの一種）、PFC（パーフルオロカーボン）、

SF6（六フッ化硫黄）の６物質が温室効果ガスとして削減対象となっており、温室効果の程度により温暖化係数がそれぞれ定

められている。温室効果ガスの働きにより、地球の平均気温は約15℃に保たれているが、ガスがないと-18℃になってしまう。

最近は、人類の活動による大気中の温室効果ガスの増加に伴い、平均気温が上昇する地球温暖化が危惧されている。

【カ】

外来生物

ある地域に人為的（意図的または非意図的）に導入されることにより、その自然分布域を越えて生息または生育することとな

る生物。かけがえのない生物多様性を破壊してしまうものや、農林水産業、人の生命・身体への著しい影響を生じさせる生物

もある。

化石燃料

石炭、石油、天然ガス等の地中に埋蔵されている燃料の総称をいう。数百万年以上前の植物やプランクトンなどが地中に埋も

れ、高熱、高圧等の影響を受けてできたといわれている。石油は、現在の消費ペースでいけば数十年で枯渇すると予測されて

いる。
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家電リサイクル法（正式名称：特定家庭用機器再商品化法）

平成10年法律第97号。エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫及び冷凍庫について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取

った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けるとともに、製造業者等に対し引き取った廃家電の一定水準以上のリサイクルの

実施を義務付けたもの。

環境影響評価（環境アセスメント）

開発など環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業の実施にあたり、事前にその事業の環境への影響を調査、予測、評価し、

その結果に基づき、その事業について、適切な環境保全措置の検討を行い、その措置が行われた場合における環境影響を総合

的に評価すること。

環境カウンセラー

環境保全に関する専門的知識や豊富な経験を有し、環境省の実施する審査に合格し、その知見や経験に基づき市民や事業者等

の環境保全活動に対する助言等（＝環境カウンセリング）を行うことのできる人材。

環境家計簿 →ｅ－市民認定システム(P197)の項を参照

環境基準

環境基本法第16条により定められた「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」。現在、

大気汚染、水質汚濁、騒音、土壌汚染などについて定められている。この基準は環境施策を進める際の目標であり、これを超

過すると直ちに被害を生じるという基準ではなく、直接に工場等を規制するための規制基準とは異なる。

環境基本法

平成５年法律第91号。環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにす

るとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に

推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

環境貯金箱作戦

秋田市で平成16年４月から行っている、ごみを減らすことによって処理経費が節約になることなどをお知らせし、市民にごみ

減量意識を持っていただくことで、ごみ排出量の削減を図ることを目的とする作戦。

環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律

平成15年法律第130号。通称、環境教育法。持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全活動並びにそ

の促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であるため、基本理念を定め、並びに国民、民間団体等、国及び地

方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項

を定めた法律。

環境負荷

生活、事業活動などが環境に与える影響のこと。
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環境報告書

企業等の事業者が経営責任者の緒言、環境保全に関する方針・目標・計画・環境マネジメントに関する状況（環境マネジメン

トシステム、法規制遵守、環境保全技術開発等）、環境負荷の低減に向けた取組の状況（ＣＯ2排出量の削減、廃棄物の排出抑

制等）等について取りまとめ一般に公表する報告書。

環境ホルモン（外因性内分泌攪乱化学物質）

人や野生生物の内分泌作用を攪乱し、生殖機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある化学物質。正確には外因性内分泌

攪乱化学物質という。代表的な物質として、ダイオキシンなどがある。

環境マネジメントシステム

事業者が環境保全対策を自主的に進めるために構築する枠組みで、経営方針の中に環境に関する方針を取り入れ、計画策定・

実施・運用する一連の環境管理の取り組みを実施するための、組織や責任、事務、手順、プロセスおよび経営資源を指す。基

本的にＰ(Plan)-Ｄ (Do)-Ｃ(Check)-Ａ(Action)の手順で進められ、経営者自ら環境に関する方針を定め、事業活動に伴う環境

への負荷を把握の上、その方針に沿った目標と計画を策定し、実行のための組織やマニュアル類の整備を行い、目標の達成状

況や計画の実施状況を点検し、全体のシステムの見直しを行うという一連の手続きを実施する。組織が自主的に実施する際の

手引きとして多く活用されている規格が、国際標準化機構（ＩＳＯ）で定めた国際規格ISO14001である。

環境ラベル

消費者が環境に優しい商品や企業を選択するために、目安となるマーク。製品の環境側面に関する情報を提供するものであり、

代表的なものとして、エコマークがある。環境ラベルのついた製品が普及することにより環境への負荷を減らす効果が望める。

環境リスク

有害物質が人や生態系に及ぼす危険性のこと。有害性が高くても人が触れる恐れが低ければ環境リスクは低く、有害性は低く

ても頻繁に触れる可能性があれば環境リスクは高い。

【キ】

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

世界の第一線の専門家が、地球温暖化について科学的な評価を行っている機関。1988年（昭和63年）に設置された。2001

年には、地球温暖化に関する最新の科学的知見を取りまとめた「IPCC第3次評価報告書」が公表されている。2007年には、

「IPCC第4次評価報告書」が作成される予定で、2007年2月には、「第4次評価報告書　第1作業部会報告書」が公表された。

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）

トルエン等の揮発性（蒸発し、気体となって分散しやすい性質）を有する有機化合物の総称で、塗料、インキ、溶剤（シンナ

ー等）などに含まれる。

共生

生物学的には、複数種の生物が相互関係を持ちながら同所的に生活する現象を言う。環境関係で「人と自然との共生」という

表現で使われ、自然と人との間に豊かな交流を保つことによって、健全な生態系を維持・回復することを意味する。

協働

行政、事業者（企業）、市民が対等の立場で、お互いの信頼関係のもと、力を合わせてまちづくりに働くこと。
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京都議定書

1997年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議(ＣＯＰ３)において採択された議定書。先進各国の温室

効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値目標が決定されるとともに、京都メカニズムと呼ばれる、排出量取引、共同

実施、クリーンメカニズムなどの新たな仕組みが合意された。2005年２月に発効。

【ク】

グリーン購入

製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合には、できる限り環境への負荷が少ない物を

優先的に購入すること。

グリーンコンシューマー

環境を守る観点から企業や商品を選び、地球環境を大切にした暮らしをつくっていこうとする人のこと。

グリーンツーリズム

農山漁村地域において自然・文化、農林漁業とのふれ合いや人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。

グリーンマーク

古紙の再生利用製品につけられているマーク。小中学校や町内会などでマークを集め事務局に送ると、苗木やリサイクルノー

トと交換してくれる。緑化推進と自然保護を目的として実施されているもので、（財）古紙再生促進センターのグリーンマー

ク実行委員会が主催団体となっている。

クールビズ

冷房時のオフィスの室温を28℃にした場合でも、「涼しく効率的に格好良く働くことができる」というイメージを分かりやす

く表現した、夏の新しいビジネススタイルの愛称。「ノーネクタイ・ノー上着」スタイルがその代表。冷房時のエネルギー消

費の低減により、温室効果ガスの削減に努めるもの。

【ケ】

建設副産物

建設工事に伴い、副次的に得られる物品であり、再生資源及び廃棄物を含むもの。コンクリート塊、アスファルト塊、建設汚

泥など。

【コ】

公益的機能

人間の生活に恩恵をもたらす様々な働きのこと。

公害防止協定

地方公共団体等と個別企業が公害防止の観点から、法律、条例による規制等を補完するものとして、締結した協定。
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光化学オキシダント

大気中の窒素酸化物や炭化水素などが紫外線の作用によって光化学変化を起こし、生成したオゾンを主成分とする強酸化物質

の総称。光化学スモッグの原因となり、高濃度では粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も

観察されている。

国際標準化機構（ISO）

ISO（International Organization for Standardization）。国際的な非政府機関（民間機関）であり、製品及びサービスの国際貿

易を容易にし、知的・科学的・技術的・経済的活動分野における国際間の協力のために、世界的な標準化を図ることを目的と

している。環境マネジメントシステムの規格であるISO14001などを制定している。

国土利用計画

国土利用計画法第４条に基づき策定される国土の利用に関する最も基本的な計画。国土利用計画法に示される国土利用の基本

理念に則し、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保するこ

とを目的として策定される。

こどもエコクラブ

こどもが誰でも参加できる環境活動クラブで、環境省が応援している。自分たちのできる、身近な環境活動に自由に取り組む

クラブである。主な活動内容として、「エコロジカルあくしょん」（生きもの調査、町のエコチェック、リサイクル活動など、

環境に関することをクラブが自主的に行う活動）と、「エコロジカルとれーにんぐ」（毎日の生活の中で地球や環境のことを楽

しく考えるプログラム）の２つがある。

コージェネレーション

発電プラントにおいて、電力と排熱の双方を利用し、総合的な効率を高めようとするシステム。従来の発電では捨てられてい

た熱を給湯や冷暖房にも利用することによって、40％くらいであったエネルギー利用効率は70～80％になる。

コンポスト

生ごみなどの有機性廃棄物からできた堆肥、または堆肥化手法のこと。

【サ】

里地・里山

奥山自然地域と都市地域の中間に位置し、人の営みと自然が共存し、様々な人間の働きかけを通じて環境が形成されてきた地

域。雑木林や田んぼといった、身近な日本の原風景ともいえる。

酸性雨

石油、石炭に代表される化石燃料等の燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素酸化物が原因となって降る硫酸や硝酸を含んだ強い酸性

の雨。通常PH（水素イオン指数）5.6以下の雨が酸性雨とされている。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど20種類の廃棄物をい

う。大量に排出され、また、処理に特別な技術を要するものが多く、廃棄物処理法の排出者責任に基づきその適正な処理が図

られる必要がある。
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【シ】

自然エネルギー

化石燃料によるもの、原子力によるもののように、有限でかつ自然破壊や汚染の原因になるエネルギー以外のエネルギー。太

陽光、風力、水力、地熱、潮汐力などがある。

持続可能な開発

将来の環境や次世代の利益を損なわない社会発展をすすめようとする理念。その結果、持続可能性を持った社会が持続可能な

社会である。

市民版ＩＳＯ →ｅ－市民認定システム(P197)の項を参照

種の保存法（正式名称：絶滅のおそれのある野生生物の種の保存に関する法律）

平成 4年制定。指定種の捕獲や流通の禁止、種の生息地内の開発や樹木の伐採の制限、生物の保護増殖を内容とする。

循環型社会

大量消費・大量廃棄型の社会に代わるものとして、廃棄より再使用・再生利用を第一に考え、新たな資源の投入をできるだけ

抑えるとともに、自然生態系に戻す排出物を減らすなど、環境負荷を極力低減するシステム。現在の環境を保全するとともに、

私たちの将来の世代のため、循環型社会を目指す必要がある。

循環型社会形成推進基本法

平成12年法律第110号。循環型社会の形成について基本原則、関係主体の責務を定めるとともに、循環型社会形成推進基本

計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項などを規定した法律。

省エネ普及指導員

財団法人省エネルギーセンターが認定した、地域において省エネルギー普及活動を行うリーダー的役割を担う方。地域への省

エネルギーに関する情報提供、相談、講師等の省エネルギー普及活動を行う。

硝酸性窒素

水が有機性窒素で汚染された場合、好気的条件であれば、最終的には硝酸となって安定する。したがって、アンモニア、亜硝

酸及び硝酸の量を測定すれば、有機性窒素の自然浄化の進行状況を知ることができる。水中に多量に含まれる場合、生活排水

やし尿の汚染があったり、田畑の窒素肥料の影響などが考えられる。

浄化槽

し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯等に使用した水）を戸別にまとめて処理する合併処理浄化槽のこと。従来のし尿のみを

処理する単独浄化槽は、給排水を未処理で放流するなど汚濁負荷が大きいことから、平成13年度の改正浄化槽の施行により新

設禁止となった。

新エネルギー

技術的に実用化段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、石油代替エネルギーの導入を図る

ために特に必要なエネルギーのこと。具体的には、太陽光発電、風力発電などの自然エネルギーや廃棄物による発電、熱利用

や燃料電池など。
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【ス】

水源涵養機能

森林が保有している降水を貯留する天然の水源としての機能。杉や松などの針葉樹よりも、ナラやクヌギの広葉樹のほうが高

いといわれている。

スプロール化現象

都市の急激な発展で、市街地が無計画に郊外に広がっていく現象。

３Ｒ（スリーアール）

リデュース（Reduce）：廃棄物等の発生抑制、リユース（Reuse）：再使用、リサイクル（Recycle）：再生利用の３つの頭

文字をとったもので、廃棄物をできるだけ出さない社会をつくるための基本的な考え方。2000年に制定された「循環型社会

形成推進基本法」では、廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、原則、(1)リデュース、(2)リユース、(3)リサイクルとして

いる。一般的にはリサイクルという言葉が、リユース（再使用）を含む広義で使われることもある。

【タ】

（河川の）多自然型工法

河川の状況に応じて、もっとも自然に近い形で、護岸、水制（流れの中につきだして流速を和らげるもの）、魚道、瀬や淵な

どを設置すること。

ダイオキシン類

ダイオキシン類対策特別措置法では、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）とポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）

に加え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナーPCB）と定義している。生殖、脳、免疫系などに対し

て生じ得る影響が懸念されており、研究が進められているが、日本において日常の生活の中で摂取する量では、急性毒性や発

がんのリスクが生じるレベルではないと考えられている。なお、これらの物質は炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程

などで意図せざるものとして生成される。

ダイオキシン類対策特別措置法（ダイオキシン法）

平成11年７月に制定されたダイオキシン類対策に係る法律。ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去などを図り、

国民の健康を保護することを目的に、施策の基本とすべき基準（耐容一日摂取量及び環境基準）の設定、排出ガス及び排出水

に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められている。

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗（建物内の店舗面積1,000!を越えるもの）を新設するとき、または開店後に施設の配置や運営方法を変更す

るとき、それによっておこる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民や市の意

見を聴きながら大規模小売店舗の設置者（建物の所有者）に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度。
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【チ】

地球温暖化

人間活動の拡大により、二酸化炭素など温室効果ガスの大気中濃度が増加し、地球の気温が上昇することをいう。「IPCC第4

次評価報告書 第1作業部会報告書」（平成19年2月）によると、地球全体の平均気温は最悪の場合、21世紀末までに6.4℃上

昇することが予想されており、海面水位の上昇や、生態系や農業への大きな影響が懸念されている。

地球温暖化対策の推進に関する法律

平成10年法律第117号。京都議定書の約束達成を担保するための法律。京都議定書目標達成計画の策定や、地域協議会の設

置等の国民の取組を強化するための措置、温室効果ガスの多量排出者に温室効果ガスの排出量を算定して国に報告することを

義務づけ、国が報告されたデータを集計・公表する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」（平成18年4月1日施行）等

について定めた法律。

地球環境問題

酸性雨、オゾン層の破壊、地球温暖化、有害廃棄物の越境移動、海洋汚染、野生生物の種の減少、熱帯林の減少、砂漠化など

地球全体に影響を及ぼす問題及び一地域や一国だけに限定されない、地球規模にまで広がっている環境問題。

地産地消

地元でとれた生産物を地元で消費することから、エネルギー効率も高く環境にやさしい行動とされている。食料に対する安全

志向の高まりを背景に、消費者と生産者の相互理解を深める取り組みとして期待されている。

【テ】

低公害車

ガソリン車やディーゼル車に比べ、大気汚染物質の排出量や騒音の発生が少なく、従来の自動車よりも環境への影響が少ない

自動車の総称。電気、メタノール、天然ガス、太陽光などを動力源とする車が開発されている。

【ト】

特定植物群落

我が国の自然を健全な形で後代に伝えるために、我が国の植物相（ある一定の場所に生息している植物あるいは全植物の種名

リスト）を具体的に形づくっている植物群落のうち、規模や構造、分布等において代表的・典型的なもの、代替牲のないもの、

極めて脆弱であり放置すれば存続が危ぶまれるもの、などの種類や生育地、生育状況を国が選定基準を設けて都道府県別に選

定したもの。

都市計画区域

健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法

令の規制を受けるべき土地の範囲をいう。

トリクロロエチレン

クロロホルム臭のある無色透明の揮発性、不燃性の液体で水に溶けにくい。ドライクリーニングのシミ抜きや、金属、機械部品

などの脱脂・洗浄剤として優れている反面、地下水汚染の原因となっている。同様の物質としてテトラクロロエチレンがある。
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【ノ】

農業集落排水施設

公共下水道の設置が困難な農業集落等のやや散在した形態をなす地域において、地区単位で行われる生活排水処理施設のこと。

【ハ】

バイオマス

再生可能な生物由来の有機性資源で石油などの化石資源を除いたもの。家畜排せつ物、食品廃棄物などがある。燃焼して発電

を行ったり、アルコール発酵、メタン発酵などによる燃料化などのエネルギー利用などが研究されている。その一つとしてバ

イオエタノールがある。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることを目的とした法律で、廃棄物処

理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理基準の策定等を内容とする。

ハイブリッド自動車

複数の動力源を用いて走行する自動車。動力源を巧みに使い分けることで、排出ガスや燃料消費を抑制することが可能である。

既存の代表的なハイブリッドシステムは、エンジンと電気モーターの組合せ。

パークアンドライド（Park and Ride）

自動車と公共交通とが相互連携する交通システムのこと。主にマイカー通勤者を対象とし、郊外の駐車場でバスや電車に乗り

換え、都心へ通勤する場合などが挙げられる。これにより、都心への自動車流入の抑制、公共交通利用者の増加により、環境

への負荷の低減を図ることができる。

パートナーシップ

市民参加の本来的なあり方を指す考え方で、市民と行政が信頼関係をもとに、協力して（協力体制で）相互の役割分担のもと

にまちづくりをすすめられること。

【ヒ】

ビオトープ

野生生物が安定的に生息できる空間をいい、元来そこにあった自然風景を復元する事を指す。ドイツ語で生物を意味する「ビ

オ」と場所を示す「トープ」の合成語。近年、河川、道路、緑地、公園などの整備に際しても、ビオトープの維持や再生、創

出に配慮した取組がなされるようになっている。

光害（ひかりがい）

都市化や交通網の発達などによる屋外照明の増加、照明の過大使用により、星が見えにくくなったり、動植物や人体への影響

が発生すること。

ピコグラム（ｐｇ）

重量単位で、1兆分の1グラムをいう。1ｇ=1000ｍｇ=106μg（マイクログラム）=109ng（ナノグラム）=1012pg（ピコグラム）
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ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

Biochemical Oxygen Demandの略称。水の汚濁の度合を表す。おもに河川の汚濁状況を見る指標で、水中の微生物が汚染物

質を分解するのに必要な酸素の量のこと。mg/!で表す。値が大きいほど汚濁が進んでいる。

ヒートアイランド

都市部の気温は、アスファルト舗装、ビルの輻射熱、ビルの冷房の排気熱、車の排気熱などによって、夏になると周辺地域よ

りも数度高くなる。等温線を描くと都市部が島の形に似ることからヒートアイランド現象と呼ばれる。

【フ】

浮遊粒子状物質

大気中に浮遊する粒子状物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）のうち、粒径が10μm（マイクロメートル：μm=100万分の

１m）以下のもの。ディーゼル車の排出ガス、工場のばい煙、道路粉じん等が主な原因とされ、肺や気管などに沈着して、呼

吸器に悪影響を及ぼす。

フロン

炭化水素の水素原子が、いくつか塩素原子とフッ素原子で置き換わった化合物の総称。熱に強く、冷媒や溶剤として優れた性

能を持つため、クーラーや各種スプレー、半導体製品の洗浄剤として広く利用されてきた。しかし、成層圏に達してオゾン層

を破壊することから、地表に到達する紫外線を増加させ、人間や生態系に悪影響を及ぼすおそれがある。特にオゾン層を破壊

する作用の強い５種類の特定フロンは、オゾン層保護条約議定書で指定され、1995年までに全廃されている。

【ヘ】

平年値

気象庁における観測値の平均値で、過去30年間のデータを平均して求めた値。10年ごとに計算し、2007年（平成19年）現

在は1971年から2000年までのデータから求めた値を使用している。2010年までこの値を使用する。

【マ】

マイバッグ

自分用のバッグのこと。特に、使用後ごみになりやすいレジ袋を減量する観点から消費者が携行する買い物袋のこと。マイバ

スケットやマイ風呂敷を持ち歩く人もいる。

【モ】

モニタリング調査

大気・水質・騒音・地盤沈下などの状況や、緑被・植生・生物などの状況を継続的に調査すること。

モーダルシフト

トラックによる幹線貨物輸送を、地球に優しく、大量輸送が可能な海運または鉄道に転換すること。ＣＯ2排出量の抑制やエネ

ルギー消費効率など環境の保全に有力な手段であるほか、道路混雑問題の解消と交通事故の防止効果もある。
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【ユ】

有害化学物質

化学物質の中には、人間の健康や生態系に悪影響を及ぼす物があり、総称して有害化学物質という。化学物質の種類は非常に

多く、さらに増加し続けているが、その種類、使用量そして環境への影響等が十分に把握されていないものも多い。

有機塩素化合物

炭素あるいは炭化水素に塩素が付加された化合物の総称。ほとんどの有機塩素化合物は人工的に合成される。付加された塩素

が多いほど不燃性、脂溶性があり、溶媒、農薬として使用された。ダイオキシン、トリクロロエチレンなどもこれにあたる。

有効率

市内に配られる水の量を配水量と呼び、このうち、漏水などにより損失した水量を除く、有効に使用された水量を有効水量と

いう。有効率とは配水量に対する有効水量の割合を表したものである。

【ラ】

ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）

ある製品が、原料採取、生産、使用、廃棄あるいは再使用されるまでの全ての段階（ライフサイクル）を通して、全体として

の環境への影響を総合的に評価するシステム。

【リ】

リサイクルプラザ

缶やびん等資源化物の中間処理を行いリサイクルしやすい状態にするとともに、家具や器具の軽易な補修、再生品の展示のた

めの拠点的な施設。

リサイクル率

リサイクルされる割合を示すもので、資源化された総量を全排出量（集団回収も含む）で除した値。

リターナブル・ビン

ビールやお酒、ソフトドリンクなどの容器で、飲み終わった後に回収・再利用されるビンのこと。

リデュース・リユース・リサイクル →３Ｒ（スリーアール）（P202）参照のこと。
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7 環境基準

１　大気汚染に係る環境基準及びその評価方法について
大気の汚染に係る環境基準（昭和48.5.8 環告25) 二酸化窒素に係る環境基準（昭和53.7.11 環告38)

ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る環境基準(平成9.3.13 環告4)
ジクロロメタンに係る環境基準(平成13.4.20  環告30)

２　水質汚濁及び地下水質の汚濁に係る環境基準
水質汚濁に係る環境基準（昭和46.12.28 環告59） 地下水質の汚濁に係る環境基準（平成9.3.13 環告10）
（１）人の健康の保護に関する環境基準及び地下水質の汚濁に係る環境基準

物　質 二酸化いおう 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダント

環境上の
条　件

１時間値の１日平均値
が 0.04ppm 以下であ
り、かつ、１時間値が
0.1ppm以下であること。

１時間値の１日平均値が
10ppm以下であり、か
つ、１時間値の８時間平
均値が20ppm以下であ
ること。

１時間値の１日平均値
が 0.10mg/m3 以下で
あり、かつ、１時間値
が 0.20mg/m3 以下で
あること。

１時間値の１日平均
値 が 0.04ppm か ら
0.06ppm までのゾー
ン内又はそれ以下であ
ること。

１時間値が0.06ppm
以下であること。

短期的
評　価

１時間値の１日平均値
が 0.04ppm 以下であ
り、かつ、１時間値が
0.1ppm以下

１時間値の１日平均値が
10ppm以下であり、か
つ、１時間値の８時間平
均値が20ppm以下

１時間値の１日平均値
が 0.10mg/m3 以下で
あり、かつ、１時間値
が0.20mg/m3 以下

１時間値が0.06ppm
以下

長期的
評　価

１日平均値の２％除外
値が0.04ppm以下

１日平均値の２％除外値
が10ppm以下

１日平均値の２％除外
値が0.10mg/m3 以下

１日平均値の年間 98
％値が0.06ppm以下

年間における１日平均値のうち高い方から２％の範囲内にあるものを除外
したもの（１日平均値の２％除外値）について行う。
ただし、１日平均値につき環境基準を超える日が２日以上連続した場合は
環境基準に適合しないこととする。

年間における１日平
均値のうち低い方から
98％に相当するもの
（１日平均値の98％値）
について行う。

物　質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン

環境上の
条　件

１年平均値が
0.003mg/m3以下であること。

１年平均値が
0.2mg/m3 以下であること。

１年平均値が
0.2mg/m3 以下であること。

１年平均値が
0.15mg/m3 以下であること。 

対象地域：工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所を除く。

対象地域：工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所を除く。

備考　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
海域においては、フッ素またはほう素の基準値は適用しない。

項　　　　目 健康項目の環境基準値 地下水質の環境基準値
 カドミウム 0.01㎎／!以下 0.01㎎／!以下
 全シアン 検出されないこと 検出されないこと
 鉛 0.01㎎／!以下 0.01㎎／!以下
 六価クロム 0.05㎎／!以下 0.05㎎／!以下
 砒素 0.01㎎／!以下 0.01㎎／!以下
 総水銀 0.0005㎎／!以下 0.0005㎎／!以下
 アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
 ＰＣＢ 検出されないこと 検出されないこと
 ジクロロメタン 0.02㎎／!以下 0.02㎎／!以下
 四塩化炭素 0.002㎎／!以下 0.002㎎／!以下
 1,2- ジクロロエタン 0.004㎎／!以下 0.004㎎／!以下
 1,1- ジクロロエチレン 0.02㎎／!以下 0.02㎎／!以下
 シス -1,2- ジクロロエチレン 0.04㎎／!以下 0.04㎎／!以下
 1,1,1- トリクロロエタン 1㎎／!以下 1㎎／!以下
 1,1,2- トリクロロエタン 0.006㎎／!以下 0.006㎎／!以下
 トリクロロエチレン 0.03㎎／!以下 0.03㎎／!以下
 テトラクロロエチレン 0.01㎎／!以下 0.01㎎／!以下
 1,3- ジクロロプロペン 0.002㎎／!以下 0.002㎎／!以下
 チウラム 0.006㎎／!以下 0.006㎎／!以下
 シマジン 0.003㎎／!以下 0.003㎎／!以下
 チオベンカルブ 0.02㎎／!以下 0.02㎎／!以下
 ベンゼン 0.01㎎／!以下 0.01㎎／!以下
 セレン 0.01㎎／!以下 0.01㎎／!以下
 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎／!以下 10㎎／!以下
 ふっ素 0.8㎎／!以下 0.8㎎／!以下
 ほう素 1㎎／!以下 1㎎／!以下
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（２）生活環境の保全に関する環境基準

   　 

    

基　　準　　値

該　当　水　域
ｐＨ

ＢＯＤ
(㎎ /!)

ＣＯＤ
(㎎ /!)

ＤＯ
(㎎ /!)

ＳＳ
(㎎ /!)

大腸菌群数
(MPN/100" )

n-ヘキサン
抽出物質
(㎎ /!)

河　
　
　

川

ＡＡ 6.5～ 8.5 １以下 － 7.5以上 25以下 50以下 － 旭川上流、太平川上流、
三内川上流、岩見川上流

Ａ 6.5～ 8.5 ２以下 －  7.5以上 25以下 1,000以下 － 雄物川中流、旭川中流、馬踏川
新城川上流、太平川中流

Ｂ 6.5～ 8.5 ３以下 － ５以上 25以下 5,000以下 － 旭川下流、太平川下流
新城川下流、草生津川

Ｃ 6.5～ 8.5 ５以下 － ５以上 50以下 － － 雄物川下流

Ｄ 6.0～ 8.5 ８以下 － ２以上 100以下 － －

Ｅ 6.0～ 8.5 10以下 － ２以上 ごみ等の浮遊が
認められないこと － －

湖　
　
　

沼

ＡＡ 6.5～ 8.5 －  １以下  7.5以上 １以下 50以下 －

Ａ 6.5～ 8.5 －  ３以下  7.5以上 ５以下 1,000以下 － 男潟、女潟、空素沼

Ｂ 6.5～ 8.5 －  ５以下  ５以上 15以下 － －

Ｃ 6.0～ 8.5 －  ８以下  ２以上 ごみ等の浮遊が
認められないこと － －

海　
　
　

域

Ａ 7.8～ 8.3 －  ２以下  7.5以上 － 1,000以下 検出され
ないこと 秋田湾海域

Ｂ 7.8～ 8.3 －  ３以下  ５以上 － － 検出され
ないこと

雄物川河口から旧雄物川河口までの
海域、Ｃを除く港湾区域

Ｃ 7.0～ 8.3 －  ８以下  ２以上 － － － 秋田港の港湾区域のうち泊地および
航路

項目

類型

項　　目 環　境　上　の　条　件
カドミウム　 検液1!につき0.01㎎以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1㎎未満であること。
全シアン     検液中に検出されないこと。
有機燐       検液中に検出されないこと。
鉛    　　　 検液1!につき0.01㎎以下であること。
六価クロム   検液1!につき0.05㎎以下であること。

砒素　 検液1!につき0.01㎎以下であり、かつ、農用地（田に限る）においては､土壌1㎏につき15㎎未満であ
ること｡

総水銀　　　 検液1! につき0.0005㎎以下であること。
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。
ＰＣＢ　　　 検液中に検出されないこと。
銅　　　  　 農用地（田に限る）において、土壌1㎏につき125㎎未満であること。
ジクロロメタン    検液1! につき0.02㎎以下であること。
四塩化炭素　　　　 検液1!につき0.002㎎以下であること。
1,2-ジクロロエタン 検液1!につき0.004㎎以下であること。
1,1-ジクロロエチレン 検液1!につき0.02㎎以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1!につき0.04㎎以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 検液1!につき1㎎以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 検液1!につき0.006㎎以下であること。
トリクロロエチレン 検液1!につき0.03㎎以下であること。
テトラクロロエチレン 検液1!につき0.01㎎以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 検液1!につき0.002㎎以下であること。
チウラム 検液1!につき0.006㎎以下であること。
シマジン 検液1!につき0.003㎎以下であること。
チオベンカルブ 検液1!につき0.02㎎以下であること。
ベンゼン　　　　　 検液1!につき0.01㎎以下であること。
セレン　　　　　　 検液1!につき0.01㎎以下であること。

※　１．基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
２．農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量５!/"以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。
３．Ａ累計の該当水域は上記の他、八田川、岩見川下流、地蔵川、馬踏川、鮎川も含む。

３　土壌の汚染に係る環境基準
土壌の汚染に係る環境基準（平成3.8.23 環告46）
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備考　車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
（注） 昼間、夜間の範囲
昼間：午前６時から午後１０時まで
夜間：午後１０時から翌日の午前６時まで

４　騒音に係る環境基準
騒音に係る環境基準（平成10年　環告64） 地域の指定（平成11年　県告示146）

環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表のとおりとする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下「道路に面する地域」という）については、その環境基準は

上表によらず、次表のとおりとする。

５　ダイオキシン類に係る環境基準
ダイオキシン類に係る環境基準（平成12.1.15 環告68）

地域の
類　型

基　準　値
該  当  地  域

昼     間 夜     間

Ａ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

Ｂ ５５デシベル以下 ４５デシベル以下
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

Ｃ ６０デシベル以下 ５０デシベル以下

近隣商業地域
商業地域
準工業地域（臨港地区を除く）
工業地域（臨港地区を除く）

地  域  の  区  分
基　準　値

昼    間 夜    間

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域 ６０デシベル以下 ５５デシベル以下

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及びＣ地域のうち車線を有する
道路に面する地域

６５デシベル以下 ６０デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間
（個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれて
いると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル
以下、夜間にあっては40デシベル以下）によることができる。）

７０デシベル以下 ６５デシベル以下

媒　体 大　　気 水　　質 土　　壌

基準値 0.6 pg-TEQ/m3 以下 1 pg-TEQ/!以下 1,000 pg-TEQ/ ｇ以下

備　考
１　基準値は、2,3,7,8 －四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値とする。
２　大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
３　 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g 以上の場合には、必要な
調査を実施することとする。
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古紙配合率100％再生紙を
使用しています
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